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札建滝公第○○号 

平成○○年○○月○○日 

 

 

滝野すずらん丘陵公園における行為の禁止等に関する取扱要領 

 

国営滝野すずらん丘陵公園事務所 

 

 

（目的） 

第１条 この要領は、滝野すずらん丘陵公園（以下「公園」という。）における行為の禁止等に関する

運用方針を定め、もって安全で快適な公園利用に資することを目的とする。 

 

（運用） 

第２条 公園内における行為の禁止等については、都市公園法（以下「法」という。）、北海道開発局

都市公園における行為に係る事務取扱手続及びその他関連法令に定めるほか、この要領によるも

のとする。 

 

（定義） 

第３条 この要領において「公園内」とは、法の定めるところにより滝野すずらん丘陵公園として公告

された次の各号に掲げるものをいう。 

       一 法第２条の２により、すでに供用が開始されている区域 

       二 法第３３条第２項により定められた区域のうち、すでに公園管理者が権限を取得している

区域 

    ２ この要領において、「職員等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

       一 北海道開発局（以下、「国」という。）の公園担当職員 

        二 国から公園の管理に関する業務を受託した機関（以下「管理センター等」という。）に属

する職員 

三 札幌市から野外活動拠点（以下「青少年山の家」という。）の施設管理を委託された機関

の職員 

      四 管理センター等との契約により、管理センター等の指揮監督を受けて公園の利用上の指導

等の業務を行う者 

    ３ この要領において、「職員等の管理行為」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

        一 前項一、二及び四に該当する者が公園全域を対象に行う公園管理 

二 前項三に該当する者が、法第５条第３項による協議の対象となる区域内で、協議事項の範

囲内で行う施設管理 

    ４ この要領において「利用者」とは、勤務中の職員等を除く公園に入る全ての者をいう。 

 

（禁止する行為） 

第４条 公園内における行為のうち、次の各号に掲げるものは法第１１条に準ずる行為とみなし、その

行為を禁止する。 

        一  花卉または果実種子等を採取する行為 

        二 別に指定する場所以外の場所でガスコンロ、石油コンロ等の火気（たき火は除く）を使用

する行為 

    三 別に指定する場所以外の場所で花火を使用する行為 

        四 自転車の利用に関し、公園の安全かつ快適な利用に支障を及ぼす行為で別に定める行為 

    五 別に指定する場所へペット（盲導犬・介助犬・聴導犬は除く）を持ち込む行為 

    六 別に指定する場所で一輪車、キックボード、スケートボード、ローラースケート、インラ

インスケート類を使用する行為 

    七 別に指定する場所以外の場所でパラソル、テント、タープ類を設営する行為 

別添 4 
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    八 別に指定する場所以外の場所でスキー類（クロスカントリースキーを除く）、スノーボー

ドを使用する行為 

    九 別に指定する場所以外の場所でクロスカントリースキーを使用する行為 

十 別に指定する場所以外の場所でスノーシューを使用する行為 

     十一 別に指定する場所以外の場所でチューブそりを使用する行為 

     十二 別に指定する場所以外の場所でプラスティックそり（子供用）、手作りそり、ミニスキー 

     （子供用）を使用する行為 

        十三 他の利用者の快適性を損なう音響の発生を伴う行為 

     十四 他の利用者の安全または公園施設の正常な利用に支障を及ぼす行為 

        十五 公園の利用に際し、許可無く次の各号に掲げる物件を持ち込みまたは、使用する行為 

     イ 銃及び刀剣類（モデルガン、木刀、竹刀等含む。）  

          ロ 花火（手持ち花火を除く）、火薬、大量のガス、油脂類 

          ハ 野球バット（ビニール製を除く）及び野球用の硬球 

          ニ ゴルフクラブ（パークゴルフクラブを除く） 

          ホ ブーメラン、弓矢、パチンコ、スポーツカイト、ラジコン飛行機類 

     ヘ 変形自転車類（二人乗りタンデム自転車等） 

         ト  職員等が安全かつ快適な公園利用に支障を及ぼし公園施設を毀損する恐れがあると認め

たもの 

                              

（法第１１条の規定に関する適用除外） 

第５条 公園内における行為のうち、次の各号に掲げるものは、法第１１条の規定を適用しない。 

    一 職員等の管理行為として行うもの 

    二 法第１２条の申請により許可された行為 

    三 緊急車両及び別に定める許可を受けた車両を令第１８条第五号に指定する場所以外の場所

に乗り入れる行為 

 

（場所の指定） 

第６条 都市公園法施行令（以下「令」という。）第１８条第三号、第四号及び第五号に指定する場所 

   は、別に定めるものとする。 

 

（許可を要する行為） 

第７条 公園内における行為のうち、次の各号に掲げるものは、法第１２条に準ずる行為とみなし、公

園管理者の許可を受けるものとする。 

        一 アンケート調査又は動植物等の調査 

        二 公園内の一定の場所を独占的に使用する行催事 

        三 開催日時を事前に告知することにより参加者を公募して行う行催事 

    四 ステージ、テント、マイクロホン、机、椅子等を公園内に設置して行うもの 

    五 営利を目的として、または会費などを徴収して写真等の撮影を行うもの 

        六 公園内に標識または横断幕を掲示して行うもの 

    七 駐車場及びその進入路以外の場所へ自動車の乗り入れを行うもの 

    八 その他、事務所長が公園の利用上または管理上から必要と認めたもの 

 

（法第１２条の規定に関する適用除外） 

第８条 公園内における行為のうち、職員等の管理行為として行うものについては、法第１２条の規定

を適用しない。 

 

（利用指導） 

第９条 職員等は、その責務に応じ、法令等及びこの要領に定める禁止行為または許可条件に違反する

行為を発見したときは、必要の都度、入園の制限または、適切な利用指導を行うものとする。 

 

 附則 この要領は平成○○年○○月○○日から適用する。 
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滝野すずらん丘陵公園における行為の禁止等に関する取扱要領の細目 

 

平成○○年○○月○○日 

国営滝野すずらん丘陵公園事務所 

 

（火気） 

第１条 要領第４条第二号で指定する場所は次の各号とする。 

    一 炊事遠足広場、渓流園炊事コーナー、鱒見口炊事コーナー、森の炊事広場(チップ敷箇所を

除く) 

    二 スタンダードカーサイト、キャンピングカーサイト、フリーテントサイト、キャビンＡ・

Ｂ・Ｓのサイト及びテラス（建物内を除く） 

    三 建物内の炊事施設及び燃焼施設 

    四 職員等の管理のもと、くわの実広場、どんぐり広場、くるみ広場、しらかば広場その他行

催事等で使用する場所 

    五 職員等の管理のもと行われる行催事等で使用する場所   

        六 法第１２条の申請により使用が許可された場所 

 

（花火） 

第２条 要領第４条第三号で指定する場所は次の各号とする。 

    一 オートリゾート滝野（建物内を除く） 

        二  職員等の管理のもと、くわの実広場、どんぐり広場、くるみ広場、しらかば広場その他行

催事等で使用する場所 

        三  法第１２条の申請により使用が許可された場所        

 

（ペット） 

第３条 要領第４条第五号で指定する場所は次の各号とする。 

    一 オートリゾート滝野 

        二 公園内全ての建造物内 

 

（一輪車等） 

第４条 要領第４条第六号で指定する場所 

    一 中心ゾーン（幹線園路及び補助幹線園路を除く） 

 

（パラソル等） 

第５条 要領第４条第七号で指定する場所は次の各号とする。 

    一 スタンダードカーサイト、キャンピングカーサイト、フリーテントサイト、キャビンＡ・

Ｂ・Ｓ（建物内を除く） 

        二  くわの実広場、どんぐり広場、くるみ広場、しらかば広場、風のはらっぱ、屋外ステージ

その他職員等の管理のもと行われる行催事等で使用する場所  

        三  法第１２条の申請により使用が許可された場所       

 

（スキー類等）         

第６条 要領第４条第八号で指定する場所は次の各号とする。 

    一 ファミリーゲレンデ（１２月２３日から３月３１日までの間に限る） 

    二  職員等の管理のもと行われる行催事等で使用する場所  

        三  法第１２条の申請により使用が許可された場所                 
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（クロスカントリースキー） 

第７条 要領第４条第九号で指定する場所は次の各号とする。 

    一 ファミリーゲレンデ、歩くスキーコース（１２月２３日から３月３１日までの間に限る） 

    二  職員等の管理のもと行われる行催事等で使用する場所  

        三  法第１２条の申請により使用が許可された場所                 

 

（スノーシュー） 

第８条 要領第４条第十号で指定する場所は次の各号とする。 

    一 スノーシューエリア（１２月２３日から３月３１日までの間に限る） 

    二  職員等の管理のもと行われる行催事等で使用する場所  

        三  法第１２条の申請により使用が許可された場所                 

 

（チューブそり） 

第９条 要領第４条第十一号で指定する場所は次の各号とする。 

    一 そりゲレンデ、プッチそりコーナー（１２月２３日から３月３１日までの間に限る） 

    二 風のはらっぱ（１２月２３日から３月３１日までの間に限る） 

    三  職員等の管理のもと行われる行催事等で使用する場所  

        四  法第１２条の申請により使用が許可された場所                 

 

（プラスティックそり等） 

第 10 条 要領第４条第十二号で指定する場所は次の各号とする。 

    一 ちびっこそりコーナー、プッチそりコーナー（１２月２３日から３月３１日までの間に限

る） 

    二 風のはらっぱ（１２月２３日から３月３１日までの間に限る） 

    三  職員等の管理のもと行われる行催事等で使用する場所  

        四  法第１２条の申請により使用が許可された場所                 

 

（たき火） 

第 11 条 令第１８条第三号で指定する場所は次の各号とする。 

    一 炊事遠足広場、渓流園炊事コーナー、鱒見口炊事コーナー、森の炊事広場 

        二 建物内の燃焼施設 

        三 職員等の管理のもと、くわの実広場、どんぐり広場、くるみ広場、しらかば広場その他行

催事等で使用する場所 

        四 法第１２条の申請により使用が許可された場所 

 

（立入禁止区域） 

第 12 条 令第１８条第四号で指定する区域は次の各号とする。 

        一 保全ゾーン（園路を除く） 

    二 車庫、苗圃 

    三 滝野の森ゾーンの歩くスキーコース（４月２０日から１１月１０日までの間に限る） 

    四 不老の谷、白帆の谷並びに平成の森、疎林広場及び鱒見の谷の一部で立入禁止の標示をし

ている区域 

        五 事務所長が公園の安全上、管理上から臨時に立入禁止が必要と認めた区域 

 

（車両の乗り入れ） 

第 13 条 令第１８条第五号で指定する場所は次の各号とする。 

        一 アプローチ園路 

        二 鱒見口駐車場、渓流口駐車場、中央口駐車場、東口駐車場、南第１駐車場、南第２駐車場、

滝野の森口駐車場、及びそれらの進入路 

    三 オートリゾート滝野のアスファルト舗装を施している園路及び駐車場並びにスタンダード

カーサイト、キャンピングカーサイト、キャビンＡ・Ｂ・Ｓ（芝生を除く） 

-別添20-



 

（自転車利用） 

第 14 条 要領第４条第四号に定める行為は次の各号とする。  

       一 定められた区域（渓流ゾーンのアスファルト舗装が施されている園路、アプローチ園路、

マウンテンバイクコース、オートリゾート滝野のアスファルト舗装を施している園路、滝野

の森口駐車場から森の交流館前駐輪場までのアスファルト舗装を施している園路）以外に自

転車を乗り入れること 

       二 定められた場所（駐輪場）以外の場所に自転車を駐輪すること 

      三 スピードの出し過ぎ、無理な追い越し等、他の利用者の安全に支障が及ぶ行為 

 

（車両許可） 

第 15 条 要領第５条第三号に定める許可を受けようとする者は、「車両入園許可申請書」（別紙様式第

１号）を事務所長に提出しなければならない。 

    ２ 事務所長は、公園内の工事に使用する車両その他公園の管理上やむを得ないと認められる場合

に限り、前項の申請に基づき「車両入園許可書」（別紙様式第２号）を交付するものとする。 

  ３ 事務所長は前項の許可に公園の管理上、必要な範囲内で条件を付することができる。 

 

 附則 この要領は平成○○年○○月○○日から適用する。  
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設置・管理許可申請書 

 
設置・管理許可申請書  様式ア 
調査職員等以外の方が、公園内に売店等の公園施設を設け、又はその公園施

設を管理しようとするときは、申請書（様式ア）を調査職員等に提出してその

許可を受ける必要があります。 

許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様です。 

発注者との協議が成立することをもって許可します。その際には許可証の発

送を行います。 

都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第 5条 
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申請手続きの流れ 

(都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第 5条)     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

※原則として事業者は窓口となり、申請の補助業務を行う。 

 

申請者 

事業者 

公園管理者 

事業者 

申請者 

 

受理及び所内決裁 

利用の相談・申請 

申請（利用日の約１週間前まで） 

様式ア・イ・ウ 

許可証発行 

許可証発送 

イベント実施準備 

申請受付 

利用の相談受付及び申請内容の確認 
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平成  年 月 日 

公園施設の設置等許可申請書 

 

北海道開発局長 殿 

 

申請者 住所 

電話 

氏名 

 

 

 

担当部署 

 

 

 

 

都市公園法第５条第１項の許可を受けたいので、下記により申請します。 

 

記 

１ 設置の目的  

２ 設置の期間 （自）平成  年  月  日 （至）平成  年  月  日 

３ 設置の場所  

４ 公園施設の構造  

５ 公園施設の外観 寸法  

色彩  

６ 公園施設の管理の方法  

７ 工事の実施方法  

８ 工事の着手及び完了の時期 着手 

完了 

９ 都市公園の復旧方法  

 

 

様式ア 
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「国営滝野すずらん丘陵公園 運営維持管理業務」における情報セキュリティについて 

   

（情報資産の取り扱い） 

第１条 事業者は、情報資産（情報及び情報システム等）の機密性、完全性及び可用性を維持するよう、

情報資産の取り扱いを適正に行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 事業者は、業務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、契約が終了し、又は解

除されたときも同様とする。 

（安全確保の措置） 

第３条 事業者は、業務に関して取り扱う情報資産について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の情報

資産の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。 

（収集の制限） 

第４条 事業者は、業務を処理するために情報を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で

適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第５条 事業者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た情報を、本契約の目

的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写または複製の禁止） 

第６条 事業者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うため発注者から提供を受けた情

報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（下請負の制限） 

第７条 事業者は、発注者の承諾があるときを除き、業務について、第三者に委託してはならない。 

（資料等の返還等） 

第８条 事業者は、業務を行うため、発注者から提供を受け又は事業者自らが収集し、若しくは作成した

情報が記録された資料等（電子媒体を含む）は、当該契約終了後直ちに発注者に返還し、又は引

き渡さなければならない。 

（事故等の報告） 

第９条 事業者は、第１条から第８条に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったとき

は、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 

（体制の整備） 

第１０条 事業者は、情報セキュリテイを確保するための体制を整備し、責任者や従事させる者の名簿及

び連絡体系図を発注者に提出しなければならない。 

（管理状況の調査） 

第１１条 発注者は、事業者が業務を行うに当たり、取り扱っている情報資産の管理の状況について、必

要に応じて調査することができ、事業者はそれに協力しなければならない。 

別添 7 
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（契約解除及び損害賠償） 

第１２条 発注者は、事業者が本要領に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求

をすることができる。 
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国営滝野すずらん丘陵公園

災 害 対 策 部 運 営 計 画

平成３０年１０月１日

北 海 道 開 発 局 札 幌 開 発 建 設 部
国営滝野すずらん丘陵公園事務所
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国営滝野すずらん丘陵公園災害対策運営計画

第１条（目的）
この計画は、北海道開発局防災対策事務規程第１２条に基づく国営滝野すずら

ん丘陵公園内における各種災害（地震、風水害、雪害、火災等）及び事故が発生
した場合または発生の恐れがある場合において、災害対策時の組織運営について
明確にし、適切かつ迅速な対応を図ることを目的とする。

第２条（災害対策部の設置及び体制）
国営滝野すずらん丘陵公園事務所長は、災害が発生または発生する恐れのあ

る場合は、体制発令基準（別紙１）により以下の体制を発令するとともに、必要
に応じて災害対策部（以下「対策部」という。）を設置する。

・注意体制
・警戒体制
・非常体制

また、体制を発令した場合は、速やかに札幌開発建設部道路防災推進官並びに
北海道開発局事業振興部都市住宅課公園係長に報告することとする。

第３条（組織）
対策部は、対策部長、対策副部長、班長・副班長・班員及び災害対策部員を

もって組織し、別紙２のとおりとする。
・対策部長は、滝野公園事務所長とし、対策部を統括する。
・対策副部長は、滝野公園事務所総務課長、工務課長及び滝野管理センター

長とし、対策部長を補佐するとともに、対策部長に事故あるときは、工務
課長が対策部長の業務を代行する。

・班長及び班員は、各班担当の災害対策業務に従事する。なお、各災害対策
班の業務内容は別紙３による。

・災害対策部員は、各担当施設の被害・被災状況を把握し報告する。

第４条（災害対策体制の解除）
対策部長は、次に該当する場合、災害対策体制を解除することができる。

・災害応急復旧が概ね完了し、二次災害の恐れがなくなったとき。
・公園全施設の安全が確認され、災害の恐れがないと判断されたとき。
・その他、対策部設置の必要がなくなったと判断されたとき。

付 則
この計画は、平成３０年１０月１日から施行する。

-別添42-



- 2 -

別 紙 １

体 制 発 令 基 準

各種災害 注意体制 警戒体制 非常体制

地 震 災 害 ①札幌市（石狩地方中部） ①札幌市（石狩地方中部） ①札幌市（石狩地方中部）

で震度４の地震が発生 で震度５弱以上の地震 で震度６弱以上の地震

した場合 が発生した場合 が発生した場合

風 水 害 下記のいずれかの事象 下記のいずれかの事象 下記のいずれかの事象

が発生 が発生 が発生

①１時間雨量が30mmを ①１時間雨量が50mm を ①風雨により公園内に重

超えた場合 超えた場合 大な災害が発生した場

②連続雨量が80mmを超 ②連続雨量が120mm を 合

えた場合 超えた場合

③瞬間最大風速が15m/s ③瞬間最大風速が18m/s

を超えた場合 を超えた場合

④特別警報が発令された

場合

雪 害 ①大雪警報発表下で12 ①降雪により公園内に災 ①降雪により公園内に重

時間降雪深さが５０ cm 害が発生した場合 大な災害が発生した場

を超えた場合 合

火 災 等 ①園外で火災・爆発等が ①園内で火災・爆発等が ①火災・爆発等により、

発生し、園内に延焼・ 発生した場合、または 公園内に重大な災害が

危害の恐れがある場合 園外で発生した火災・ 発生した場合

爆発等が園内に延焼又

は危害を及ぼした場合

②近隣で山火事等の大規

模な火災が発生した場

合

そ の 他 ①事務所長が必要と判断 ①事務所長が必要と判断 ①事務所長が必要と判断

した場合 した場合 した場合

参 集 体 制 ・参集要員は待機し情報 ・特別警報が発令された ・全職員が参集する。

収集に努めると共に、 場合、渓流ゾーンの部

必要に応じて参集す 分閉園を検討

る。（ただし、地震の ・参集要員は待機し情報

場合、原則参集要員は 収集に努めると共に、

参集する。） 必要に応じて参集す

・異状時巡視ルート図の る。（ただし、地震の

箇所を巡視 場合、原則参集要員は

参集する。）

・異状時巡視ルート図の

箇所を巡視

備 考 重大な災害とは、公園内で災害により人的被害が発生した場合、公園施設に

重大な被害が発生した場合、周辺道路の通行止めにより滝野公園が孤立した場

合等をいう。
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別 紙 ２

災害対策部組織表（非常体制時）

災 害 対 策 部 長
滝野すずらん丘陵公園事務所長

（電話５９４－２１０１）

災 害 対 策 副 部 長
総務課長 工務課長 滝野管理センター長

総 務 ・ 広報・広聴 現場対策班 来園者対応班 災害対策部員
情報収集班 連絡・調整班

班 長 班 長 班 長 班 長 災害対策部員

総務課長 建築設備係長 工務課長 ○○○○○○ の担当施設は、

副班長 副班長 副班長 副班長 下記に示す

総務係長 指導員 ○○○○○○ ○○○○○○
班 員 班 員 班 員 班 員

○○○○○○ ○○○○○○ 工務係長 ○○○○○○
○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○

○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○
○○○○○○

国営滝野すずらん丘陵公園事務所 代表電話（０１１）５９４－２１００
滝野管理センター（○○○○○○○○○○○○） 代表電話（○○○）○○○－○○○○

なお、災害対策部員は、各担当施設の被害、被災状況の詳細を早急に把握し、情報
収集班に報告する。（不在の場合は次席が代行する）

青少年山の家館長・・・・・・・・・・・・・・青少年山の家及び周辺
オートリゾート滝野マネージャー・・・・・・・オートリゾート滝野エリア
○○○○○○○○○マネージャー・・・・・・・カントリーハウス、ロッジゆきざ

さ、焼き肉ガーデンアシリベツ、
サイクルセンター、東口情報セン
ター売店、「子供の谷」休憩所、
中央口管理所売店、鱒見口売店、
フィッシング滝野エリア
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別 紙 ２－１

災害対策部体制編成表（参集要員）（案）
名 称 注意体制 警戒体制 非常体制 役 職 （内 線）

○災害対策部
対策部長 ○ ○ 滝野公園事務所長 (101)
対策副部長 ○ ○ （事）総務課長 (110)

〃 ○ ○ （事）工務課長 (103)
〃 〇 ○ センター長 (○○)

対策部員 〇 ○ 青少年山の家館長
〃 ○ ○ 収益運営マネージャー(○○)
〃 ○ ○○○○○○

・総 務・
情報収集班

班 長 ○ ○ （事）総務課長 (○○)
副班長 ○ ○ ○ （事）総務係長 (○○)
班 員 ○ ○ ○ （セ）○○○○○○ (○○)
〃 ○ ○ ○ （セ）○○○○○○ (○○)

・広報・広聴
連絡・調整班

班 長 ○ ○ ○ （事）建築設備係長 (○○)
副班長 ○ ○ （事）指導員 (○○)
班 員 ○ ○ ○ （セ）○○○○○○ (○○)
〃 ○ ○ （セ）○○○○○○ (○○)
〃 ○ ○ （セ）○○○○○○ (○○)

・現場対策班
班 長 ○ ○ （事）工務課長 (○○)
副班長 ○ ○ ○ （セ）○○○○○○ (○○)
班 員 ○ ○ ○ （事）工務係長 (○○)
〃 ○ ○ （セ）○○○○○○ (○○)
〃 ○ ○ （セ）○○○○○○ (○○)

（セ）○○○○○○ (○○)

・来園者対応班
班 長 ○ ○ ○ （セ）○○○○○○ (○○)
副班長 ○ ○ ○ （セ）○○○○○○ (○○)
班 員 ○ ○ （セ）○○○○○○ (○○)

〃 ○ ○ （セ）○○○○○○ (○○)
〃 ○ ○ （セ）○○○○○○ (○○)
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別 紙 ３

災害対策部各班の業務内容
災 害 対 策 班 業 務 内 容

総 務 ・ １ 職員の被災状況の取りまとめ及び被災職員の手当並びに救急車
情報収集班 の手配

２ 職員の安否の確認
３ 公園施設等の被害状況の取りまとめ
４ 連絡車の統制運用
５ 各班との連絡調整
６ 物資の調達及び会計
７ 職員の健康、安全管理
８ 各施設からの情報収集
・青少年山の家、オートリゾート滝野、カントリーハウス等園内

各主要 施設の被災・被害情報を災害対策部員より収集し、総務班
及び連 絡・調整班に報告する。（第１報は電話連絡により連絡担
当者周 辺状況を対策部設置後３０分以内に取りまとめる）
９ 被災・避難状況の情報収集
・巡視員及び来園者対応班より現地の状況並びに避難状況等の情
報を収集し、総務班及び連絡・調整班に報告する。

10 園外の情報収集
・道路通行止め箇所、公共交通機関の状況及び園外の被害状況等
を把握し、総務班及び来園者対応班に伝達する。

11 気象情報の収集及び伝達

広報・広聴 １ 報道機関用の災害状況及び災害対策情報の作成（発表は本部道
連絡・調整班 路建設課及び広報官室と打ち合わせを行う）

２ 報道機関との連絡調整
３ 災害広聴に関する事務
４ ホームページによる被災状況等の情報提供
５ 本部、本局及び他の防災関係機関との情報連絡、調整
６ 部局間応援に関する事務
７ バス等交通機関との連絡、調整

現場対策班 １ 災害発生箇所の点検・調査
２ 災害応急対策の検討・実施
３ 災害対策用建設機械、労務、資材の手配
４ 災害対策に関わるコンサルタントの手配、打ち合わせ
５ 災害恒久対策の検討
６ 災害対策進捗状況の把握及び連絡・調整班への報告

来園者対応班 １ 来園者の避難誘導
・各施設の避難担当者とともに安全エリアに来園者を誘導し、待
機注意事項について指示する。

２ 被災者の介護及び飲料水、食料品の配給
３ 臨時閉園時の案内板の設置（渓流口、鱒見口、滝野の森口）
４ 来園者への園外情報の提供
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災 害 発 生 時 の 初 動 体 制

地震、水害等災害発生時の適切かつ円滑な対応を目的とし、
① 被災者の救助
② 来園者の避難誘導
③ 被災、被害状況の調査、報告を早急に実施する。

１ 初動期の救助及び避難誘導
初動期の被災者の救助及び避難誘導については、各施設の担当者（別紙４）が迅

速に行うこととし、施設内の安全が確認されるまでは公園利用者を避難場所で待機
させることとする。待機中には、来園者対応班が人数、内訳、氏名、住所、連絡先
等避難者の情報を収集する。

２ 被災、被害状況の調査、報告
初動期の被災、被害状況の調査、報告は、状況調査報告担当者が目視により周辺

の状況を速やかに電話連絡する。取りまとめ先は「総務・情報収集班」とする。
報告内容は被災者の有無、各施設内等の状況（キャビネットが倒れた、本棚から

本が落ちた等）とする。

３ 入園業務
重大な災害が発生又は発生するおそれがある時点で入園業務は災害対策部長が

中止する。入園業務の再開は、公園内の全ての施設の安全が確認され、災害対策
部長が入園可能と判断した時点とする。

ただし、公園周辺の被害が甚大で、当公園に避難することが地域の安全確保上
必要と災害対策部長が判断した場合は、避難先として当公園の入園を認めるもの
とする。

４ その他
各施設の避難誘導並びに被災、被害状況の報告担当者は、別紙４による。
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別 紙 ４

各施設利用者避難誘導場所等一覧

施 設 名 避難誘導場所 避 難 担 当 状況調査報告担当
青少年山の家 どんぐり広場 山の家 調整担当 山の家 管理担当
ｵｰﾄﾘｿﾞｰﾄ滝野 ｾﾝﾀｰﾊｳｽ広場 ○○○○○○ ○○○○○○

カントリーハウス つどいの森 管理ｾﾝﾀｰ ○○○ 管理ｾﾝﾀｰ ○○○

ロッジゆきざさ 炊事遠足広場 ○○○○○○ ○○○○○○

焼肉ｶﾞｰﾃﾞﾝｱｼﾘﾍﾞﾂ 炊事広場 ○○○○○○ ○○○○○○

サイクルセンター 鱒見口駐車場 管理ｾﾝﾀｰ ○○○ 管理ｾﾝﾀｰ ○○○

ﾌｨｯｼﾝｸﾞ滝野 炊事広場 ○○○○○○ ○○○○○○

展望台・天文台 ﾛｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 管理ｾﾝﾀｰ ○○○ 管理ｾﾝﾀｰ ○○○

中央口案内所、休憩所 中央口駐車場 管理ｾﾝﾀｰ ○○○ 管理ｾﾝﾀｰ ○○○

こどもの谷 ﾛｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 管理ｾﾝﾀｰ ○○○ 管理ｾﾝﾀｰ ○○○

公園事務所、車庫 つどいの森 事務所 総務係 事務所 施設設備係
国事務所等
管理センター等 つどいの森 管理ｾﾝﾀｰ ○○○ 管理ｾﾝﾀｰ ○○○

ビジターセンター つどいの森 管理ｾﾝﾀｰ ○○○ 管理ｾﾝﾀｰ ○○○

東口情報センター つどいの森 管理ｾﾝﾀｰ ○○○ 管理ｾﾝﾀｰ ○○○

森のすみか ﾛｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 管理ｾﾝﾀｰ ○○○ 管理ｾﾝﾀｰ ○○○

森の情報館 滝野の森口駐車場 管理ｾﾝﾀｰ ○○○ 管理ｾﾝﾀｰ ○○○

森の交流館 南駐車場 管理ｾﾝﾀｰ ○○○ 管理ｾﾝﾀｰ ○○○

森の教室 南駐車場 管理ｾﾝﾀｰ ○○○ 管理ｾﾝﾀｰ ○○○

森見の塔 南駐車場 管理ｾﾝﾀｰ ○○○ 管理ｾﾝﾀｰ ○○○

※避難誘導場所については、状況により最寄りの駐車場へ適宜誘導する。
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災害対策関係者連絡先一覧表（Ｈ○○．○○．○○）

所 属・役 職 氏 名 自宅電話番号 携帯電話番号
北海道開発局
都市住宅課都市事業管理官

都市住宅課公園係長

札幌開発建設部
道路整備保全課長
道路防災推進官
道路整備保全課課長補佐

上席保全専門官
保全専門官

滝野公園事務所
所 長
総務課長
工務課長
総務係長
事業専門官
事業専門官
工務係長
建築設備係長
指導員
運転手
運転手

管理ｾﾝﾀｰ ○○○
○○○○○○
○○○○○○

携帯電話欄の（防災）は、業務用の携帯電話番号である。
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災害対策関係者連絡先一覧表（Ｈ○○．○○．○○）

所 属・役 職 氏 名 自宅電話番号 携帯電話番号
滝野管理センター
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○

青少年山の家
館 長
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○

札幌南警察署
札幌南消防署
石狩森林管理局
札幌防衛施設局

南区土木部維持管理課

（夜間休日：道路情報管理室）

携帯電話欄の（業）は、業務用の携帯電話番号である。
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異状時巡視の対応方針(案)

１．異状時巡視（注意体制）について
（１）目的

現段階で異状箇所がないかを確認する。
今後降雨が継続した場合に危険な箇所が発生する恐れがないかを確認する。
危険性は低いが、ぬかるみなど入園者の通行に支障が発生する恐れがないかを確認

する。
（２）異状時巡視（注意体制）出動の時期

出動時期については、展望台局の観測値で１時間雨量が３０ mm、または連続雨量
が８０ mm を超えた場合、風速については、展望台局の観測値で最大瞬間風速が１５
ｍ／ｓを超えた場合、地震についは、震度４以上とする。

異状時巡視（注意体制）以降の出動については、異状時巡視（注意体制）の状況に
より判断すること。閉園時間に異状時巡視（注意体制）出動の基準を超えた場合は、
翌日朝の朝礼簿に記入し通常巡視よりも詳細に施設を巡視し確認すること。

（３）巡視点検箇所
巡視点検箇所を異状時巡視ルート図に示す。通常巡視に加え、厚別川沿い、鱒見の

沢川沿い、森の教室、滝野の森（野牛沢川沿い）等とし、基本的に車両による巡視と
する。必要に応じて徒歩やＣＣＴＶにより確認を行うこと。なお、点検箇所について
は、必要に応じて随時更新する。

（４）報告
巡視開始時間、完了時間、点検結果を速やかに国事務所に報告する。
また、点検箇所を巡視し、異常を発見したときは、立入禁止措置を行うと共に、速

やかに国事務所に報告する。

２．異状時巡視（警戒体制）について
（１）目的

上記巡視で発見された異状箇所を含め、新たな異状箇所の確認を行う。
立ち入り禁止及び閉園を検討するための情報収集を行う。

（２）異状時巡視（警戒体制）出動の時期について
出動時期については、展望台局の観測値で１時間雨量が５０ mm、または連続雨量

が１２０ mm を超えた場合、風速については、展望台局の観測値で最大瞬間風速が１
８ｍ／ｓを超えた場合、地震については、震度５弱以上とする。

異状時巡視（警戒体制）以降の出動については、異状時巡視（警戒体制）の状況に
より判断すること。閉園時間に異状時巡視（警戒体制）出動の基準を超えた場合は、
翌日朝の朝礼簿に記入し通常巡視よりも詳細に施設を巡視し確認すること。

（３）巡視点検箇所
異状時巡視（注意体制）で行う点検箇所と同様とする。

（４）報告
異状時巡視（注意体制）で行う報告と同様とする。

３．公園内施設への情報提供について
全面閉園及び部分閉園（立ち入り制限区域の設定等）について災害対策部長が判断し

指示があった場合の公園内施設への連絡体制は、次のとおりとする。
青 少 年 山 の 家：国事務所から情報を提供する。
オートキャンプ場 ：管理センターから情報提供する。
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４．その他
各体制の出動基準については、開園時間内を想定しているため、展望台局の観測値と

しているが、深夜未明、休日等においては、雨量は川の防災情報（http://www.river.go.jp/）
の「河川名：厚別川」「観測所名：滝野」の時間雨量、累計(連続)雨量を目安とする。
また、風速は気象庁の暴風警報、降雪深さは大雪警報を目安とする。

なお、北海道防災情報(http://www.bousai-hokkaido.jp/)の警報注意報のメール配信サービ
スがあるので利用すること。

（参考）暴風による閉園（立ち入り制限区域の設定等）の参考基準について
気象庁が発令する暴風警報発令を参考に全面閉園及び部分閉園（立ち入り制限区

域の設定等）については、園内の気象観測データーを参考に判断すること。全面閉
園の参考基準は、最大瞬間風速２０ｍ／ｓ以上とする。また、部分閉園（立ち入り
制限区域の設定等）の参考基準は、瞬間最大風速１８ｍ／ｓ以上とする。
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種

別 人身との関わり 施設の設置・管理との関わり
　
　・死亡事故及び重大事故（失明 （１）報告
　 又は切断等、及び全治３０日以 本 　　・左記の報告体制に従い、迅速に報告する
　 上の重傷　のもの、直ちに判断で 省 （２）原因調査
　 きないものを含む） → 　　・上記のうち施設の設置又は管理について重大な瑕疵が予想されるものについて

　　　管理センターは事故発生後、速やかに原因調査を行うものとし、調査終了時に　
　　　は、発生状況の詳細とその原因、および再発防止対策（案）を添えて、公園事　

→ → → 　　　務所に報告する
北 （３）事故調査会の開催

　 海 　　・施設の設置又は管理について重大な瑕疵が予想されるものについて開催する。
　・施設の設置又は管理について → 道 　　・上記報告を受けた公園事務所長の招集により開催し、参加者は以下の通りとする。
　  重大な瑕疵が予想されるもの 局 　　　　　公園事務所　　所長、総務課長、工務課長
　  （直ちに判断できないものを含む） 　　　　　管理センター　　センター長、総務課長、業務課長

　　　　　（必要に応じて、事務所、センターの担当係長も参加）
　　・本調査会の目的は、事故の発生状況の詳細とその原因について確認すること、
　　及び再発防止にむけて検討をおこない対策について方針を決定することである

　 　　・決定した内容について、左記の体制に従い、迅速に報告をおこなう
（調整中）

　
　・管理センターで処置後に病院　 （１）報告
  　に搬送されたもの 本 　　・左記の報告体制に従い、迅速に報告する
　・管理センターで処置後に病院　 省 （２）原因調査
　  で治療を受けたもののうち重傷 → 　　・上記のうち、施設の設置又は管理について瑕疵が懸念されるものについて、
　  （全治２週間以上）のもの（直　 　　　管理センターは事故発生後、速やかに原因調査を行うものとし、調査終了　
　  ちに判断できないものを含む） 　　　時には発生状況の詳細とその原因、および再発防止対策（案）を添えて、　

→ → → 　　　公園事務所に報告する
　 北 　　・施設の設置又は管理について瑕疵が懸念されるものについては、上記報告を

　 海 　　　基に、「滝野公園マネジメント会議」（状況に応じて臨時に開催）にて、事故
　・施設の設置又は管理について → 道 　　　の発生状況やその原因を確認し、必要に応じて対応策を検討する
　　て瑕疵が懸念されるもの（直ち 局 　　・参加者は以下のとおりとする
　　に判断できないもの、被害者　 　　　　　公園事務所　　総務課長、工務課長、施設管理係長
　　から施設又は管理状況に対し　 　　　　　管理センター　　総務課長、業務課長
　　強いクレームがあるものを含む）
　・施設等への被害が発生した場合 　　

　 （調整中）

　・上記の他管理センターで処置 （１）報告
　　したもの 救護日誌等による事後報告 　　・左記の報告体制に従い、管理月報とともに報告する。

管 公
理 園
セ 事

　 ン 務
　・施設等に軽微な被害が発生し タ 所
　　た場合（日常の維持管理業務 ー

　　の範囲内で修繕できるもの）
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野生動植物危機管理マニュアル(案) 

（ヒグマ、スズメバチ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道開発局札幌開発建設部 

国営滝野すずらん丘陵公園事務所 
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滝野公園ヒグマ対応マニュアル(案) 

平成 25 年秋に園内に侵入した個体 

平成29(2017)年 3月 

北海道開発局札幌開発建設部 

国営滝野すずらん丘陵公園事務所 
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滝野公園ヒグマ対応マニュアル(案) 
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付録 5.自動撮影カメラの配置図（案）  ············································· 22 

付録 6. 巡視ルートの例  ··························································  23 

付録 7. 積極的撹乱措置の実施例 ····················································  24 

付録 8. 捕獲許可申請について  ····················································  25 

付録 9．滝野公園周辺 10km の範囲  ·················································  26 

※本マニュアルに基づく対応において、重要な事項の最終決定は事務所が行うものとする。 

-別添56-
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滝野公園スズメバチ等ハチ類対応マニュアル(案)

目次 

１．通常時（段階１）· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · １ 

（１） 情報収集 

（２） 体制の整備 

（３） 誘引物の管理 

（４） 注意喚起・普及啓発 

 

２．ハチ情報把握時（段階２）· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ３ 

 

３．確認調査（段階３）· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ４ 

 

４．立入禁止区域設定（段階４）· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ５ 

 

５．巣あるいは誘引物の除去（段階５－１）· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ６ 

監視、注意表示（段階５－２） 

 

６．立入禁止解除（段階６）· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ７ 

 

７．注意表示（段階７）· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ８ 

 

８．刺傷者救護（救護段階１～３）· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ９ 

 

参考資料 

 

 

網掛け箇所は、主に新規開園区域においての対応を示す。 
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国営滝野すずらん丘陵公園 

 

園内施設（設備等）位置図 
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0 50 100 200 300 400 500

疎林広場四阿（2棟）疎林広場四阿（2棟）

休憩所（渓流口駐車場）休憩所（渓流口駐車場）

青少年山の家
（研修棟）
青少年山の家
（研修棟）

四阿（南口駐車場）四阿（南口駐車場）

森の交流館森の交流館

鱒見口休憩所鱒見口休憩所

カントリーハウスカントリーハウス

峠の庭四阿峠の庭四阿

センターハウスセンターハウス

東口情報センター
（研修棟）
（ボランティア棟）
（レストハウス棟）

東口情報センター
（研修棟）
（ボランティア棟）
（レストハウス棟）

中央口休憩所B（休憩所）中央口休憩所B（休憩所）

中央口休憩所A
 （管理棟）
中央口休憩所A
 （管理棟）

収穫の谷四阿収穫の谷四阿花人の隠れ家四阿花人の隠れ家四阿

花のテラス四阿花のテラス四阿

炊事遠足広場四阿（5棟）炊事遠足広場四阿（5棟）

炊事遠足広場四阿（2棟）炊事遠足広場四阿（2棟）

ロッジゆきざさロッジゆきざさ

四阿（東口休憩所横）四阿（東口休憩所横）

四阿（こどもの谷八角）四阿（こどもの谷八角）

こどもの谷休憩所こどもの谷休憩所

四阿（溶岩滑り台下）四阿（溶岩滑り台下）

四阿（大地の広場）四阿（大地の広場）

四阿（ローンスタジアム）2棟四阿（ローンスタジアム）2棟

四阿(彩りの森)四阿(彩りの森)

森の炊事広場
休憩舎
森の炊事広場
休憩舎

森の炊事広場
炊事棟
森の炊事広場
炊事棟

オートリゾート滝野
キャビンA 14棟
キャビンB 5棟
キャビンS 6棟
炊事棟　　7棟
自販機置場 3棟

オートリゾート滝野
キャビンA 14棟
キャビンB 5棟
キャビンS 6棟
炊事棟　　7棟
自販機置場 3棟

虹の巣ドーム休憩所虹の巣ドーム休憩所

休憩所

四阿（東口駐車場）四阿（東口駐車場）

休憩所位置図

東口便所、休憩所東口便所、休憩所

森の教室森の教室
森の情報館森の情報館

森見の塔森見の塔
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0 50 100 200 300 400 500

宿泊棟※宿泊棟※

救護所（こどもの谷)救護所（こどもの谷)

案内所案内所

渓流口料金所
渓流口駐車ブース
渓流口料金所
渓流口駐車ブース

多目的ホール※多目的ホール※

サイクルセンターサイクルセンター

鱒見口料金所鱒見口料金所

カントリーハウスカントリーハウス

車庫（公園事務所横）車庫（公園事務所横）

センターハウスセンターハウス

東口情報センター
（研修棟）
（ボランティア棟）

東口情報センター
（研修棟）
（ボランティア棟）

サニタリーハウスサニタリーハウス

バッテリーカー車庫バッテリーカー車庫

中央口休憩所B（休憩所）中央口休憩所B（休憩所）

中央口休憩所A
 （管理棟）
中央口休憩所A
 （管理棟）

収穫の谷展望施設（サイロ）収穫の谷展望施設（サイロ）

リフト監視小屋リフト監視小屋

リフト監視小屋リフト監視小屋

滝野公園事務所庁舎滝野公園事務所庁舎

滝野公園天文台滝野公園天文台

バックヤード北棟バックヤード北棟

スタッフルーム機械室スタッフルーム機械室

バックヤード作業棟バックヤード作業棟

バックヤード南棟バックヤード南棟

森の交流館森の交流館

研修棟※研修棟※

森の教室森の教室

森の情報館森の情報館

虹の巣ドーム休憩所虹の巣ドーム休憩所

焼肉ガーデンアシリベツ焼肉ガーデンアシリベツ

ロッジゆきざさロッジゆきざさ

滝野の森口料金所滝野の森口料金所

作業センター作業センター

資材庫資材庫

管理棟・車庫倉庫・案内所等
※案内窓口の機能を持つ施設、
  作業拠点等を含む。

管理棟・車庫倉庫・案内所等位置図
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0 50 100 200 300 400 500

アシリベツの滝アシリベツの滝

焼肉ガーデンアシリベツ焼肉ガーデンアシリベツ

渓流園渓流園

案内所横案内所横

渓流口駐車場渓流口駐車場

炊事遠足広場２炊事遠足広場２

鱒見口駐車場鱒見口駐車場

鱒見の滝鱒見の滝

カントリーハウスカントリーハウス

東口情報センター
(研修棟）
(レストハウス棟)

東口情報センター
(研修棟）
(レストハウス棟)

東口休憩所東口休憩所

オートキャンプ場オートキャンプ場

中央口駐車場中央口駐車場

中央口休憩所
 （管理棟）
中央口休憩所
 （管理棟）

炊事遠足広場炊事遠足広場

ロッジゆきざさロッジゆきざさ

森の工房森の工房

こどもの谷休憩所こどもの谷休憩所

虹の巣ドーム虹の巣ドーム

さまよいの洞窟さまよいの洞窟

うねりの大地うねりの大地

すずらんの丘展望台すずらんの丘展望台

森見の塔森見の塔

森の交流館森の交流館

森の教室森の教室

南駐車場南駐車場

みずなら広場みずなら広場

森の情報館森の情報館

滝野の森口駐車場滝野の森口駐車場

はるにれ広場はるにれ広場

青少年山の家※
（研修棟）
青少年山の家※
（研修棟）

トイレ(森のすみか)トイレ(森のすみか)

サニタリーハウスサニタリーハウス

センターハウスセンターハウス

便所位置

便所位置図

青少年山の家
 野外トイレ
青少年山の家
 野外トイレ

※青少年山の家（研修棟）は本業務の対象外。
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0 50 100 200 300 400 500

白帆電気室白帆電気室

汚水処理場汚水処理場

カントリーハウスカントリーハウス
東口休憩所東口休憩所

オートリゾート滝野
センターハウス
オートリゾート滝野
センターハウス

滝野公園事務所庁舎滝野公園事務所庁舎

オートリゾート滝野
汚水ポンプ場
オートリゾート滝野
汚水ポンプ場

中央口休憩所B（管理所）中央口休憩所B（管理所）

中央口休憩所A（管理所）中央口休憩所A（管理所）

渓流園便所・電気室渓流園便所・電気室

森のすみか電気室（森の工房）森のすみか電気室（森の工房）

虹の巣ドーム虹の巣ドーム

中央口便所（中央口連絡橋）中央口便所（中央口連絡橋）

すずらんの丘展望台すずらんの丘展望台

森の交流館森の交流館

便所・電気室（南駐車場）便所・電気室（南駐車場）

配水池配水池

森の情報館森の情報館

中の沢ろ過機械室中の沢ろ過機械室

受変電・自家発電設備

受変電設備

自家発電設備

※施設保全業務（別業務）の対象建物を示す。
　但し、日常点検は本業務の対象

※青少年山の家（研修棟）の設備は本業務の
　対象外。

電気設備位置図

青少年山の家※(研修棟)青少年山の家※(研修棟)
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0 50 100 200 300 400 500

滝野の森口門衛所滝野の森口門衛所

案内所案内所

門衛所門衛所

汚水処理場汚水処理場

カントリーハウスカントリーハウス
東口休憩所
（研修棟・ボランティア棟・レストハウス棟）
東口休憩所
（研修棟・ボランティア棟・レストハウス棟）

滝野公園事務所庁舎滝野公園事務所庁舎

事務所車庫事務所車庫

中央口休憩所B（管理所）中央口休憩所B（管理所）

中央口休憩所A（管理所）中央口休憩所A（管理所）

渓流口料金所（2棟）渓流口料金所（2棟）

ロッジゆきざさロッジゆきざさ

こどもの谷休憩所こどもの谷休憩所

虹の巣ドーム虹の巣ドーム

バックヤード北棟バックヤード北棟

すずらんの丘展望台すずらんの丘展望台

森の交流館森の交流館
配水池配水池

森の情報館森の情報館

滝野の森口料金所（2棟）滝野の森口料金所（2棟）

救護所(こどもの谷)救護所(こどもの谷)

個別暖房方式（FF式暖房機等）＋個別換気方式

個別暖房方式（FF式暖房機等）

＋個別冷房（エアコン）＋個別換気方式

個別換気方式

※本業務の保守点検対象を示す。

温水（中央熱源）暖房方式＋個別換気方式

温風（中央熱源）暖房方式＋個別換気方式

※施設保全業務（別業務）の対象建物を示す。
　但し、日常点検は本業務の対象

空調設備　設置箇所位置図

滝野の森口便所滝野の森口便所

便所（南駐車場）便所（南駐車場）

森の教室森の教室

森見の塔森見の塔

個別暖房方式(FF式暖房機等)＋個別換気方式

※収益施設による管理

オートリゾート滝野
センターハウス
キャビンA　14棟
キャビンB  5棟
キャビンS  6棟

オートリゾート滝野
センターハウス
キャビンA　14棟
キャビンB  5棟
キャビンS  6棟
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0 50 100 200 300 400 500

配水池配水池

中の沢ろ過機械室中の沢ろ過機械室

旧監督員詰所旧監督員詰所

自動潅水及び手動散水設備自動潅水及び手動散水設備

新2号井戸ポンプ室新2号井戸ポンプ室

6号井戸ポンプ室6号井戸ポンプ室

1号井戸ポンプ室1号井戸ポンプ室

配水池系統

中の沢系統

旧監督員詰所系統

水飲み台

ポンプ室

※施設保全業務（別業務）の対象建物を示す。
 （系統の切替え作業を含む）
　但し、日常点検と自動潅水設備及び手動散水設備は
  本業務の対象。

水道設備位置図（春・夏・秋）
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0 50 100 200 300 400 500

配水池配水池

中の沢ろ過機械室中の沢ろ過機械室

新2号井戸ポンプ室新2号井戸ポンプ室

6号井戸ポンプ室6号井戸ポンプ室

1号井戸ポンプ室1号井戸ポンプ室

配水池系統

中の沢系統

旧監督員詰所系統

ポンプ室

※施設保全業務（別業務）の対象建物を示す。
 （系統の切替え作業を含む）
　但し、日常点検と自動潅水設備及び手動散水設備は
  本業務の対象。

水道設備位置図（冬）
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0 50 100 200 300 400 500

【こどもの谷 水景施設】

森のせせらぎ

森の池

【中央口 水景施設】

水の広場
・あしりべつの滝
・しらほの滝
・ますみの滝
・ふろうの滝

まきばのせせらぎ

花人の隠れ家
　せせらぎ・他

中央口 水景施設

こどもの谷　水景施設

※本業務の保守点検対象

水景設備位置図
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0 50 100 200 300 400 500 案内所案内所

門衛所門衛所

汚水処理場汚水処理場

カントリーハウスカントリーハウス
東口休憩所　　　　　　　　　
（研修棟・ボランティア棟・レストハウス棟）
東口休憩所　　　　　　　　　
（研修棟・ボランティア棟・レストハウス棟）

天文台天文台

事務所車庫事務所車庫

中央口休憩所A（管理所）中央口休憩所A（管理所）

ロッジゆきざさロッジゆきざさ

こどもの谷休憩所こどもの谷休憩所

虹の巣ドーム虹の巣ドーム

ありの巣トンネルありの巣トンネル

バックヤード北棟バックヤード北棟

便所・電気室（南駐車場)便所・電気室（南駐車場)

森の情報館森の情報館

白帆電気室白帆電気室
中央口休憩所B（管理所）中央口休憩所B（管理所）

作業センター作業センター

森のすみか電気室（森の工房）森のすみか電気室（森の工房）

すずらんの丘展望台すずらんの丘展望台

滝野公園事務所庁舎滝野公園事務所庁舎

森の交流館森の交流館

森見の塔森見の塔

森の教室森の教室

センターハウスセンターハウス

キャビンA 14棟
キャビンB 5棟
キャビンS 6棟

キャビンA 14棟
キャビンB 5棟
キャビンS 6棟

バッテリーカー車庫バッテリーカー車庫

便所(渓流園)便所(渓流園)

消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、防火防煙設備、誘導灯

消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、防火防煙設備、誘導灯、非常警報器具・設備

消火器、自動火災報知設備、誘導灯、非常警報器具・設備、避難器具

消火器、自動火災報知設備、誘導灯、非常警報器具・設備

消火器、自動火災報知設備

消火器、自動火災報知設備、誘導灯

消火器、自動火災報知設備、誘導灯、避難器具

消火器、誘導灯、非常警報器具・設備

消火器、誘導灯又は非常警報器具・設備

消火器

※施設保全業務（別業務）の対象建物を示す。
　但し、日常点検は本業務の対象

消防設備位置図
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0 50 100 200 300 400 500

汚水処理場汚水処理場

森のすみか電気室（森の工房）森のすみか電気室（森の工房）

森の情報館森の情報館

森の交流館森の交流館

1基型

2基型

3基型

4基型

外壁取付型

ローカル専用

又は  （本業務の対象外）

※施設保守点検（別業務）の対象建物を示す。
　但し、日常点検は本業務の対象。
 中央管理施設～「滝野公園事務所庁舎」

放送設備位置図
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東口休憩所（レストハウス棟）　東口休憩所（レストハウス棟）　

リフト監視小屋リフト監視小屋

中央口休憩所B（管理所）中央口休憩所B（管理所）

リフト運転小屋リフト運転小屋

天文台天文台

森の教室森の教室

釣り堀釣り堀

レストラン（焼肉ガーデンアシリベツ）レストラン（焼肉ガーデンアシリベツ）

ロッジゆきざさロッジゆきざさ

公園案内所公園案内所

門衛所門衛所

サイクルセンターサイクルセンター

滝野の森口門衛所滝野の森口門衛所

滝野の森口料金所滝野の森口料金所

オートリゾート滝野
センターハウス
オートリゾート滝野
センターハウス

事務所車庫事務所車庫

森の情報館森の情報館

森の交流館森の交流館

虹の巣ドーム虹の巣ドーム

滝野公園事務所庁舎滝野公園事務所庁舎

中央口休憩所A（管理所）中央口休憩所A（管理所）

カントリーハウスカントリーハウス

電話設置施設（外線、内線、公衆電話）

電話設置施設（外線、内線）

外線専用電話設置施設

内線専用電話設置施設

NTT交換器・端子盤設置施設～「滝野公園事務所庁舎」

　　収益施設による管理

電話設備位置図
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はるにれ広場はるにれ広場

汚水処理場汚水処理場

オートリゾート滝野
サニタリーハウス
オートリゾート滝野
サニタリーハウス

オートリゾート滝野
汚水ポンプ場
オートリゾート滝野
汚水ポンプ場

No.E-2
汚物ポンプ桝
No.E-2
汚物ポンプ桝

No.E-1
汚物ポンプ桝
No.E-1
汚物ポンプ桝

No.E-3
汚物ポンプ桝
No.E-3
汚物ポンプ桝No.W-C

汚物ポンプ桝
（便所C）

No.W-C
汚物ポンプ桝
（便所C）

No.W-B
排水槽
（森の情報館）

No.W-B
排水槽
（森の情報館）

No.W-1
汚物ポンプ桝
No.W-1
汚物ポンプ桝

No.W-2
汚物ポンプ桝
No.W-2
汚物ポンプ桝

No.W-A
汚物ポンプ桝
（便所A）

No.W-A
汚物ポンプ桝
（便所A）

No.S-1
汚物ポンプ桝
No.S-1
汚物ポンプ桝

No.E-6
汚物ポンプ桝
（森の交流館）

No.E-6
汚物ポンプ桝
（森の交流館）

No.Y-1
排水槽
（青少年山の家
野外トイレ）

No.Y-1
排水槽
（青少年山の家
野外トイレ）

No.E-5
汚物ポンプ桝
No.E-5
汚物ポンプ桝

No.E-4
汚物ポンプ桝
（森見の塔）

No.E-4
汚物ポンプ桝
（森見の塔）

No.S-3
汚物ポンプ桝
（南駐車場トイレ）

No.S-3
汚物ポンプ桝
（南駐車場トイレ）

No.S-2
汚物ポンプ桝
No.S-2
汚物ポンプ桝

汚水ポンプ桝

汚水ポンプ槽

汚水処理場

便槽

※本業務の保守点検対象を示す。

汚水処理設備位置図
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※施設保全業務（別業務）の対象建物を示す。
　但し、日常点検は本業務の対象

　　給湯(中央熱源)方式

※施設保全業務（別業務）の対象建物を示す。
　(日常点検を含む)

　　個別給湯方式(電気温水器)

※本業務の保守点検対象を示す。

　　個別給湯方式(電気温水器又は灯油給湯機等)

衛生(給湯)設備位置図

中央口休憩所A(管理所)中央口休憩所A(管理所)

カントリーハウスカントリーハウス

虹の巣ドーム虹の巣ドーム

滝野公園事務所庁舎滝野公園事務所庁舎

東口情報センター
(研修棟・ボランティア棟)
東口情報センター
(研修棟・ボランティア棟)

事務所車庫事務所車庫

こどもの谷休憩所こどもの谷休憩所

森の情報館森の情報館

便所・電気室(南駐車場)便所・電気室(南駐車場)

みずなら広場便所みずなら広場便所

オートリゾート滝野センターハウスオートリゾート滝野センターハウス

滝野の森口便所滝野の森口便所

はるにれ広場便所はるにれ広場便所

森の交流館森の交流館

バックヤード北棟バックヤード北棟

ロッジゆきざさロッジゆきざさ

案内所案内所

渓流口駐車場トイレ渓流口駐車場トイレ
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その他設備(情報表示設備)位置図

　温度表示付時計

　時計

※施設保守点検(別業務)の対象を示す。
　但し、日常点検は本業務の対象
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その他設備(中央管理システム設備(ITV))位置図

管理カメラ(ポール取付)

管理カメラ(建物外壁取付)

管理端末設置施設
　中央管理端末～滝野公園事務所庁舎
　サブ管理端末～オートリゾート滝野
　　　　　　　　　　　　センターハウス

※施設保守点検(別業務)の対象を示す。
　但し、日常点検は本業務の対象

滝野公園事務所庁舎

オートリゾート滝野センターハウス

滝野公園事務所庁舎(ビジターセンター)

すずらんの丘展望台
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その他設備(気象観測設備)位置図

　計測装置(気温、雨量、風向風速)

　計測装置(風向、風速)

中央管理施設～滝野公園事務所庁舎

※施設保全業務(別業務)の点検対象を示す。
　但し、日常点検は本業務の対象
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0 50 100 200 300 400 500

　※施設保全業務（別業務）の対象を示す。
　　但し、日常点検は本業務の対象

　　　非常呼出設置施設
　　　(( )内の数字は呼出装置の数量を示す。)

　　中央管理施設～滝野公園事務所庁舎

その他設備(中央管理システム設備(非常呼出設備))位置図

渓流口便所～多目的便所(1)渓流口便所～多目的便所(1)

案内所横便所～多目的便所(1)案内所横便所～多目的便所(1) 作業センター横多目的便所(1)作業センター横多目的便所(1)

鱒見口便所～多目的便所(1)鱒見口便所～多目的便所(1)

中央口便所(中央口連絡橋)
～多目的便所(2)
中央口便所(中央口連絡橋)
～多目的便所(2)

鱒見の滝多目的便所(1)鱒見の滝多目的便所(1)
中央口休憩所A(管理所)
～多目的便所(4)
中央口休憩所A(管理所)
～多目的便所(4)

滝野公園事務所庁舎(ビジターセンター)
～多目的便所(2)
滝野公園事務所庁舎(ビジターセンター)
～多目的便所(2)

東口便所・休憩所～多目的便所(2)東口便所・休憩所～多目的便所(2)

東口情報センター(ボランティア棟)(1)東口情報センター(ボランティア棟)(1)カントリーハウス
～多目的便所(2)
カントリーハウス
～多目的便所(2)

天文台～多目的便所(1)天文台～多目的便所(1)

渓流園多目的便所(1)渓流園多目的便所(1)

ロッジゆきざさ(1)ロッジゆきざさ(1)

アシリベツの滝多目的便所(1)アシリベツの滝多目的便所(1)
うねりの大地(大地の広場)便所
～多目的便所(1)
うねりの大地(大地の広場)便所
～多目的便所(1)

さまよいの洞窟便所～多目的便所(1)さまよいの洞窟便所～多目的便所(1)

こどもの谷休憩所～多目的便所(1)こどもの谷休憩所～多目的便所(1)

はるにれ広場便所
～多目的便所(1)
はるにれ広場便所
～多目的便所(1)

滝野の森口便所
～多目的便所(1)
滝野の森口便所
～多目的便所(1)

森の情報館～多目的便所(1)森の情報館～多目的便所(1)

すずらんの丘展望台～多目的便所(1)すずらんの丘展望台～多目的便所(1)

青少年山の家野外トイレ～多目的便所(1)青少年山の家野外トイレ～多目的便所(1)

森見の塔～多目的便所(1)森見の塔～多目的便所(1)

森の交流館～多目的便所(1)森の交流館～多目的便所(1)

森の教室～多目的便所(1)森の教室～多目的便所(1)

便所・電気室(南駐車場)
～多目的便所(1)
便所・電気室(南駐車場)
～多目的便所(1)

みずなら広場便所～多目的便所(1)みずなら広場便所～多目的便所(1)

森のすみか電気室(森の工房)
～多目的便所(1)
森のすみか電気室(森の工房)
～多目的便所(1)

森のすみか電気室(こもれびの森)
～多目的便所(2)
森のすみか電気室(こもれびの森)
～多目的便所(2)

虹の巣ドーム～多目的便所(2)虹の巣ドーム～多目的便所(2)
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その他設備(駐車場管制設備)位置図

渓流口駐車場

鱒見口駐車場

東口駐車場

滝野の森口駐車場

南駐車場

(オートリゾート滝野用ゲート)

　駐車場標識板(駐車場状態表示)

　料金所標識板(駐車場状態表示)

　道路標識板(駐車場状態・メッセージ表示)

　検知装置

中央制御装置～滝野公園事務所庁舎

　カーゲート

収益施設による管理

　カーゲート

※施設保全業務(別業務)の対象を示す。
　但し、日常点検は本業務の対象
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※施設保全業務（別業務）の対象を示す。
　但し、日常点検は本業務の対象

　　現場機器収納架
　　(RS盤：遠方監視局、放送・非常呼出監視部、
　　 ITV監視部)

　　現場機器収納架(本業務の対象外)

　　中央集中制御装置～設置機器

その他設備(中央管理システム設備(主要機器))位置図

案内所案内所

白帆電気室白帆電気室

虹の巣ドーム虹の巣ドーム

すずらんの丘展望台すずらんの丘展望台

天文台天文台

森の交流館森の交流館

青少年山の家(多目的ホール)青少年山の家(多目的ホール)

汚水処理場汚水処理場

中の沢ろ過機械室中の沢ろ過機械室

中央口休憩所A(管理所)中央口休憩所A(管理所)

カントリーハウスカントリーハウス
滝野公園事務所庁舎滝野公園事務所庁舎

東口情報センター(研修棟)東口情報センター(研修棟)

森の情報館森の情報館

便所・電気室(南駐車場)便所・電気室(南駐車場)

みずなら広場便所みずなら広場便所

オートリゾート滝野センターハウスオートリゾート滝野センターハウス

滝野の森口便所滝野の森口便所

はるにれ広場便所はるにれ広場便所

配水池配水池
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H31-35 国営滝野すずらん公園運営維持管理業務実施に要する 

 

提供施設等取扱いについて 

 

 

別紙 5「共通仕様書」第 32 条に基づく提供施設等については、下記により取り扱うもの

とする。 

 

 

記 

 

 

１．提供施設（別紙 21 提供施設一覧表参照）の取り扱い 

（１）事業者（以下「乙」という。）は、提供施設等を善良なる管理者の注意を持って使用しな

ければならない。 

（２）乙は、提供施設等を業務委託契約書第１条の業務以外に使用してはならない。 

（３）乙は、提供施設等を適正に維持管理しなければならない。 

（４）乙は、提供施設等の修繕、模様替え等の行為（維持のための修繕等で軽微なものを除

く。）をしようとするときは、調査職員等（以下「甲」という。）の承認を受けなければ

ならない。 

（５）乙の責に帰すべき理由により提供施設等を滅失し又は棄損したときは、乙の負担において

補てんし又は修理しなければならない。ただし、乙の故意又は重大な過失によらない場合

は、この限りでない。 

（６）乙は、業務委託契約が完了した場合、又は解除になった場合は、提供施設等を提供施設等

返納書（別紙様式第２）により、直ちに甲に返納しなければならない。 

 

 

２．貸付物品の取り扱い 

（１）乙は、下記法令等を遵守しなければならない。 

（ⅰ）物品の無償貸付及び譲渡等に関する法律 

（ⅱ）国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡等に関する省令 

（ⅲ）国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡等に関する事務取扱規則 

（２）物品とは国の所有に属する動産であって、国有財産法の適用を受けないものをいう。（物

品の無償貸付及び譲渡等に関する法律 第１条） 

（３）乙は、物品の貸付を受けたときは、借受書（別紙様式第１）を甲に提出しなければならな

い。 

（国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡等に関する省令 第７条） 

（４）物品の貸付期間は特に必要と認める場合を除き、１年を超えることができない。 

（国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡等に関する省令 第３条） 

「特に必要と認める場合」とは、１年を超える継続的な試験研究等又は長期に渡る災害復

旧など、貸付を注しすることで貸付目的の趣旨が損なわれる場合をいう。 

（国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡に関する省令の運用について 第３条

関係） 

（５）貸付物品の使用場所は本公園内とする。 

（６）乙は業務委託契約が完了した場合、又は解除になった場合は、提供施設等返納書（別紙様

式第２）により、直ちに甲に返納しなければならない。乙は、返納する場合、甲行う検査

に合格しなければならない

別添 13 
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（別紙様式第１） 

 

平成 年 月 日

 

 

          殿 

 

 

 

住所              

氏名           印  

 

 

 

提 供 施 設 等 返 納 書 

 

 

 

下記のとおり提供物件を返納致します。 
 

件      名 

 

 

 

契約年月日 

 

 
 

物  件  名 

 

規  格 

 

単  位 

 

数  量 

 

提供年月日 

 

備  考 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

（備考） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。
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（別紙様式第 2） 

借   受   書 

借   受   物   品  

品  目 規  格 単 位 数 量 備  考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

借  受  期  間 平成  年  月  日～平成  年  月  日（  日間） 

返  納  場  所  

 

上記物品を正に借り受けました。 

なお、国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第４条に定める 

貸付条件を遵守します。 

 

平成  年  月  日 
物品管理官等        殿 
 

借受人 住所                  

氏名          印 

 

 

国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 抜粋 

第四条  国土交通大臣等は、第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。  

一  貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用（国土交通大臣等が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。）は、借受人に

おいて負担すること。  

二  貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。  

三  貸付物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣等の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。  

四  貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。  

五  貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。  

六  貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。  

七  貸付物品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。  

八  貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。  

九  借受人が貸付条件に違反したときは、国土交通大臣等の指示に従って貸付物品を返納すること。  

十  国土交通大臣等が特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従って貸付物品を返納すること。  

十一  貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を国土交通大臣等に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであると

きは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。  

十二  国土交通大臣等が、貸付物品について、必要に応じて実地調査を行い、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をするときは、これに応ず

ること。  

２  国土交通大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。  
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（別紙様式第３） 

返   納   書 

平成  年  月  日 
物品管理官等 
          殿 
 

                       
氏名          印 

 

下記物品を返納しました。 

 

借   受   物   品  

品  目 規  格 単 位 数 量 備  考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

借  受  期  間  平成  年  月  日～平成  年  月  日（  日間） 

返  納  場  所   

 

受  領  書 

 

上記物品を受領しました。 

 

 

平成  年  月  日 
        殿 

 
物品管理官等                  

         印 

 

注意事項 

１．用紙の大きさは、日本工業規格 A 列４縦とする。 

２．正副２部作成し、物品管理官等に提出するものとする。
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(別紙様式第４) 
提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書 

 
（自 日） 

年  月分 
（至 日） 

借受人        印 
作成者氏名      印 

現場監督員の認印                  印 

提供物件名 提供物件番号 主な作業内容 
主な作業の
作 業 量 

（走行キロ数）

稼働状況 
維持修理費 

主な修理箇所
及び取替部品名

摘  要 運転日数 運転時間

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
（備考）１．用紙の大きさは日本工業規格Ａ列４横とする。 
      ２．主な作業内容の欄は、提供物件を二工種以上の異なる作業に使用したときは、運転時間又は運転日数の最も多い作業内容を記入する。 
      ３．主な作業の作業量の欄は、主な作業内容の欄に記入した作業の作業量を測定できるときに記入する。 
      ４．運転時間の欄は、運転時間の管理できない機械又は管理の必要のない機械については、記入を省略することができる。 
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H31-35 国営滝野すずらん公園運営維持管理業務委託費で取得した 
 

備品の取扱いについて（案） 
 
 
 
H31-35 国営滝野すずらん丘陵公園運営維持管理業務委託費で取得した備品については、下記によ
り取り扱うものとする。 
 
 
 
                                         記 
 
 
 
 １．取り扱い 
 
    （１）事業者は（以下「乙」という。）、備品を善良なる責任者の注意をもって管理しなけ

ればならない。 
 
    （２）前号の備品は、備品台帳に登載し管理しなければならない。 
 
    （３）乙は、業務委託契約が完了した場合又は解除になった場合は、備品を業務委託契約書

第９条に基づく検査の結果、合格通知があった後、備品引渡書（様式第１）により、国
に引渡さなければならない。ただし、翌年度において、当該委託契約が引続き締結され
当該業務に継続して使用する備品で備品継続使用承認申請書（様式第２）により国の承
諾を得た場合はこの限りでない。 

 
    （４）乙は、乙の責に帰すべき事由により備品を滅失又は棄損したときは、乙の負担におい

て補てんし、又は修理しなければならない。ただし、乙の故意又は重大な過失によらな
い場合はこの限りではない。 

 
 
 
  ２．処 分 
 
    （１）備品が、次の各号の一に該当すると認められる場合は、不用の決定をすることができ

る。 
 
      ① 備品の使用年数、能力等から勘案して当該備品を引続き使用することが困難であると

認められる場合。 
 
      ②  備品が乙の責に帰さない事由により、老朽化、損傷等により利用価値がなくなったと

認められる場合。 
 
      ③  備品の修理用部品の補給が困難で、整備に多大の支障をきたすと認められる場合。 
 
    （２）処分の方法 
 
          乙は、前号に該当する備品を売払った場合は、その内容を証する書類を添えて国に書

面により報告し、国の発行する納入告知書により国庫に納入するものとする。 
         また、売払うことが不利（備品の売払価格が、当該備品の売払いのために要する費用

に満たないと認められる場合）又は、売払う事ことができないものは、破棄することが
できる。乙は破棄した場合はその都度その旨を書面により国に報告しなければならない。 
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  （様式第１） 
 
 
 
 
 
                                                        平成  年  月  日 
 
 
 
 
 
                                   殿 
 
 
 
                                          住 所 
 
                                          氏 名                       印 
 
 
 
 
 

備 品 引 渡 書 
 
 
 
 
 
H31-35国営滝野すずらん丘陵公園運営維持管理業務委託にかかる別紙記載の備品を引渡しま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    （備 考）１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。
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    別  紙 

 

 

 取得年月日 

 

 品    名 

 

 規   格 

 

 数  量 

 

 単   価 

 

 価   格 

 

     経 費 区 分 

 

  摘   要   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （備 考）１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列Ａ横とする。 
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  （様式第２） 
 
 
 
 
 
                                                        平成  年  月  日 
 
 
 
 
 
                                   殿 
 
 
 
                                          住 所 
 
                                          氏 名                       印 
 
 
 
 
 

備 品 継 続 使 用 承 認 申 請 書 
 
 
 
 
 
H31-35国営滝野すずらん丘陵公園運営維持管理業務委託にかかる別紙について、平成  年 
 月  日まで継続して使用したく申請いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    （備 考）１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。 
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    別  紙 

 

 

 取得年月日 

 

 品    名 

 

 規   格 

 

 数  量 

 

 単   価 

 

 価   格 

 

     経 費 区 分 

 

  摘   要   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （備 考）１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列Ａ横とする 
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業務入園について 

 

 

 業務で公園内に入園する場合は、車両入園申請をするとともに、業務入園者名簿（別紙

様式 1）を事務所に提出して入園許可を受ける。そして、業務入園許可者は、腕章を装着し

て入園するものとする。 

 

 

 １．業務入園許可者が公園内に立ち入る際に装着する腕章は、下記の仕様を標準とする。 

 ２．業務遂行者が腕章を作成した場合、数量を監督職員に届け出ること。 

 ３．業務完了後、腕章を速やかに事務所に返却すること。 

 

 

 

 腕章の仕様は下記のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. 材料は布を使用し、透明ビニールで表面を覆うこと。 

    2. 下地は黄色とし、文字は緑色とする。 

    3. 文字の大きさは、大字は縦 3.7×横 3.5cm、小字は縦 1.2×横 1.3cm とする。 
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業務入園受付簿 

平成 年 月 日 曜日 滝野すずらん丘陵公園「〇〇○○」業務入園 受付簿 № 

入園時間 退園時間 会社名 電話番号 氏名 車両番号 臨時許可番号 備考 

： ：       

： ：       

： ：       

： ：       

： ：       

： ：       

： ：       

： ：       

： ：       

： ：       

： ：       

： ：       

： ：       

： ：       

： ：       

 

（別紙様式 1） 
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国営滝野すずらん丘陵公園 園内車両入園規則 

 

国営滝野すずらん丘陵公園の車両管理及び運行について、滝野すずらん丘陵公園利用規

則に定めるものとする。 

 

【滝野すずらん丘陵公園利用規則 抜粋】 

（車両の入園制限） 

 第７条 公園利用者の安全等を図るため、公園内（公園管理者の指定した場所を除く。）

への車両の乗り入れを禁止する。ただし、公園管理者は、次に掲げる車両に限り

必要に応じ入園の許可をすることが出来る。 

   一 管理業務用車両 

      植物管理及び清掃等管理上必要があると認めた車両 

   二 特定公園施設業務用車両 

   三 工事用車両 

      公園整備等に関わる車両 

   四 その公園管理者が必要と認めた車両 

 

（車両の入園許可等） 

 第８条 公園管理者は、前条に掲げる車両の入園許可にあたっては、「車両入園許可申

請書」（別紙様式第１号）による申請に基づき、第２項各号に掲げる条件を付し

た「車両入園許可書」（別紙様式第２号、省略。）「車両入園許可証」（別紙様

式第３号、省略。）の交付をもって行う。この場合、できる限り閉園時間帯での

入園を指導するとともに、原則として乗用車の使用を認めてはならない。 

   （許可条件） 

    一 公園内では、必ず「車両入園許可証」をフロントガラスに掲示（入退園時を

含む。）すること。 

    二 公園内では原則として駐車は認めない。やむをえず駐車をする場合は、一般

入園者の通行及び利用の支障とならないよう配慮するとともに、タイヤの輪留を

設置し、エンジンキーを抜き、ドアを施錠すること。 

    三 公園内では徐行し、歩行者、自転車、特に幼児の飛び出しに充分注意し、そ

の安全の確保を行うこと。 

    四 公園内では、園路及び広場のみの走行とし、芝生への乗り入れは認めない。 

 

（緊急車両の特例） 

 第９条 第７条及び第８条の規定は、緊急車両にはこれを適用しない。 
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【滝野すずらん丘陵公園内の事故防止基本方針】 

 滝野すずらん丘陵公園内の事故防止のため、工事用車両の開園区域内の通行にあたって

は下記の措置を講じなければならない。 

 

１． 原則として開園区域内への進入禁止。 

２． 公園管理者の許可によりやむを得ず進入する場合は、監督職員と進入経路及び駐車

場所について協議し、図面により承諾を得るほか、公園利用者（歩行者、自転車）と

工事用車両及び工事現場を分離する措置を講じる。 

    １）広場等と進入経路が並行している所は安全ロープ等により区分し、立入禁止

等の表示を行う。 

    ２）必要に応じ現場及び道路の出入口に誘導員の配備。 

    ３）必要に応じ公園利用者の園路利用を禁止し代替園路の設置。 

    ４）交差部に交通整理員を配備。 

３． 原則として園路以外の通行及び駐、停車の禁止。 

４． 利用者（歩行者、自転車）の 優先。 

５． 走行速度２０km/h以下及び交差部の一旦停止。 

６． 車両の黄色回転灯及び通行許可証の装添。 

７． 作業車両の駐車時には、サイドブレーキを掛け、エンジンキーを抜き、輪留めを行

うこと。 

８． その他利用者の安全確保に必要な措置。 

 

 

【車両入園許可申請書】 

機材搬入等で車両を乗り入れる必要がある場合に、車両入園許可申請書（別紙様式第1号）

を提出する。駐車料は徴収しない。 
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（別紙様式第1号） 

平成○○年○○月○○日 

 

車両入園許可申請書 

 

公園管理者 

北海道開発局長 殿 

 

申

請

者 

住所  

氏名 印

担当者名  

連絡先 ℡  

 

 

 滝野すずらん丘陵公園における行為の禁止等に関する取扱要領第５条の規定に基づき、

下記のとおり車両入園の許可を申請します。 

 

記 

 

公園名  滝野すずらん丘陵公園 

目 的  

 

期 間 平成○○年○○月○○日 から 平成○○年○○月○○日 まで 

 

時 間 

午前             午前 

     ○○時 ○○分 から     ○○時 ○○分 まで 

午後             午後 

台数等     ○○台   乗車人数 計  ○○名 （内訳は別紙のとおり） 

 

 

その他 
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■入園車両 

 車種 車両番号 備考 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

 

 

■乗車人員氏名 

 乗車人員氏名 

１    

   

２    

   

３    

   

４    

   

５    

   

６    

   

７    

   

 

※ 入園車両はメーカー・車種・車両番号詳細を記入する。 

※ 乗車人員氏名は各車両ごとに乗車する者全員の氏名を記入する。 

※ 内容等に変更があった場合には、速やかに変更または追加申請を行うものとする。 
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団体、持込イベント、ロケーション、施設占用利用の手続き 
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（記 入 要 望） 

 

１． 新規・更新・変更 

第      号  については、該当するものを○で囲み、更新及び変更の場合

年   月   日 

   は従前の許可書又は回答書の番号及び年月日を記載すること。 

 

２． 申請者が法人である場合においては「氏名」は、その法人の名所及び代表者の氏名

を記載するとともに、担当者の所属、氏名及び電話番号を記載すること。 
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文書番号

     許 可 
都市公園占用    書 

     回 答 
住所         

氏名         

     年  月  日付けで
申請

協議
のあった都市公園の占用については、都市公園法 

第  条の規定に基づき、下記の通り
許可

回答
する。 

     年  月  日 

北海道開発局長 ○印  

 

記 

都 市 公 園 名  

占 用 場 所 及 び 
占 用 期 間 

（自）    年  月  日

（至）    年  月  日

占 用 の 目 的  
占 用 物 件 の 
名称・規模・構造 
及 び 数 量 

 

工事の実施方法及び 
工事の着手及び完了 
の 時 期 

 

（
掘
削
面
積
）

長      （自）   年 月 日 

巾      （     年 月 日）

面積   ㎡ （自）   年 月 日 

使 用 料 総額    初年度    年度   年度   
  （履行期限） 納入通知書により指定する期限 

許 可 条 件 （下記のほか別紙のとおり） 

 この都市公園の占用許可について不服があるときは、行政不服審査法の定めるところに

より、この許可書を受け取った日の翌日から起算して 60 日以内に国土交通大臣に審査請求

することができる。ただし、この許可書を受け取った日の翌日から起算して 60 日以内であ

っても、処分の日から１年を経過すると審査請求することができなくなる。 
 また、行政事件訴訟法の定めるところにより、この許可書を受け取った日（当該処分に

つき、審査請求した場合においては、これに対する裁決の送達を受けた日）の翌日から起

算して６か月以内に、国を被告として（訴訟において国を代表するものは法務大臣とな

る。）、処分の取消しの訴えを提起することができる。ただし、この許可書を受け取った日

又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分の日又は裁決

の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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許  可  条  件 
 

１ 原則 
（１）管理の実施方法については、許可書に特別の定めがない限り申請書及びその添付図書

により実施すること。 
（２）管理の実施に当たっては、国営滝野すずらん丘陵公園事務所長の指導監督を受けるこ

と。 
 
２ 管理の権利の譲渡等の禁止 
（１）管理の権利は、他人に譲渡し又は使用させ若しくは担保に供してはならない。 
（２）法人の合併の場合には、その権利義務を継承しようとする者が届けることにより、管

理の権利を継承することができる。 
 
３ 管理に関する手続き 

２の（２）の届出のほか、次の異動があった場合は、すみやかに届けでること。 
（１）住所又は氏名を変更（譲渡による場合を除く。）したとき。 
（２）管理を廃止しようとするとき。 
 
４ 許可の取消等 

次に掲げる場合には、許可の取消等の処分若しくは管理物件の保全又は原状回復等の必要
な措置を命ずることがある。 
（１）都市公園法若しくは都市公園法に基づく命令の規定又はこの許可に違反したとき。 
（２）この許可に付した条件に違反したとき。 
（３）詐欺その他不正な手段により、この許可を受けていたとき。 
（４）都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。 
（５）都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。 
（６）（４）及び（５）に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の事由以外の事由に基づく

公益上やむを得ない必要が生じたとき。 
 
５ 許可の取消等に係る費用の負担 

４の規定により処分を受け又は必要な措置を名知られた場合で４（１）から（３）に該当
するときは、当該義務履行に要する費用は、許可受者の負担とする。 
 
６ 原状回復 

管理の期間が満了し又は管理を廃止しようとするときは、その日までに許可受者の費用で
管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当なとき又
は都市公園の利用に支障を及ぼすおそれのある行為を伴う場合には、あらかじめ指示を受け
て行うこと。 
 
７ 使用料の還付 

既納の使用料は、還付しない。ただし、４（４）から（６）までに掲げる事由により許可
の取消その他の変更の処分が行われた場合の当該処分により管理できなくなった分に相当す
る使用料については、この限りではない。 
 
８ 経費の負担 

管理許可された物件の維持保全のため、通常必要とする経費のほか当該管理物件に付帯す
る電話、暖房、電気、ガス、水道等の諸設備の使用料を負担しなければならない。 

 
９ 損害賠償 

許可受者は、その責めに帰する事由により管理を許可された物件の全部又は一部を滅失又
は毀損したときは、当該滅失又は毀損による管理を許可された物件の損害額に相当する金額
を損害賠償として支払わなければならない。 
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別記様式２ 

 

許     可     書 

 

 

札 建 滝 公 第  号 

平成  年  月  日 

 

 

           殿 

                    北海道開発局長 

 

 

平成  年  月  日付け都市公園法第１２条第１項の申請について、下記
のとおり許可する。 
なお、この処分に不服があるときは、行政不服審査法の定めるところにより、こ

の許可書を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に国土交通大臣に審査請
求することができる。ただし、この許可書を受け取った日の翌日から起算して 
６０日以内であっても、処分の日から１年を経過すると審査請求することができ 
なくなる。 
また、行政事件訴訟法の定めるところにより、この許可書を受け取った日（当

該処分につき、審査請求した場合においては、これに対する採決の送達を受けた
日）の翌日から起算して６か月以内に、国を被告として（訴訟において国を代表
する者は法務大臣となる。）、処分の取消しの訴えを定期することができる。 

ただし、この許可書を受け取った日又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算
して６か月以内であっても、処分の日又は裁決の日から１年を経過すると処分の
取消しの訴えを提起することができなくなる。 
 

記 

行為の種別 
 

 

日時又は期間 
 

 

場所 
 

 

目的 
 

 

内容 
 

 

許可条件 別紙のとおり 
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国営滝野すずらん丘陵公園消防計画（案） 

 

  

【総   則】 

（目的） 

第１条 この消防計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき、国営滝野すずらん丘陵公園にお

ける、火災、震災その他の災害等の予防及び防止並びに人命の安全確保のため、防火管

理についての必要な事項を定める。 

 

（諸規定との関係） 

第２条 消防法の規定のほか、「国土交通省庁舎の管理に関する訓令（平成１３年国土交通省訓

令第６５号）」に定める規定を準用する。 

 

【防火管理組織】 

（防火管理委員会） 

第３条 防火管理の目的を達成するため「防火管理委員会」を設け、下記について審議する。 

 (1) 消防計画及び実践に関すること 

 (2) 消防用設備等の改善強化について 

 (3) 防火思想の普及教育について 

  (4) 管理区分における消防計画の調整 

  (5) その他防火管理に関すること 

 

（委員会の構成） 

第４条 前条の委員会は、国営滝野すずらん丘陵公園事務所（以下「事務所」という。）におい

ては、所長、総務課長、工務課長、総務係長、工務係長、建築設備係長をもって、滝野

管理センター（以下「センター」という。）においては、センター長、○○課長、○○

課長、○○○○、○○○○をもって、事務所とセンターの合同により構成する。 

 ２ 防火管理委員会の総括担当者は防火管理者の総務課長とし、議長は工務課長とする。 

 

（委員会の開催） 

第５条 防火管理委員会は、総括担当者又は議長が必要と認めたときに招集する。 

 

（副防火管理者の指定） 

第６条 管理者は、公園施設一円の防火管理体制に万全を期すため、センターの○○課長を   

副防火管理者に指定する。 

 ２ 副防火管理者の任務は「別記１」のとおり。 

別添 18 
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（補助者の指名） 

第７条 管理者は、防火管理業務の遂行に必要な補助者を指名する。 

 ２ 補助者の指名及び任務は「別記２」のとおり。 

 

（火気責任者の指名と任務） 

第８条 日常の火災予防を期するするため、防火管理者は、火気責任者を指名する。 

  ２ 火気責任者の指名及び任務は、「別記３の１」及び「別記３の２」のとおり。 

  

（自衛消防組織） 

第９条 火災その他の災害等の発生時の被害を最小限に止めるため、自衛消防隊を編成する。 

  ２ 自衛消防隊の組織及び任務は、「別記４の１」及び「別記４の２」のとおり。  

   

【消防用設備等の検査等】 

（自主検査） 

第１０条 防火管理者は、消防用設備等の機能の良否について、自主検査を実施するものとし、    

その対象及び項目等は、「別記５」のとおりとする。 

  ２ 副防火管理者は、国の施設以外に維持管理業務を受託している施設について、消防用設   

施設を運営している期間中は毎月１回、施設の消防用設備等の自主検査を実施し、防火

管理者に報告するものとする。 

 

（検査及び報告等） 

第１１条 管理権原者は、消防用設備等の機能維持のため、有資格者による点検を「別記５」に    

より実施し、南消防署長に報告する。 

 

                                   【震災対策】 

（震災予防措置） 

第１２条 防火管理者及び副防火管理者並びに火気責任者は地震時の災害発生を予防するため、 

        次の事項の自主点検を行うものする。 

   (1) 建物及び施設内に陳列又は設置してある物の倒壊、転倒及び落下の恐れのあるものの点検 

   (2) 火気使用設備器具の転倒及び落下の防止についての点検 

   (3) 火気使用設備器具の自動消火装置及び燃料停止装置の作動についての点検 

   (4) 危険物施設及び当該施設内の物品等の転倒及び落下並びに流出の防止についての点検 
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（地震時の活動） 

第１３条 地震時の活動は、第９条によるほか、次の措置をとらなければならない。 

   (1) 火気責任者又は火気を使用している者は、火気使用設備器具の使用を停止するとともに、   

燃料の供給を遮断し出火の防止に努めること。 

  (2) 地震が発生したときは、情報収集のため通報連絡係は、テレビ、ラジオ及び関係機関か   

らの情報を収集し自衛消防隊長に報告すること。 

  (3)  自衛消防隊長は施設等の被害状況及び地震状況を各班員等に把握させるとともに、必要      

な事項を指示すること。 

   (3) 避難又は移動は隊列を組み避難するとともに、先頭と最後尾に避難誘導係を配置する 

こと。 

 

（地震後の安全確認） 

第１４条 防火管理者及び副防火管理者並びに火気責任者は、地震動の終了後、建物等及び消防    

用設備等の点検を行い、安全を確認するものとする。 

 

                        【教育訓練】 

（訓練等） 

第１５条 自衛消防活動の一環として、火災等の災害が発生したことを想定し、人的・物的な被    

害を最小限に止めるための「消火」・「通報」・「避難誘導」の各訓練を実施する。 

  ２ 訓練の実施要領は別に定める。 

 

 

附則 この計画は、平成１６年４月１日から施行する。 

            平成２３年４月１日一部変更し施行する。 
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                                                                  「別記１」 

 

 

副防火管理者の指定及び任務 

 

 管理者は副防火管理者として維持管理業務の受託者である「センター」 ○○課長を副防火管理

者に指定する。 

 副防火管理者は防火管理者の指示を受け、公園施設の防火管理の指導監督にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         「別記２」 

 

補助者の指名及び任務 

 

  管理者は防火管理業務遂行に必要とする補助者として、下記の者を指名する。 

 

  所 属    職  名             補 助 者 の 任 務 

 事 務 所  総務係長  防火管理者の事務に関する補助 

 事 務 所  建築設備係長  電気設備・消防施設保守点検業務の監督及び施設管理 

 センター 

 

 ○○○○   副防火管理者の指示を受け、公園施設についての防火管理事務を

補助する。 
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施設の区域 主施設の名称
管理

権原者
備　　　考

庁舎等エリア 庁舎（事務所使用区域） 国 事務所 総務係長 事務所 工務係長

　〃   （センター使用区域） 国 センター ○○○○ センター ○○○○

車庫棟（事務所使用区域） 国 事務所 総務係長 事務所 工務係長

　〃　（センター使用区域） 国 センター ○○○○ センター ○○○○

渓流口エリア 料金所・門衛所 渓流口駐車場 国 センター ○○○○ センター ○○○○

案内所 案内所横 国 センター ○○○○ センター ○○○○

ロッジゆきざさ 炊事遠足広場(2) 国 センター ○○○○ ○○○○ ○○○○

レストランアシリベツ アシリベツの滝、渓流園 国 センター ○○○○ ○○○○ ○○○○

釣り堀 国 センター ○○○○ ○○○○ ○○○○

白帆電気室 渓流口、炊事遠足広場 国 センター ○○○○

作業センター 炊事遠足広場(2) 国 センター ○○○○

汚水処理場 国 センター ○○○○

鱒見口エリア 鱒見料金所 (便所) 鱒見口、鱒見の谷 国 センター ○○○○ センター ○○○○

サイクルセンター 国 センター ○○○○ センター ○○○○

鱒見口売店 国 センター ○○○○ ○○○○ ○○○○

中央口エリア 中央口休憩所(A) (便所) 中央口駐車場 国 センター ○○○○ センター ○○○○

中央口売店 国 センター ○○○○ ○○○○ ○○○○

中央口休憩所(B) 国 センター ○○○○ センター ○○○○

東口エリア カントリーハウス 収穫小屋、展望の庭、峠の庭 国 センター ○○○○ センター ○○○○

カントリーハウス内レストラン・売店 花人の隠れ家、収穫の谷展望台 国 センター ○○○○ ○○○○ ○○○○

(仮称)休憩棟 国 センター ○○○○ ○○○○ ○○○○

(仮称)ボランティア棟 国 センター ○○○○ センター ○○○○

(仮称)研修棟 国 センター ○○○○ センター ○○○○

東口レストハウス つどいの森 国 センター ○○○○ センター ○○○○

こどもの谷エリア すずらんの丘展望台  貯水槽(配水池)、ポンプ場(№１) 国 センター ○○○○ センター ○○○○

滝野天文台 ポンプ場(№２)、排水槽 国 センター ○○○○ センター ○○○○

虹の巣ドーム 国 センター ○○○○ センター ○○○○

あり塚の塔 国 センター ○○○○ センター ○○○○

ありの巣トンネル 国 センター ○○○○ センター ○○○○

子供の谷休憩所 国 センター ○○○○ センター ○○○○

滝野の森エリア 森の交流館 森の炊事場 国 センター ○○○○ センター ○○○○

森の教室 南駐車場トイレ 国 センター ○○○○ センター ○○○○

森見の塔 国 センター ○○○○ センター ○○○○

宿泊エリア オートリゾート滝野 (四阿) 彩りの森 国 センター ○○○○ センター ○○○○

宿泊エリア 青少年山の家 札幌市

　　　【略称】　　　国土交通省 ＝ 国　　　　滝野管理センター ＝ センター　

副火気責任者

「別記３の１」

(管理施
設）

(四阿)

(便所)

(四阿)

火 　気　 責　 任　 者 　の  指 　名 （案）

付随施設の名称 火気責任者
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                                                              「別記３の２」 

 

火気責任者の任務 

 

（平成１３年１月６日国土交通省訓令第６５号） 

国土交通省庁舎の管理に関する訓令（抜粋） 

 

（火気責任者） 

第１４条 管理者は、庁舎等の場所単位に火気責任者を定めて、火気を直接使用する設備 

及び器具を管理させるものとする。 

２ 火気責任者は、火災予防のため次に掲げる措置を講じなければならない。 

 一 使用していない電気のスイッチを切ること。 

 二 使用していないガスの元栓を締めること。 

 三 残火を点検し、完全に消滅させること。 

 四 引火のおそれのある物件を処理すること。 

 五 前各号に掲げるもののほか、発火防止のため必要な措置を講じなければならない。 

 

 

（副火気責任者） 

  （指名）管理者は、施設に即して副火気責任者を指名する。 

   （任務）① 副火気責任者は、火気責任者の指示を受け火気を直接使用する設備及び       

器具を管理するものとする。 

            ② 副火気責任者は、火気設備及び器具に異常がある場合は、火気責任者に       

報告しなければならない。 
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○印は責任者 「セ」はセンター職員

△印は副責任者 「事」は事務所職員

　 

△班長「事務所班」

（正）総務課長「事務所」

　　　　（防火管理者）

 

　　　　（副防火管理者）

△「事」総務係長　

△「事」　建築設備係長

△「事」　工務係長　

○「セ」　○○○○、○○○○

○「セ」　○○○○、○○○○

○「セ」　○○○○、○○○○

救　護　係

指　揮　官 消　 火 　係

(副）○○課長「センタ－」

副　隊　長

「別記４の１」

国営滝野すずらん丘陵公園自衛消防隊編成表（案）

通報連絡係

隊        長

○「セ」　○○○○、○○○○

△「事」　開発専門職

 所長「事務所」

工務課長

避難誘導係○○課長

〇班長「センター班」

 所長「センタ－」
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「別記４の２」

任　　　　務　　　　の　　　　分　　　　担

 隊　　　 　長 所長 「事務所」 ①火災発生時における自衛消防隊活動の総指揮及び状況の掌握

②その他必要な事項

 副　 隊 　長 所長 「センタ－」 ①隊長の全般的な補佐

②隊長不在時の隊長代行

③その他必要な事項

 指　 揮　 官 正 「防火管理者」 ①隊長の指示による自衛消防活動の指揮及び監督

副 「副防火管理者」 ②「事務所班」通報連絡係に消防車の入園路誘導を指示（渓流口で待機）

③「センタ－班」通報連絡係に事務所横の門扉の開閉を指示

④その他必要な事項

　　　　 　　　　　　　（理由、施設の状況を熟知している者が指揮を執る。）

 班　　  　 長 事務所班 ①班における自衛消防活動の指示

センター班 ②各係の消防活動の掌握

③その他必要な事項

　 ※各係の活動状況を隊長に報告

 通報連絡係 ①在庁者に対する火災発生の周知、避難指示（庁舎等で火災発生の場合）

②入園者に対する火災発生の周知、避難指示（公園内で火災発生の場合）

③消防署への通報

④その他必要な事項

　 ※通報連絡状況を班長に報告

 避難誘導係 ①在庁者を避難場所へ誘導（庁舎等で火災発生の場合）

②入園者を避難指定場所へ誘導（公園内で火災発生の場合）

③未避難者の確認

④その他必要な事項

　 ※避難状況を班長に報告

 消 　火 　係 ①最寄りの消火器、消火栓による初期消火

②その他必要な事項

　 ※消火活動の状況を班長に報告

 救 　護 　係 ①負傷者の応急救護

②救急隊（１１９番）への連絡

③その他必要な事項

　 ※救護活動の状況を班長に報告

搬出警護係 ①非常持ち出し文書（重要文書）の搬出及び管理

②危険区域の立ち入り警護

③その他必要な事項

　 ※搬出警護の状況を班長に報告

消　防　隊　役　職

自 衛 消 防 隊 任 務 分 担 表

　　「公園施設火災の時は、副防火管理者が指揮をとる。」

※指揮官は火災発生場所」により交代する。
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作動点検

外観点検 （６ヵ月に１回） 総合点検 （年１回）

機能点検

自 動 火 災 報 知 器

消 火 器

屋 内 消 火 栓

ガ ス 漏 れ 警 報 機

排 煙 装 置

誘 導 灯

火 気 使 用 設 備 等

危 険 物 施 設

電 気 設 備

※１２月期の総合点検結果については、南消防署長に報告する。

点 検 実 施 項 目 及 び 時 期

６月 １２月 １２月

※点検の実施者は「別記６」による。

「別記５」

消 防 用 設 備 点 検 計 画

点　検　実　施　者

有資格者による点検１２月

有資格者による点検

６月 １２月
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「別記６」 

防火管理業務の委託状況 

 

 

                                                          （平成３０年４月１日現在） 

 

 

 

  委託の方式 

 

 

 

 （業務委託名） 

   滝野公園 自家用電気工作物保守点検外一連業務 

           ＊一連業務に下記業務を含む。 

               防災設備、地下オイルタンクの保守及び点検 

 

 

 

 

 

 

 

 受託者の名称及び住所 

 

 

 

  氏名（名称） 

 

     千翔エンジニアリング株式会社  

      代表取締役 稲見 希       

 

 

  住所（所在地） 

 

     札幌市東区北２３条東１０丁目１番７号 

                ℡ ０１１－７２１－８９２１ 

 

 

 

 

 

  法人にあっては   

 

 

 

  名称及び主たる 

 事務所の所在地 

    

  担当事務所 

     札幌市東区北２３条東１０丁目１番７号 

                ℡ ０１１－７２１－８９２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 受託者の行う防火管理 

 業務の範囲 

 

 

 

  滝野公園「危険物製造所等」の保安監督、点検 

  滝野公園 消防用設備点検業務「別記５」 

  滝野公園 電気施設の保守 

 滝野公園 火気使用施設の自主点検及び巡回指導 

 

 

 受託者の行う防火管理 

 業務方法 

 

 

 有資格者による保守、監督、検査を実施する。 
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(報告日) （点検者）

施設の 主施設 電 気 関 係 地下タンク

区　域 の名称 火気と可燃 ガス配管の 排気ダクト 周囲に可燃 ボイラー室 異常音の有 濾水・濾油 吸殻の処理 喫煙場所の 避難路の支 防火戸の作 避難器具の 誘導灯の異 消火栓の周 消火器の定 火災報知器 タコ足配線 目視による

物の距離　 異常 の清掃 物の放置 の整理 無 確認 状況 障物 動範囲 定位置 常 りに支障物 位置 の表示 等 異常の確認

※該当のない項目は、横棒線を引いてください。

※対象は全施設

喫　煙　管　理 防　火　設　備避　難　管　理

防火管理自主検査チェック表(案) 平成　　　年　　　月　　　日

備　　　　　考

指導指摘事項

厨　　　　房 （給湯設備含む。） 暖　房　設　備

別添19
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3 年継続しているイベント・連携先 

 

 名称 時期 イベント内容・連携先 

主  

催 

滝野わんぱくフェスタ 4 月下旬～5 月上旬 

紙ヒコーキづくりや風車づくりなど 

NPO 法人こども共育サポートセンター

花のある北のくらし塾 

誰でも簡単ハーブ活用術 

5 月～9 月 
ハーブの効用とハーブを活用したさまざ

まなクラフト体験など 

ハーブコーディネーター 狩野亜砂乃氏

札幌南マルシェ 9 月又は 6 月 

地域文化や特産品などの紹介 

南区商店街連絡協議会 

滝野公園歩くスキー大会 1 月 ６km・10km・1６km のコースを完歩する

大会 

北海道新聞社・NPO 法人北海道歩くス

キー協会 

  

 

共  

催 

サッカーでエンジョイ 

 

7 月 
元日本代表選手によるサッカー教室 

コンサドーレ北海道スポールクラブ、ク

ルール編集部 

パーク雪合戦 10 月 
冬季に開催する雪合戦大会の前哨戦と

して開催。 

北海道雪合戦連盟道央ブロック 

ニューイヤー歩くスキー大会 

 

1 月 大人から子どもまでを対象とした６km・

10km・1６km のコースを完歩する大会 

読売新聞社・NPO 法人北海道歩くスキ

ー協会 

スノーデュアスロン北海道 2 月 スノーバイクとクロスカントリースキーの

合計タイムを競う大会 

ＮＰＯ法人花サイクルクラブ、NPO 法人

北海道歩くスキー協会 

道民・札幌市民歩くスキーの

集い 

3 月 

シーズン最後の大会 

NPO 法人北海道歩くスキー協会 
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行催事・利用プログラムについて 

 

１．国費の支出対象となる行催事・利用プログラムについて 

１）国営滝野すずらん丘陵公園運営維持管理基本方針に則していること 

２）公園・緑化に関する意識の高揚や知識の普及に資するもの 

３）歴史や自然に関する学術的なもの 

４）その他公園のイメージアップや利用促進に資するもので国営公園内の行催事としてふさわしいも

の 

２．国費を充当できる支出項目について 

国費を充当できる支出項目は、当公園の行催事としてふさわしいものであるとともに、公共性が高

く、利用者全体に関わるもので、社会通念上理解の得られる範囲内での必要十分な経費に限られる。 

なお具体には以下のとおりとする。 

１）会場設営費 

２）会場運営費（飲食費については不可） 

３）資機材費（参加者が持ち帰らない工作物等材料費は可） 

４）講師謝礼金 

５）パンフレット類等広報物作成費 

３．国費を充当できない支出項目について 

国費の支出対象となる行催事であっても、以下の項目には国費を充当できない。 

１）参加者に配付する参加賞 

２）参加者が持ち帰る工作物等の材料費 

ただし、いずれの場合にも国費以外の自主財源、または参加者からの参加費を充当することを妨

げない。 

４．主催イベント 

１）行催事 

事業者は、北海道開発局札幌開発建設部主催の行催事を適切に実施し、公園の設立趣旨の達

成及び利用の促進に寄与する。 

行催事は以下の 4 つの大型主催イベントを想定しているが、下記以外の行催事についても適

切に行う。 

・「チューリップ・すずらん」をメインとしたイベント（６月頃） 

・「夏の花や遊び」をメインとしたイベント（７月頃） 

・「コスモス」をメインとしたイベント（９月頃） 

・「雪」をメインとしたイベント（２月頃） 
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２）利用プログラム 

事業者は、計画に基づく利用プログラムを適切に実施し、公園の設立趣旨の達成及び利用の促進

に寄与する。 

利用プログラムは、本公園の基本方針に即した、事業者が主催する 10 人程度以上を想定した体

験系、コンテスト系、展示系、講習会系の 4つのプログラムで、入園者に対するサービス水準向上

の一貫として提供されるサービスとする。 

 

なお上記期間中に開催する主催イベントについては、各大型主催イベント名を冠につけて、広報

してもよい。 

 

５．補完イベント 

国費の支出対象となる事業について自主財源を充当するものを補完事業といい、補完事業として実

施する行催事を「補完イベント」という。 

補完イベントについては、一の行催事の支出項目の中で、人件費等は国費を充当し、その他は自主

財源を充当することができる。 

具体的な内容については、提案の内容を踏まえて発注者と協議の上、年間行事計画書に記載して実

施するものとする。 

 

６．自主イベント 

本業務の目的達成や利用促進の一環として、人件費を含む国費を一切充当せず、都市公園法（昭和

31 年法律第 79 号）第５条、第６条又は 12 条に基づく許可を得た上で実施する事業を自主事業といい、

自主事業として実施する行催事を「自主イベント」という。 

自主イベントに実施にあたっては、都市公園法施行令（昭和 31 年政令 290 号）第 20 条に基づき、

占有した土地または建物の使用料を納めることが必要となる。ただし、公共性の高い行催事を公園管

理者との共催により行う場合、使用料が不要となる場合がある。 

具体的な内容については、提案の内容を踏まえて発注者と協議の上、年間行事計画書に記載するも

のとする。 

 

７．持ち込みイベント 

第 3 者が都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第５条、第６条又は 12 条に基づく許可を得た上で

実施する行催事を「持ち込みイベント」という。 

事業者は、実施に向け必要な調整を行わなければならない。なお、継続する可能性の高い持ち込み

イベントは以下の通りである。 

・歩くスキー講習会 

・障害者歩くスキーの集い 

・滝野の森 10 マイルレース 

・手作りジェルキャンドル製作体験 
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８．行催事における印刷、名義使用等について 

１）印刷物の作成及び行事の実施についての協議 

当公園内で行事を実施する場合又は委託費（一部他の資金を活用する場合を含む。）により広報

宣伝又は利用者指導等に関する印刷物を作成し、又は行事を実施する場合には、十分時間的余裕

をもって協議の上、書面により事前に国の承諾を得るものとする。 

２）行催事における北海道開発局の名義使用等について 

公園内行事における北海道開発局の名義使用等は、以下に従って施行するものとする。 

    ①委託費が投入（一部他の資金の活用を含む。）される場合 

  北海道開発局は「主催」または「共催」とする。 

    ②委託費の投入がなく、他の資金により行われる場合 

  その内容が 

  （１）宗教的・政治的色彩がないこと 

  （２）公共性が高く、公園内のイメージアップにつながること 

の条件を両方とも満たすものについては（後援依頼文書の提出を受けて）、「後援」をするもの

とする。この場合、主催者は文書により北海道開発局の名義使用の許可を得なければならない。 

３）印刷物及び行事に係わる表示 

委託費（一部他の資金を活用する場合を含む。）により印刷物を作成し、又は行事を実施する場

合には当該印刷物を作成し、又は行事を実施する者として、次に掲げる表示を行うものとする。

ただし、表示の詳細については個別に協議をして定めるものとする。 
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滝野公園ボランティア規約
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第１条 　本ボランティアは、国営滝野すずらん丘陵公園（以下「本公園」という。）において、“自然とのふれあい”を実現するため
に、本公園にふさわしいレクリエーション活動の場を創造し、また、地域や市民との連携による新しい社会づくりへ貢献す
るための活動を行っていただくことを目的とします。

　本規約は、当該活動を円滑に推進することを目的として、国営滝野すずらん丘陵公園滝野管理センター（以下、管理セ
ンターという。）が定めるものです。

第２条 　本活動に参加するボランティア組織及びその構成員の総称を、滝野公園ボランティア（以下本会という。）と称します。
各ボランティア組織の構成員個人については、本会においてはメンバーと称します。

第３条 　本会は、本公園で活動する全てのボランティア組織によって構成します。

２ 　本会を構成するボランティア組織は、管理センターが入会を認定・登録した組織・団体とします。

３ 　本会を構成するボランティア組織の認定・登録は、１年度毎の更新とさせていただきます。

４ 　次の各号に掲げる条件を満たした場合に、本会を構成するボランティア組織及びその構成メンバーとして認定します。

一 　公園の管理運営方針に適合した活動を実施する場合

二 　維持管理上・運営管理上必要な作業を企画・実施または補助している場合

三 　団体・組織としての規約・会則等が明確であり、公園として認められる内容である場合

四 　公園スタッフの一員として必要な研修（当公園についての基本情報、活動時における安全管理、来園者への対応のあ
り方等）を修了していただいている場合

五 　活動についての対価が無償である場合

５ 　新たに活動を希望する本会を構成するボランティア組織は次の各号に掲げる内容について記載した「ボランティア活動
実施計画書」を作成、管理センターに提出していただきます。

一 　活動（団体）名

二 　活動目的　：　なぜこの活動を行うのかについて記載

三 　活動内容　：　実際に行う活動を具体的に記載

四 　活動エリア　：　どこを活動範囲、活動拠点とするかについて記載

五 　活動期間・時間　：　いつ活動するのかについて記載

六 　登録者名簿　：　本会に登録するメンバーの氏名、連絡先等について記載

七 　代表者名、連絡先

八 　その他　：　過去の活動実績、母体団体の存在等管理センターが記載を必要とする事項について記載

６ 「ボランティア活動実施計画書」は、当該ボランティア組織の活動を認定する際及び年度毎の更新時にも作成・提出して
いただきます。

７ 　登録の有効期間は年度末までとします。

８ 　本会を構成するボランティア組織が、事情によりやむを得ず１年以上活動を休止する場合には、その期間を書面にて
管理センターに提出いただいた上で休会扱いとします。一度休会した後に復帰する場合には、その構成メンバーについ
ては、管理センターによる再研修を受講していただいた後に再登録して活動を行うこととします。

第４条 　本会の事務局は管理センターの担当係に置きます。

第５条 　本会には、次の役員を置きます。
世話人　　　各構成ボランティア組織より1名
代表世話人　世話人の中から１名

２ 代表世話人は本会を代表し、事務局との連絡調整を行い、ボランティア活動全体の円滑な運営に努めていただきま
す。

３ 　世話人は代表世話人を補佐し、メンバー相互の連絡調整を図り、活動の円滑な運営に努めていただきます。

（名称）

第２章　事務局及び役員等

（事務局）

（役　員）

滝野公園ボランティア規約

第１章　総則

（目的）

（構成及び資格・ボランティア組織登録）
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第６条 　本会の世話人は、各構成ボランティア組織内において、構成メンバーの立候補または推薦により選任されます。

２ 　代表世話人は、世話人の互選により選任されます。

第７条 　各役員の任期は１年とし、再任は妨げません。

第８条 　役員会は、代表世話人、世話人、事務局担当者で構成し、活動の状況に応じて代表世話人の召集により開催します。

２ 　役員会（世話人会議）は、世話人またはメンバーから提案される活動方針や活動内容の連絡調整、活動で生じる様々
な課題等を討議します。

第９条 　総会は、本会の活動状況の報告や活動計画及びその他の案件の意見交換や承認・決議等を行う場として、代表世話
人と事務局担当者との協議により必要に応じて開催します。

第１０条 　各構成ボランティア組織は研修終了後に構成メンバーへの登録の意思確認を行っていただき、同意された方をメン
バーとして登録し、「ボランティア活動実施計画書」の登録者名簿に記載して提出していただきます。提出後に登録メン
バーを追加される場合については、その登録の旨を別途書面にて提出いただきます。なお、住所等の個人情報は、登録
メンバーから直接管理センターへ提出していただくこととします。

２ 　各構成ボランティア組織は、年度当初に構成メンバーへの登録更新の確認を行っていただき、同意された方をメンバー
として登録し、「ボランティア活動実施計画書」の登録者名簿に記載して提出していただきます。提出後に登録メンバーを
追加される場合については、その登録の旨を別途書面にて提出いただきます。なお、住所等の個人情報は、登録メン
バーから直接管理センターへ提出していただくこととします。

３ 　メンバーは、登録する年度の3月31日に11歳以上であることとします。また、18歳未満の者については、活動時に保護
者同伴であることとします。

４ 　前３号に適合する場合においても、活動内容について管理センターが適切でないと判断した場合には、未成年者の当
該活動への参加を認めないものとします。

５ 　登録の有効期間は年度末までとします。

６ 　メンバーは、家庭の事情等でやむを得ず１年以上活動を休止する場合には、その期間を書面にて管理センターに届け
ていただいた上で休会扱いとします。一度休会した後に復帰される場合には、管理センターによる再研修を受講してい
ただいた後に再登録して活動を行うこととします。

第１１条 　本会の活動を実施する際には、次の各号に掲げる事項に関する研修を受講していただきます。特に、一、二、三号に
ついては最初の園内活動前に研修を修了する必要があります。当研修は管理センターが行います。

一 　当公園についての基本情報

二 　活動時における安全管理

三 　来園者への対応のあり方

四 　別途指定する研修

第１２条 　第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる内容について活動していただきます。

一 　管理センターとの協議により定めた活動

二 　別途指定する活動

２ 　本会の活動に当たっては公園規則を遵守し、公園のボランティアとして相応しい服装、言動、行動に十分ご配慮下さ
い。

第１３条 　本会の活動エリアは、原則として本公園供用区域内とします。但し、他の施設・団体等との交流や、活動上必要な研修
を実施する場合等はこの限りではありません。

第１４条 　本会の活動期間・時間は、原則として、国営滝野すずらん丘陵公園の開園期間・時間内とします。

２ 　　活動計画日以外の日または時間に活動する場合は、管理センターと協議していただきます。

（構成メンバーの登録）

（登録に必要な研修）

第３章　構成メンバーの登録

（活動エリア）

（活動日時）

第４章　活動内容

（活動内容）

（選　任）

（任　期）

（役員会）

（総　会）
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第１５条 　管理センターは、登録したメンバーに対してＩＤカードを発行します。

２ 　メンバーには、本公園内での活動中や入退園時には必ずIDカードを携行していただきます。

３ 　本会の活動を目的とするメンバー本人の来園については、管理センターの発行するＩＤカードを提示していただくことに
より、活動日および自主研修日に限って入園料金、駐車料金ともに無料とします。

４ 　ＩＤカードは個人的な来園時には使用してはいけません。不正な利用があった場合、ボランティアの登録を抹消する場
合があります。

５ 　ＩＤカードの有効期間は１年度内とし必要に応じて更新させていただきます。

６ 　本会を休会、退会した場合及びIDカードの有効期間が終了した場合には、速やかにＩＤカードを返却していただきます。

第１６条 　活動に必要と認められる資材等は、管理センターが現物を提供します。

２ 　活動にあたって必要な場合には、管理センターとの協議していただいた上で、活動拠点となる場所を提供します。ただ
し、公園施設として公平かつ清潔な利用に十分ご配慮下さい。

３ 　公園までの交通費相当として、各メンバーに、活動実施した１回・日あたり、1000円を源泉徴収を行った後管理センター
より支給します。

第１７条 　メンバーには、ボランティア活動保険への加入をお願いします。ただし、加入にかかる費用は各メンバーにご負担いた
だきます。

２ 　　ボランティア保険加入に関する事務手続きについては、事務局が支援します。

３ 　ボランティア活動中に生じた事故や怪我については、ボランティア保険の適用範囲内で対応します。

４ 　他組織にてボランティア保険に加入時は、証明できるもののコピーを事務局に提出していただきます。

第１８条 　本会を退会するボランティア組織もしくはその構成メンバーは、事前に事務局に報告していただいた上で、書面にてそ
の旨を提出していただきます。

第１９条 　次の各号に掲げる事項に該当したボランティア組織もしくはその構成メンバーについては、休会または退会勧告、もしく
は登録を抹消します。

一 他のメンバーを誹謗中傷する行為又は公序良俗に反する行為を行った場合

二 来園者の安全・快適な公園利用を妨げる行為を行った場合

三 都市公園法等法令等に違反している行為を行った場合

四 本会及び国営滝野すずらん丘陵公園の名誉を傷つけ、他の会員に著しく迷惑を及ぼした場合

五 無断遅刻・無断欠勤が続いた場合

六 その他、本規約、及び活動の手引きのいずれかに違反した場合

第２０条 　活動にあたっては、活動内容に応じた服装、安全具の装着のほか、活動日の健康状態、自身の安全衛生に留意いた
だくとともに、公園利用者の安全についても十分に留意して下さい。

第２１条 　各登録手続きによって提出された個人情報（氏名、住所、連絡先）は、認定及びＩＤカードの発行許可にかかる公園事
務所への協議、活動に関する連絡のためのみに用い、その他の用途には使用しません。

２ 　活動により取得した公園利用者の個人情報については、管理センターにおいて適切に管理します。

第２２条 　本会活動において制作・撮影された作品等の著作権は、管理センターに帰属します。

付　則
この規約は、平成28年4月24日から施行します。

（安全衛生管理）

第９章　その他

（IDカード）

（活動支援）

第６章　ボランティア保険

（ボランティア保険）

第５章　IDカード及び活動支援

（個人情報の取扱い）

第７章　退会

（退会）

（退会勧告）

第８章　安全衛生管理

（著作権の取扱い）
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滝野公園フラワーガイドボランティア
細則（案）
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第１条 　本ボランティアは、国営滝野すずらん丘陵公園（以下「本公園」という。）カントリーガーデンにおいて、来園
者が適切に見どころに接することが出来るよう、さまざまなガイドを行うことを目的とします。
　本細則は、「滝野公園ボランティア規約」に付随するものであり、当該活動を円滑に推進することを目的とし
て、国営滝野すずらん丘陵公園滝野管理センター（以下、管理センターという。）が定めるものです。

第２条 　本活動に参加するボランティアを、滝野公園フラワーガイドボランティア（以下本ボランティアという）と称し
ます。

第３条 　本ボランティアはフラワーガイドボランティア（以下、ガイドという。）をもって構成します。

第４条 　本ボランティアの事務局は本ボランティアの役員により構成されます。

第５条 　本ボランティアには、次の役員を置きます。
代表幹事　　　２～３名

２ 　代表幹事はガイドの互選により選任されるものとします。

３ 　代表幹事は本ボランティアを代表し、事務局との連絡調整を行い、ボランティア活動全体の円滑な運営を
図るための業務を行っていただきます。また、代表幹事は滝野公園ボランティア規約 第５条に掲げられた
「滝野公園ボランティア」世話人を兼務していただきます。

第６条 　各役員の任期は１年とし、再任は妨げません。

第７条 　役員会は、各代表幹事またはガイドから提案される活動方針や活動内容の連絡調整、活動で生じる様々
な課題等を討議します。

２ 　役員会は、代表幹事、管理センター担当職員で構成し、活動の状況に応じて代表幹事もしくは管理セン
ター担当職員の召集により開催します。

第８条 　総会は、本ボランティアの活動状況の報告や活動計画及びその他の案件の承認・決議を行う場として、代
表幹事と事務局担当者との協議により必要に応じて開催します。

２ 　総会は登録ガイドの３分の２の出席をもって成立とします。

第９条 　滝野公園ボランティア規約第１１条四号で掲げた研修は、次の各号とします。

一 サービス接遇研修
二 新規エリア、新規サービスに関する研修
三 一度休会した後に復帰する場合には、2時間を1単位とする自主的なガイド研修を最低2単位終了した後、再

登録してガイド活動を行うこととします。

四 前年度の年間ガイド活動が5回に満たなかった場合には、新年度の活動開始時に、2時間を1単位とする自
主的なガイド研修を最低2単位終了した後、ガイド活動を行うこととします。

第１０条 　滝野公園ボランティア規約第１２条二号で掲げた活動は、次の各号とします。

一 　フラワーガイド
・園内みどころの案内
・植物に関する各種の情報の提供
・公園に関する各種の案内や禁止事項の周知

二 　　その他別途指定する活動

第１１条 　管理センターは、本ボランティア円滑に活動できるように、各種の情報を速やかに提供します。
　　・ 公園に関する各種の情報や禁止事項、連絡体制、イベント情報等、来園者に案内する必要度が
　　　高いものについては、管理センターがマニュアル等を作成し、ガイドに提供します。
　　・花畑やプランターなどに植栽される植物については、それらの配植や性状などの情報を速やかに
　　　ガイドに提供するとともに、ラベル等も正確なものを設置します。

第１２条 　本ボランティアの活動エリアは、基本的にカントリーガーデンを中心とした本公園供用区域内とします。

付　則
この細則は、平成30年4月21日から施行します。

滝野公園フラワーガイドボランティア細則
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滝野公園滝野森クラブ
細則（案）
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第１条 　本ボランティアは、国営滝野すずらん丘陵公園（以下「本公園」という。）において、訪れた利用者に対し、滝
野の自然の素晴らしさやそれを体験する方法を紹介し、また、保全管理の一部を補助出来る「滝野の森の案
内人」となっていただくことを目的とします。

　本細則は、「滝野公園ボランティア規約（案）」に付随するものであり、当該活動を円滑に推進することを目的
として、国営滝野すずらん丘陵公園維持管理業務受託者（以下、管理受託者という。）が定めるものです。

第２条 　本活動に参加するボランティアを、滝野の森クラブボランティア（以下本クラブという。）と称します。
　ボランティア事務局所在地　〒005-0862　札幌市南区滝野248番地

第３条 　本クラブはボランティアメンバー（以下、メンバーという。）をもって構成します。また、本クラブはその活動内
容によって「森林ガイドボランティア」、「森づくりボランティア」、「インタープリターボランティア」に3区分されま
す。

２ 　「森林ガイドボランティア」は、滝野の森のフィールドをより深く楽しむために、セルフガイドコースを始めとし
たネイチャーガイドを活動の中心とします。

３ 　「森づくりボランティア」は、森という素材そのものをより魅力的に、また、安全・快適に楽しめるように整える
活動を中心とします。

４ 　「インタープリターボランティア」は、自然を感じ、自然とのふれあいを楽しんだり、その魅力に気づくきっかけ
を作るための環境教育プログラムをコーディネートし、実施する活動を中心とします。

５ 上記３区分に該当しない活動については、別途事務局と調整を行い、管理方針や活動方針と合致するものに
ついてはリーダーを立てて実施することとします。

６ メンバー内に会計担当者を決め、メンバー内で集めた資金の管理を行う。
第４条 　本クラブの事務局は本クラブの役員により構成されます。

第５条 　本クラブには、次の役員を置きます。
世話人　　副世話人　９名
代表世話人　世話人の中から１名

２ 　世話人は「森林ガイドボランティア」、「森づくりボランティア」、「インタープリターボランティア」各区分より１名
ずつ、各登録メンバーの互選により選任されるものとします。また、代表世話人は、世話人の互選により選任
されます。

３ 　代表世話人は本クラブを代表し、事務局との連絡調整を行い、ボランティア活動全体の円滑な運営を図るた
めの業務を行っていただきます。また、代表世話人は滝野公園ボランティア規約（案）第５条に掲げられた「滝
野公園ボランティア」世話人を兼務していただきます。

４ 　世話人は、代表世話人を補佐し、メンバー相互の連絡調整を図り、活動の円滑な運営を図るための業務を
行っていただきます。

５ 第４条の５にて認定された活動については、担当リーダーが活動の準備や企画進捗の管理を行います。

第６条 　各役員の任期は１年とし、再任は妨げません。

第７条 　役員会（世話人会議）は、各世話人またはメンバーから提案される活動方針や活動内容の連絡調整、活動
で生じる様々な課題等を討議します。

２ 　役員会は、代表世話人、世話人、管理受託者担当職員で構成し、活動の状況に応じて代表世話人の召集
により開催します。

第８条 　総会は、本クラブの活動状況の報告や活動計画及びその他の案件の承認・決議を行う場として、代表世話
人と事務局担当者との協議により必要に応じて開催します。

２ 　総会は登録メンバーの３分の２の出席をもって成立し、委任状を提出したメンバーは出席とみなします。

第９条 　滝野公園ボランティア規約（案）第１１条四号で掲げた研修は、次の各号とします。

（森林ガイドボランティア）
一 　セルフガイドコース研修
二 　スノーシュー研修

（森づくりボランティア）
三 　森林管理実技研修

（インタープリターボランティア）
四 　インタープリテーション研修

（滝野の森クラブ全体）
五 　その他、本クラブ内での活動上必要な安全管理に関わる研修
六 　その他、本クラブ内での活動に必要な技能に関する研修

滝野の森クラブ細則（案）
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第１０条 　滝野公園ボランティア規約（案）第１２条二号で掲げた活動は、次の各号とします。

（森林ガイドボランティア）
一 　ネイチャーガイド
二 　スノーシューガイド

（森づくりボランティア）
三 　森林管理作業の補助
四 　世話人は代表世話人を補佐し、メンバー相互の連絡調整を図り、活動の円滑な運営に努めるための業務を

行っていただきます。

（インタープリターボランティア）
五 　環境学習プログラムの企画・実施
六 プレーパークプログラムの企画・実施

（滝野の森クラブ全体）
七 　その他、本クラブに関係する活動

第１１条 　本クラブの活動エリアは、基本的に滝野の森を中心とした本公園供用区域内とします。

設立日 平成21年5月1日

付　則
この細則は、平成28年4月24日から施行します。
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国営滝野すずらん丘陵公園　　英文使用について

滝野すずらん丘陵公園 Takino Suzuran Hillside Park

渓流口 Keiryu Guchi Entrance

鱒見口 Masumi Guchi Entrance

滝野の森
ゾーン

滝野の森口 Takino no MoriGuchi Entrance

中央口ゲート Chuo Guchi Gate

東口ゲート Higashi Guchi Gate

滝野の森
ゾーン

滝野の森口ゲート Takino no MoriGuchi Gate

渓流ゾーン 渓流口駐車場 Keiryu Guchi Parking

中央口駐車場 Chuo Guchi Parking

東口駐車場 Higashi Guchi Parking

南駐車場 Minami Parking

滝野の森口駐車場 Takino no Moriguchi Parking

全園 車椅子駐車場 Handicaped Parkinglot

バス停 Bus Stop

タクシー乗り場 Taxi Stand

パークステーション(旧サイクルセンター)Park Station

レンタサイクル Rent-a-cycle

厚別川 Atsubetsu River

清水沢川 Simizusawa River

野牛沢川 Nousizawa River

中の沢川 Nakanosawa River

鶴見沢川 Tsurumizawa River

竹子沢川 Takekozawa River

アシリベツの滝 Ashiribetsu Falls

マスミの滝 鱒見の滝 Masumi Falls

不老の滝 Furo Falls

白帆の滝 Shiraho Falls

滝野パークブリッジ Takino Park Bridge

渓流ゾーン Keiryu Zone

中心ゾーン Chushin Zone

滝野の森ゾーン Takino No Mori Zone

オートリゾート滝野 Auto Resort Takino (Camping Site)
青少年山の家 Seisyonen Yamano Ie （Sapporo Youth Lodge)
焼き肉ガーデンアシリベツ Ashiribetsu BBQ Garden
ロッジゆきざさ Lodge Yukizasa
案内所 Takino Park Information Center
渓流園 Keiryuen
　　　　養魚池 Fishing Pond
　　　　つり堀 Fishing Pond "Fishing Takino"
　　　　炊事コーナー Keiryuen Outdoor Cooking Corner
疎林広場 Sorin Fields
炊事遠足広場 Suiji Ensoku Hiroba Outdoor Cooking Site

平成の森(すずらんの森) Heiseino Mori Woods

鱒見口炊事コーナー Masumi Guchi Outdoor Cooking Site

ビジターセンター Visitor Center

中央口休憩所A Chuo Guchi Rest Facility A

中央口休憩所B Chuo Guchi Rest Facility B

公園事務所 Park Office

東口レストハウス・東口休憩所 Higashi Guchi Rest Facility

カントリーハウス Country House

渓流ゾーン

渓流ゾーン

中心ゾーン

宿泊ゾーン

滝野の森ゾーン

ゾーン名

中央ゾーン

サービス施設

カテゴリー 名称 英語名称

中心ゾーン

中心ゾーン

車両用入口

有料区ゲート

駐車場
滝野の森

ゾーン

中心ゾーン

渓流ゾーン

交通施設

渓流ゾーン

宿泊施設区

名称

景勝・地名

その他

滝名

河川名

その他
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カテゴリー 名称 英語名称

こどもの谷休憩所 Kodomo no Tani Rest Facility

森林体験
ゾーン

まきばの丘 Makibano Oka Place

全園 自転車置場 Bycicle Parking

カントリーガーデン Country Garden

　　　　カントリーハウス Country House

　　　　カントリーハウスの庭園 Country House Garden

　　　　収穫の谷 Shukakuno Tani  (Harvest Valley)

　　　　花人の隠れ家 Hanabito no Kakurega (Flower Master Retreat)

　　　　花のテラス Flower Terrace

　　　　峠の庭 Toge no Niwa (Rock Garden)

　　　　くらしの花園 Kurashi no Hanazono (Herb Garden)

　　　　花のまきば Hana no makiba (Flower Pasture)

　　　　水の広場 Mizu no Hiroba (Water Place)

　　　　まきばのせせらぎ Makiba no Seseragi (Pasture Stream)

　　　　山のお花畑
Yama no Ohanabatake (Flower Garden at the
Ridge)

　　　　スズランの小径 Suzuran no Komichi (Lily of the valley Trail)

つどいの森　（旧東口の広場） Tsudoi No Mori (Gathering Lawn)
　　　　パークゴルフ場 Park Golf Cource

子供の谷 Kodomo no Tani Playground

　　　　あり塚の塔 Arizuka Tower (Ant Hill Tower)

　　　　森のせせらぎ Morino Seseragi (Stream)

　　　　さまよいの洞窟 Samayoi Cave (Stray Cave)

　　　　マウントコニーデ Mount Conide

　　　　虹の巣ドーム Nijinosu Dome (Rainbow Web Dome)

　　　　フワフワエッグ Fuwa-Fuwa Egg

　　　　オレンジエッグ Orange Egg

　　　　ありの巣トンネル Arinosu Tunnel (Antnest Tunnel)

　　　　鳥の巣デッキ Torinosu Deck ( Birdnest Deck)

　　　　溶岩すべり台 Yougan Suberidai (Lava Slides)

　　　　大地の広場 Daichi no Hiroba

　　　　こどもの谷休憩所 Kodomo no Tani Rest Facility

森のすみか Mori No Sumika Playground

　　　　探検の森 Tanken no Mori (Explorers' Woods)

　　　　　　　　りすの散歩道 Risu no Sanpomichi (Squirrel's Promenade)

　　　　　　　　きりかぶ迷路 Kirikabu Meiro (Stump Maze)

　　　　　　　　木のぼりネット Kinobori Net (Climbing Net)

　　　　森の回廊 Mori no Kairou (Woodland Corridor)

　　　　石造りの家跡
Ishidukuri no Ieato (Ruins of a Stonemason's
House)

　　　　こもれびの森 Komorebi no Mori (Sun-dappled Woods)

　　　　　　　　森の隠れ家 Mori no Kakurega (Woodland Hiding Place)

　　　　　　　　メロディーきのこ Melody Kinoko (Melody Fungie)

　　　　　　　　ゆらゆらきのこ Yurayura Kinoko (Rocking Fungie)

　　　　　　　　こもれびネット Komorebi Net (Break-time Net)

　　　　こもれびの小径 Komorebi no Komichi (Sun-dappled Path)

　　　　森の吊り橋
Mori no Tsuribashi (Woodland Suspension
Bridge)

　　　　材木飛ばし Zaimoku Tobashi (Timber Swing)

　　　　森人の山小屋 Moribito no Yamagoya (Woodcutter's Lodge)

　　　　森の工房 Mori no Kobo (Woodland Crafthouse)

　　　　秘密の抜け道 Himitsu no Nukemichi (Secret Back Road)

中心ゾーン

中央ゾーン

サービス施設

公園施設
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カテゴリー 名称 英語名称

　　　　トロッコ橋展望台
Torokkobashi Tenbodai (Observatory at
Boxcar Bridge)

　　　　ひだまりの丘 Hidamari no Oka (Sunny Hill)

　　　　果実の丘 Kajitsu no Oka (Fruit Hill)

ローンスタジアム Lawn Stadium

天文台 Astronomical Observatory

すずらんの丘展望台 Suzuran no Oka Tenbodai (Observatory)

青少年山の家 Seisyonen Yamano Ie （Sapporo Youth Lodge)

　　　　どんぐり広場 Donguri Hiroba (Acorn Field)

　　　　しらかば広場 Shirakaba Hiroba (Birch Filed )

　　　　くるみ広場 Kurumi Hiroba (Walnut Field)

　　　　くわの実広場 Kuwanomi Hiroba (Mulberry Field)

　　　　風の原っぱ Kazeno Harappa (Filed of Wind)

　　　　こどもの森コース Kodomo no Mori Cource

彩りの森 Irodori no Mori Woods

滝野の森東エリア Takino no Mori East Area

南駐車場 Minami Parking

青少年山の家 Seisyonen Yamano Ie （Sapporo Youth Lodge)

森の交流館 Mori no Koryukan Center

森見の塔 Morimi no Tou Tower

森見の炊事広場 Mori no Suijihiroba Outdoor Cooking Site

ローラーすべり台 Roller Slides

森のデッキ Mori no Deck

ネズミのみち Nezumi no Michi Playground

カラマツデッキ Karamatsu Deck

森の教室 Mori no Kyoshitsu Classroom

滝野の森西エリア Takino no Mori Wast Area

滝野の森自然博物園 Takino no Mori Natural History Garden

滝野の森口 Takino no Moriguchi Entrance

滝野の森口ゲート Takino no Moriguchi Gate

滝野の森口駐車場 Takino no Moriguchi Parking

森の情報館 Mori no Johokan Center

滝野の森口広場 Takino no Moriguchi Hiroba

ハルニレ広場 Harunire Hiroba

エゾマツ広場 Ezo Matsu Hiroba

森の観察デッキ Mori no Kansatsu Deck

沢広場 Sawa Hiroba

ミズナラ広場 Mizu nara Hiroba

野と水辺エリア Field and Waterfront Area

花の水辺エリア Flowers by the Water Area

花の渓流エリア Gorge of Flowers Area

田んぼの広場 Tanbo No Hiroba Space

薪炭林 Forest of Fuel Woods

ため池復元地 Reservoir Restoration Area

シラネアオイの花斜面 Slope of Shiraneaoi Bloom

ミズバショウの谷 Valley of Skunk Cabbage

ヤナギランの湿地 Wetland of Yanagiran

トドマツ植林地 Todomatsu planted area

カラマツ植林地 Karamatsu planted area

ケヤマハンノキ湿地林 hnKeyamahannoki Wetland

草地復元地 Grassland restoration area

リサイクルセンター Recycle Center

キタキツネコース Kitakitsune Trail(Fox Trail)

ウサギコース Usagi Trail(Rabit Trail)

エゾリスコース Ezorisu Trail(Squirrel Trail)エリアまたぎ

宿泊ゾーン

中心ゾーン

滝野の森
東エリア

公園施設

滝野の森
西エリア
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カテゴリー 名称 英語名称

キャンプ場コース Camping Area Trail

ポンプ場 Pump Station

エリアまたぎ

公園施設
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【取扱制限：関係者限り、複製・複写禁止】（１）

報道機関との対応等経過
所属部課室：○○○ ○○○

平成○○年 ○月○○日（△）×：××～×：×× 電 話・自 席・会議室

その他（ ）

相 手 方 ○○○（マスコミ名） ○○○（取材者） 電 話

ＦＡＸ

携 帯

対 応 者 ○○○

議 題 ○○○について

資 料

発 言 者 発 言 要 旨
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（２）

発 言 者 発 言 内 容
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あ 

 

 

（グリーンシーズン用） 

本日は滝野すずらん丘陵公園にご来園いただきありがとうございます。 

ペットをお連れのお客様は、以下のルールをお守りください。 

  

 

 ＜公園内でのルール＞ 

１． オートキャンプ場及びその他公園内の建物内へはペットを連れて 

入場はすることはできません（盲導犬・介助犬・聴導犬は除く）。 

２． 公園内では必ずリードをつけて放さないようにして下さい。 

  ３． ペットの排泄物の処理は飼い主が責任を持って行い、持ち帰るよ 

    うにして下さい。 

４． 園内の河川や水遊び施設等では、ペットを水の中に入れないで下 

  さい。 

  ５． ペットを連れた状態での、こどもの谷の遊具等のご利用はご遠慮 

下さい。 

５． 他のお客様に吠えたり飛びかかるなど、迷惑がかからないように 

  して下さい。 

７． ペットによる事故・トラブルなどが発生した場合は、同伴された 

お客様の責任とさせていただきます。 

８． 上記のルール・マナーをお守りいただけない場合は、ただちに退 

  園いただく場合があります。また、その際にはお支払いいただいた 

入園料金・駐車料金等は返却いたしませんのでご了承下さい。 

 

 

 

国営滝野すずらん丘陵公園  

 

ペットをお連れのお客様へ 
 

 

 

（ホワイトシーズン用） 

本日は、滝野すずらん丘陵公園「滝野スノーワールド」にご来園いただ

きありがとうございます。 

ペットをお連れのお客様は、以下のルールをお守りください。 

  

 

 ＜公園内でのルール＞ 

１．滝野スノーワールド内の建物内（カントリーハウス、東口・中

央口休憩所、虹の巣ドーム、売店、レストラン、すずらんの丘

展望台）へは、ペットを連れて入場はすることはできません（盲

導犬・介助犬は除く）。 

２．滝野スノーワールド内では、必ずリードをつけて放さないよう

にして下さい。 

３．ペットの排泄物の処理は飼い主が責任を持って行い、持ち帰る

ようにして下さい。 

４. 他のお客様に吠えたり飛びかかるなど、迷惑がかからないよう

にして下さい。 

５．ペットによる事故・トラブルなどが発生した場合は、同伴され

たお客様の責任とさせていただきます。 

６．上記のルールをお守りいただけない場合は、ただちに退場いた

だく場合がございます。また、その際にはお支払いいただいた

駐車料金等は返却いたしませんのでご了承下さい。 

 

 

 

国営滝野すずらん丘陵公園 

ペットをお連れのお客様へ 
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パスポート発行 

 

公園の利用者に対し、当該公園に限り 1 年間有効な年間パスポート券を発行する。 

 

【対  象】一般入園料 

 

【料  金】大人（15 歳以上）2,800 円、シルバー（65 歳以上）1,300 円 

※なお、本料金は平成 30 年度（1 年間）の試行を予定しており、平成 30 年度以降につい

ては、別途指示する。 

【使用について】年間パスポートは、以下の国営公園で使用し入園が可能である。 

また、発行した公園が以下の国営公園であれば、滝野すずらん丘陵公園で

使用し入園が可能である。 

１．国営みちのく杜の湖畔公園 

２．国営常陸海浜公園 

３．国営武蔵丘陵森林公園 

４．国営昭和記念公園 

５．国営アルプスあづみの公園 

６．国営越後丘陵公園 

７．国営明石海峡公園 

８．国営備北丘陵公園 

９．国営讃岐まんのう公園 

１０．国営海の中道海浜公園 

１１. 国営吉野ヶ里歴史公園 

 

【有効期限】購入日より 1 年間有効 

 

【発行方法】公園発券窓口及び駐車場窓口において申込み受付及び販売、領収書の発行を

行う。 

 

【チェック方法】入園ゲート及び駐車場入口において確認する。 

 

【備  考】年間パスポート券の発行に必要な機械費及び材料費については、公園運営維

持管理業務の事業者が負担する。 
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巡視ルート、巡視ルート図（案） 

 

 

 

 

 

別添 27-1 

-別添149-



巡視
区分

Ａ巡視（通常巡視） Ｂ巡視（通常巡視） Ｃ巡視（繁忙日巡視） Ｄ巡視（通常巡視）

発着地 管理センター 管理センター 管理センター 森の交流館

管理センター 管理センター ・混雑状況に応じて適宜入園 ・滝野の森ゾーンの主要施設を

↓ ↓ 　ゲート周辺及び駐車場周辺を 　巡回し、利用者指導及び施設

（渓流口駐車場周辺） 管理事務所周辺 　巡回し利用者指導及び案内・ 　の開施錠、点検等を実施

↓ ↓ 　誘導を実施 ・２回/日実施

パークステーション周辺 天文台

↓ ↓

鱒見の滝 展望台 ・東口周辺 南駐車場周辺・トイレ

↓ ↓ ・中央口周辺 ↓

（鱒見口周辺） ローンスタジアム ・渓流口周辺 森の炊事広場

↓ ↓ ・鱒見口周辺 ↓

鱒見口炊事コーナー
サイクルセンター

※サイクルセンター屋外にある動物セン
サーを確認すること。

こどもの谷周辺 ・滝野の森口周辺 (南駐車場周辺)

↓ ↓ ・南駐車場周辺 ↓

平成の森 バックヤード北棟 ・旧監督員詰め所 森の交流館

↓ ↓ ・中の沢 ↓

炊事遠足広場 中央口周辺 ローラー滑り台

↓ ↓ ↓

ロッジゆきざさ周辺 カントリーガーデン ねずみのみち

↓ ↓ ↓

パークブリッジ下 カントリーハウス周辺 森見の塔

↓ ↓ ↓

厚別川 東口休憩所３棟及びその周辺 森の教室

↓ ↓ ↓

案内所 (旧監督官詰め所) 12号線～14号線

↓ ↓ ↓

疎林広場 滝野の森口 配水池

↓ ↓ ↓

渓流園炊事コーナー 野牛沢 森の情報館

↓ ↓ ↓

釣堀周辺 滝野の森外周 散策路

↓ ↓

焼肉ガーデンアシリベツ周辺 森の炊事広場

↓ ↓

アシリベツの滝 (中の沢)

↓ ↓

白帆の滝 はるにれ広場

↓ ↓

（中央口周辺） 資材置場・滝口

↓ ↓

キャンプ場周辺 管理センター

↓

（東口周辺）

↓

東口レストハウス

↓

つどいの森

↓

管理センター

＊Ｃ巡視を配置している時は、（　　）箇所をＣ巡視で巡回

巡視
ルート

夏季園内巡視順路（案）
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口駐車場口駐車場

はるにれ広場はるにれ広場

青少年山の家青少年山の家

オートリゾート滝野オートリゾート滝野すずらんの丘展望台すずらんの丘展望台

みずなら広場みずなら広場

口口

渓流口渓流口 鱒見口鱒見口

中央口中央口

東口東口

m

N

①渓流口駐車場周辺①渓流口駐車場周辺

②パークステーション周辺②パークステーション周辺

③鱒見の滝③鱒見の滝

④鱒見口周辺④鱒見口周辺
⑤鱒見口炊事コーナー
   サイクルセンター
⑤鱒見口炊事コーナー
   サイクルセンター

⑥平成の森⑥平成の森

⑦炊事遠足広場⑦炊事遠足広場
⑧ロッジゆきざさ周辺⑧ロッジゆきざさ周辺

⑨パークブリッジ下⑨パークブリッジ下

⑩厚別川⑩厚別川⑪案内所⑪案内所

⑫疎林広場⑫疎林広場

⑬渓流園炊事コーナー⑬渓流園炊事コーナー

⑭釣堀周辺⑭釣堀周辺

⑮焼肉ガーデンアシリベツ周辺⑮焼肉ガーデンアシリベツ周辺

⑯アシリベツの滝⑯アシリベツの滝

⑰不老の滝（閉鎖中）⑰不老の滝（閉鎖中）

⑱白帆の滝⑱白帆の滝

⑲中央口周辺⑲中央口周辺

⑳キャンプ場周辺⑳キャンプ場周辺

21 東口周辺21 東口周辺

22 東口レストハウス22 東口レストハウス

23 つどいの森23 つどいの森

滝野すずらん丘陵公園　夏季A 巡視エリア図（案）
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巡視
区分

Ａ巡視（通常巡視） Ｂ巡視（通常巡視） Ｃ巡視（通常巡視） Ｄ巡視（通常巡視）

発着地 管理センター 管理センター 管理センター 森の交流館

管理センター 管理センター ・混雑状況に応じて適宜入園 ・滝野の森ゾーンスノーシュー

↓ ↓ 　ゲート周辺及び駐車場を巡回 　エリア等を巡回し、利用者指

ビジターセンター 管理事務所周辺 　し利用者指導、案内・誘導及 　導及び施設の点検等を実施

↓ ↓ 　び軽微な除雪作業を実施 ・平日は１回/日、土日祝日は

東口休憩所3棟及びその周辺 歩くスキーコース ・配水池は２回/日巡回 　２回/日実施

↓ ・展望台

東口レストハウス ↓ ・東口駐車場周辺 ・森の情報館

↓ はるにれ広場 ・中央口駐車場周辺 ・森の交流館

東口ワックスルーム ↓ ・渓流口駐車場周辺 ・スノーシューエリア

↓ 滝口 ・滝野の森口周辺 ・南駐車場周辺

ファミリーゲレンデ ↓ ・南駐車場周辺 ・配水池

↓ 森の情報館 ・配水池

歩くスキー連絡通路 ↓

↓ 風のはらっぱトイレ

パークブリッジ下ワックスルーム ↓

↓ 森の教室

プッチそりコーナー ↓

↓ つどいの森

ロッジゆきざさ周辺

↓

案内所横便所

↓

歩くスキーコース

・アシリベツの滝

・鱒見の滝

↓

歩くスキー連絡通路

↓

管理センター

冬季園内巡視順路（案）

巡視
ルート
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滝野の森口駐車場滝野の森口駐車場

はるにれ広場はるにれ広場

青少年山の家青少年山の家

オートリゾート滝野オートリゾート滝野すずらんの丘展望台すずらんの丘展望台

みずなら広場みずなら広場

滝野の森口滝野の森口

渓流口渓流口 鱒見口鱒見口

中央口中央口

東口東口

m

N

滝野すずらん丘陵公園　冬季B巡視エリア図（案）
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囲障巡視ルート図 
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囲障巡視ルート図
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別添28

担当者 担当者

入口名 番号 業務開始時間 備　　考

1 ：

2 ：

3 ：

4 ：

5 ：

　工事関係

　業務関係

　警察・消防等緊急

　オートリゾート滝野利用者

　その他

　緊急事案処理報告内容

着時
開・閉

撤去時間 ： 設置時間 ：

平成　　年度　門衛業務日誌

平成　　　年　　　月　　　日　　　　曜日

記載者（氏名・印）

業務終了時間 警備員氏名

渓
　
　
流
　
　
口

：

：

：

：

：

車両区分 入園台数

クマ侵入防止柵設置確認

特記・注意事項

台

台

台

台

台
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（別紙２－１）

担当者 担当者

入口名 番号 業務開始時間 備　　考

1 ：

2 ：

3 ：

4 ：

5 ：

　工事関係

　業務関係

　警察・消防等緊急

　オートリゾート滝野利用者

　その他

　緊急事案処理報告内容

着時
開・閉

撤去時間 ： 設置時間 ：

平成　　年度　門衛業務日誌

平成　　　年　　　月　　　日　　　　曜日

記載者（氏名・印）

業務終了時間 警備員氏名

滝
　
　
野
　
　
の
　
　
森
　
　
口

：

：

：

：

：

車両区分 入園台数

クマ侵入防止柵設置確認

特記・注意事項

台

台

台

台

台
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国営滝野すずらん丘陵公園 

 

建物に係る点検整備（位置図） 
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0 50 100 200 300 400 500 疎林広場四阿(2棟)疎林広場四阿(2棟)

青少年山の家※
(研修棟)
青少年山の家※
(研修棟)

四阿(南口駐車場)四阿(南口駐車場)

鱒見口休憩所鱒見口休憩所

峠の庭四阿峠の庭四阿

センターハウスセンターハウス

中央口休憩所B中央口休憩所B

中央口休憩所A(管理棟）中央口休憩所A(管理棟） 収穫の谷四阿収穫の谷四阿

花人の隠れ家四阿花人の隠れ家四阿

花のテラス四阿花のテラス四阿

炊事遠足広場四阿(5棟)炊事遠足広場四阿(5棟)

炊事遠足広場便所炊事遠足広場便所

炊事遠足広場炊事遠足広場

ロッジゆきざさロッジゆきざさ

四阿(こどもの谷八角)四阿(こどもの谷八角)

溶岩滑り台下四阿溶岩滑り台下四阿

四阿(大地の広場)四阿(大地の広場)

四阿(ローンスタジアム)四阿(ローンスタジアム)

森の炊事広場
休憩舎
森の炊事広場
休憩舎

森の炊事広場
炊事棟
森の炊事広場
炊事棟

オートリゾート滝野
キャビンA ・キャビンB・
キャビンS・自販機置場

オートリゾート滝野
キャビンA ・キャビンB・
キャビンS・自販機置場オートリゾート滝野炊事棟オートリゾート滝野炊事棟

虹の巣ドーム虹の巣ドーム
あり塚の塔
ありの巣トンネル
あり塚の塔
ありの巣トンネル

集積箇所
(ダンボール類)
集積箇所
(ダンボール類)

四阿（彩りの森）

四阿（東口休憩所横）

青少年山の家※
(宿泊棟)
青少年山の家※
(宿泊棟)

青少年山の家
(野外トイレ)
青少年山の家
(野外トイレ)

案内所

青少年山の家※
(多目的ホール)
青少年山の家※
(多目的ホール)

サイクルセンターサイクルセンター

カントリーハウスカントリーハウス

車庫(公園事務所横)※車庫(公園事務所横)※

東口情報センター
（研修棟）
（ボランティア棟)

東口情報センター
（研修棟）
（ボランティア棟)

東口情報センター
（レストハウス棟)
東口情報センター
（レストハウス棟)

サニタリーハウスサニタリーハウス

バッテリーカー車庫バッテリーカー車庫

収穫の谷展望施設(サイロ)収穫の谷展望施設(サイロ)

リフト監視小屋リフト監視小屋

リフト監視小屋リフト監視小屋

滝野公園事務所庁舎※滝野公園事務所庁舎※

ビジターセンタービジターセンター

天文台天文台

バックヤード北棟バックヤード北棟

スタッフルーム機械室スタッフルーム機械室

バックヤード作業棟バックヤード作業棟

バックヤード南棟バックヤード南棟

森の交流館森の交流館

森の教室森の教室

森の情報館森の情報館

渓流口料金所渓流口料金所

バス停(渓流口駐車場)
休憩所(渓流口駐車場)
バス停(渓流口駐車場)
休憩所(渓流口駐車場)

集積箇所(資源ゴミ:空缶,ペットボトル)集積箇所(資源ゴミ:空缶,ペットボトル)

資材庫資材庫

アシリベツの滝便所アシリベツの滝便所

釣り堀釣り堀

レストラン(焼肉ガーデンアシリベツ)レストラン(焼肉ガーデンアシリベツ)

渓流園便所渓流園便所

案内所横便所案内所横便所

渓流口便所
(渓流口駐車場)
渓流口便所
(渓流口駐車場)

炊事遠足広場炊事遠足広場

作業センター　　　作業センター　　　

作業センター横便所作業センター横便所

門衛所門衛所

鱒見口便所鱒見口便所

鱒見口料金所鱒見口料金所

鱒見の滝便所鱒見の滝便所

四阿(東口駐車場)四阿(東口駐車場)

オートリゾート滝野便所オートリゾート滝野便所

中央口便所中央口便所 バス停(中央口)バス停(中央口)

森の工房森の工房

森のすみか便所森のすみか便所

こどもの谷休憩所こどもの谷休憩所

さまよいの
洞窟便所
さまよいの
洞窟便所

うねりの大地便所うねりの大地便所

すずらんの丘展望台すずらんの丘展望台

森見の塔森見の塔

南駐車場便所南駐車場便所

みずなら広場便所みずなら広場便所

滝野の森口駐車場便所滝野の森口駐車場便所

はるにれ広場便所はるにれ広場便所

集積箇所(一般ゴミ)集積箇所(一般ゴミ)

集積箇所
(不燃ゴミ:鉄,プラスチック等)
集積箇所
(不燃ゴミ:鉄,プラスチック等)

集積箇所
(残り火燃えカス)
集積箇所
(残り火燃えカス)

集積箇所(落ち葉)集積箇所(落ち葉)

滝野の森口門衛所滝野の森口門衛所

滝野の森口料金所滝野の森口料金所

バス停(東口)バス停(東口)

東口便所・休憩所東口便所・休憩所

点検箇所(本業務の対象)

点検施設(収益施設)

点検箇所(本業務の対象＋収益施設)

※滝野公園事務所庁舎、車庫(公園事務所横)、

　青少年山の家(研修棟、多目的ホール、宿泊

　棟)は本業務の対象外。

清掃箇所(本業務の対象)

清掃施設(収益施設)

清掃箇所(本業務の対象＋収益施設)

集積箇所

建物に係る点検整備（位置図）

救護所(こどもの谷)救護所(こどもの谷)
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国営滝野すずらん丘陵公園 

 

工作物に係る点検整備（位置図） 
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0 50 100 200 300 400 500

【こどもの谷 水景施設】

森のせせらぎ

森の池

【中央口 水景施設】

水の広場
・あしりべつの滝
・しらほの滝
・ますみの滝
・ふろうの滝

まきばのせせらぎ

花人の隠れ家
　せせらぎ・他

中央口 水景施設

こどもの谷　水景施設

※本業務の保守点検対象

工作物に係る点検整備（位置図）
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自動ドア及び天体望遠鏡保守点検等対象施設 

 

■ 自動ドア保守点検等対象施設 

設置箇所 仕様 製造会社（参考） 

すずらんの丘展望台正面 両引き分け式 寺岡ファシリティーズ（株） 

滝野公園事務所庁舎 

（ビジターセンター） ２Ｆ ①外 
片引き分け式 寺岡ファシリティーズ（株） 

虹の巣ドーム 両引き分け式 寺岡ファシリティーズ（株） 

東口情報センター 研修棟 両引き分け式 寺岡ファシリティーズ（株） 

東口情報センター ﾚｽﾄﾊｳｽ棟 両引き分け式 寺岡ファシリティーズ（株） 

東口情報センター ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ棟 両引き分け式 寺岡ファシリティーズ（株） 

こどもの谷休憩所 外右 両引き分け式 寺岡ファシリティーズ（株） 

こどもの谷休憩所 外左 両引き分け式 寺岡ファシリティーズ（株） 

こどもの谷休憩所 内右 片引き分け式 寺岡ファシリティーズ（株） 

こどもの谷休憩所 内左 二重引き分け式 寺岡ファシリティーズ（株） 

中央口休憩所A 内 両引き分け式 ナブコシステム（株） 

中央口休憩所A 外 両引き分け式 ナブコシステム（株） 

カントリーハウス1F 内 両引き分け式 ナブコシステム（株） 

カントリーハウス1F 外 両引き分け式 ナブコシステム（株） 

カントリーハウス2F  片引き分け式 ナブコシステム（株） 

ロッジゆきざさ 片引き分け式 ナブコシステム（株） 

案内所 片引き分け式 ミリオン自動ドア（株） 

森の交流舘 １Ｆ 外 両引き分け式 ナブコシステム（株） 

森の交流舘 １Ｆ 内 両引き分け式 ナブコシステム（株） 

森の交流舘 Ｂ２Ｆ 外 両引き分け式 ナブコシステム（株） 

森の交流舘 Ｂ２Ｆ 内 片引き分け式 ナブコシステム（株） 

森見の塔 ２Ｆ 両引き分け式 ナブコシステム（株） 

森見の塔 ３Ｆ 両引き分け式 ナブコシステム（株） 

森の情報館 ２Ｆ 外 両引き分け式 YKK AP（株） 

森の情報館 ２Ｆ 内 両引き分け式 YKK AP（株） 

森の情報館 １Ｆ 外 片引き分け式 YKK AP（株） 

森の情報館 １Ｆ 外 片引き分け式 YKK AP（株） 

森の情報館 Ｂ１Ｆ 外 片引き分け式 YKK AP（株） 

渓流口門扉 両開き式 （株）北辰 

滝野の森口門扉 両開き式 ナブコシステム（株） 
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■ 天体望遠鏡保守点検等対象施設 

設置箇所 型式 製造会社（参考） 

15cm屈折望遠鏡 (４基) GNR-15 三鷹光器（株） 

30cm反射望遠鏡（１基） GNC-30 三鷹光器（株） 

周辺機器(パソコン)   

可動式上屋・ドーム   
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 1

除雪工等実施要領(案) 

 

第１章 共通事項 

第１条 計画・準備 

１．事業者は、作業を円滑に実施できるよう無積雪時の状態を確実に把握すると同時に、スノーポ

ール等を設置し、縁石等各工作物を破損することが無いよう備えなくてはならない。 

２．事業者は、使用機械・機種等の変更が必要な場合には、事前に調査職員等と協議するものとする。 

 

第２条 情報収集 

事業者は、作業を実施する箇所の気象に関する情報を集め、気象状況及び路面状況等を確実に

把握しなければならない。また、早急に対応できるよう連絡体制を整えなければならない。 

 

第３条 作業時間 

作業(ハンドガイド式除雪機を除く)は特別な指示がない場合、原則として閉園時間内に行うも

のとし、それを過ぎて作業を行う場合には、公園利用調整を行うこと。 

ただし、ハンドガイド式除雪機により行う除雪作業はこの限りではない。 

  ※注 開園時間(12/23～3/31)9：00～16：00 

 

第４条 機械作業に伴う安全の確保等 

１．機械作業中は、常に黄色回転灯を点灯し必要に応じサイレンを鳴らして利用者及び他の管理車

輌等に注意を促すこと。 

２．機械作業を行う事業者は、自動車保険(対人無制限、対物 500 万円、免責無し、搭乗者傷害あ

り)に加入すること。また、加入の証明として保険証書の写しを提出すること。 

 

第２章 除雪工（園内除雪工、運搬排雪工） 

第５条 出動基準 

出動の基準は、以下の通りとする。 

１．除雪作業 

(１)降雪量による出動は以下を基準とする。(ソリゲレンデを除く) 

昼間(５：00～22：00)…5～10cm 以上の降雪(新たな積雪)があった場合。 

夜間(22：00～５：00)…10cm 以上の降雪(新たな積雪)があった場合。 

(２)(1)に定める基準の他、路面状況・降雪強度・風雪・地吹雪・吹き溜まり等の状況を総合

判断し、適切かつ迅速に出動すること。 

(３)その他業務責任者が判断した場合。 

２．運搬排雪 

(１）シーズン初期におけるソリゲレンデ、ファミリーゲレンデ等の運用に必要な成形用の雪

は幹線園路や駐車場等から運搬するものとする。 

(２)園路路肩及びパークブリッジ、公園事務所駐車場周辺等に雪堤が生じ、拡幅する余地がな

く、必要な幅員の確保が困難となった時、又は次の除雪作業が困難となる恐れがある時に

は業務責任者が判断し、運搬排雪を行うものとする。 
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(３)その他業務責任者が判断した場合。 

 

第６条 除雪箇所 

１.幹線園路(渓流口～東口駐車場) 

２.幹線園路(滝野の森口～青少年山の家) 

３.渓流口バス停周辺 

４.渓流口駐車場～案内所 

５.中央口駐車場プロムナードデッキ及び中央口バス停周辺～中央口ゲート周辺 

６.東口レストハウス周辺～東口バス停周辺 

７.東口ゲート及び東口情報センター周辺 

８.公園事務所周辺 

９.虹の巣ドーム及び子どもの谷休憩所周辺 

10.中央口通用口～子どもの谷管理用園路 

11.中央口通用門～中央管理 A棟園路 

12.すずらんの丘展望台入口周辺 

13.南駐車場～森の交流館 

14.公園事務所脇通用門～東口情報センター脇(給油作業時のみ) 

15.ソリゲレンデ 

16.その他業務責任者が判断する箇所 

17.その他調査職員等の要請する箇所 

 

第７条 除雪作業の仕上げ 

除雪作業の仕上げは以下の通りとする。 

１．除雪作業 

(１)園路の幅員を確保するよう仕上げること。 

(２)園路面は、公園利用者の歩行及び車両の走行に支障がないよう仕上げること。 

(３)凍結によって路面条件が悪くなり車両の走行及び歩行者に危険を及ぼす恐れがあると判

断された場合は、幹線園路等に砂を散布すること。 

(４)駐車場の出入口、通行の交差がある箇所等については安全視距の確保を行うこと。 

(５)青少年山の家の宿泊棟避難路については、災害時に支障のないよう適宜、圧雪を行うこと。 

２．運搬排雪 

(１)路面等の堆雪を排除し、路面は通行上支障になる段差が生じないよう仕上げること。 

(２)排雪作業期間の雪捨場は、事業者が常に良好な状態を保たなければならない。 

 

第８条 その他 

作業日報には、天候、気温、降雪量の気象情報と除雪作業機械の出動機種台数、出動時刻、終了

時刻を記載すること。 
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第３章 滝野スノーワールド整備（園内圧雪工） 

第９条 出動基準 

出動の基準は、以下の通りとする。 

１．圧雪作業 

圧雪作業の出動は以下を基準とする。 

(１)スキーゲレンデ、ソリゲレンデ…降雪に関わらず原則として毎日出動する。 

歩くスキーコース…………………５cm 以上の降雪(新たな積雪)があった場合。 

(２)(１)に定める基準の他、圧雪面状況・地吹雪等の状況により圧雪が必要と判断された場合。 

(３)その他業務責任者の指示する場合。 

(４)上記(１)～(３)基準を満たす場合においても、以下の場合、雪崩による事故が発生する危

険性があるため該当箇所の圧雪作業は行わないものとする。 

１)．圧雪作業中に雪崩を発見した場合。 

２)．法面上の雪面に亀裂が確認された場合。 

３)．圧雪作業開始時の気象情報において、雪崩注意報に加えて暴風雪警報又は大雪警報が発

令されていた場合。気象情報は札幌管区気象台情報とし、該当地域は石狩中部とする。 

４)．その他業務責任者の指示する場合。 

上記１）、２)、３)の理由により作業を中止した場合、すみやかに調査職員等に報告し、必

要に応じ施設を閉鎖するものとする。 

雪崩確認後の作業は、以下の基準もしくは調査職員等の指示に基づいて実施するものとする。 

雪崩発生 

↓ 

雪崩発生区間閉鎖 

↓ 

降雪終了(24時間以内に10cm以上の降雪がなければ降雪終了とみなす) 

     ↓ 

48時間以内に10cm以上の降雪がなければ閉鎖解除、作業開始 

 

第１０条 圧雪箇所 

１.歩くスキーコース 

２.連絡通路 

３.つどいの森 

４.ファミリーゲレンデ 

５.そりゲレンデ 

６.プッチそりコーナー(パークブリッジ下) 

７.東口広場～こどもの谷園路 

８.風のはらっば 

９.車庫前～東口情報センター脇(灯油給油作業後埋戻し) 

10.中の沢機械室～中の沢分岐（適宜圧雪） 

11.その他業務責任者の指示する箇所 

※各歩くスキーコースは一部重複する。 
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第１１条 圧雪作業の仕上げ 

１．圧雪面に凹凸などの危険箇所がないよう均一に仕上げること。 

２．歩くスキーコースで下記に示している区間にクラシカルスタイル用のトラックを設けること。 

  ・渓流ゾーンせせらぎコース 

  ・東口軽食コーナー裏ロータリー ～ すずらんの丘展望台下幹線園路 

  ・滝口 ～ わに口トンネル（トンネル内はトラック無し） 

３．その他業務責任者の指示によるものとする。 

 

第１２条 圧雪車仕様等 

１．設計では、圧雪車 3 台(PB100－28×2 台、PB200TheEdge)を通年のリース契約で計上してい

る。 

２．圧雪車は、運行前・運行後点検を確実に行い、異常及び故障を発見した場合は、速やかに事業

者の責任において対応するものとする。また、修理等により圧雪基準を満たされない恐れがあ

る場合は調査職員等に報告・協議すること。 

３．圧雪車は、シーズンオフに年点検整備を行うこととする。 

 

第１３条 燃料給油等 

１．バックヤード北棟横にある固定給油設備を使用することができる。 

２．圧雪車の給油作業は、丙種危険物取扱者が直接行うか、もしくは甲種危険物取扱者又は乙種第

４類危険物取扱者の立会いのもとで行うこと。 

３．給油伝票は必ず保管すること。 

 

第１４条 その他 

作業日報には、天候、気温、降雪量の気象情報と除雪作業機械の出動機種台数、出動時間、終了

時間を記載すること。 

 

第４章 附帯除雪工（屋根雪下ろし） 

第１５条 作業時間（屋根雪下ろし作業工） 

原則として閉園時間内に行うものとし、それを過ぎて作業を行う場合には、必ず公園利用調整を

行うこと。※注 閉園時間（12/23～3/31 16：00～9：00） 

ただし、雪下ろし対象構造物が公園利用者等の影響の無い箇所であるときはこの限りではない。 

 

第１６条 施工箇所及び施工手順（参考）は次のとおりとする。 

１．屋根雪下ろし対象箇所 

(１)工作物の屋根の雪下ろし作業は、１シーズン１～２回行うこと。 

 

第１７条 その他 

屋根雪下ろし作業には、必ず安全帯を着用し、建物等からの墜落、転落、滑落、転倒などには十

分注意すること。 
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開閉園準備実施要領(案) 

 
第１章 共通事項 

第１条 計画 

１．事業者は、作業計画において使用機械、作業方法等の変更が生じた場合は、事前に調査

職員等と協議するものとする。 

 

第２条 施工箇所及び施工方法 

１．春季開園準備工は、冬期撤去していた遊具の設置、雪囲いの撤去を行い、また、遊具の

使用前点検を行うものとする。第２章の「春季開園準備作業手順」を参考とする。 

２．冬季開園準備工は、冬期間に備え、使用していた遊具の撤去、雪囲いの設置、リフト設

備整備進入路等の作業を行うものとする。第３章の「冬季開園準備作業手順」を参考とする。 

 

第３条 資材の搬入及び撤去 

作業に必要な資材(部材)は、看板倉庫から搬出するものとし、撤去・解体した資材は、看板倉

庫に整理整頓すること。 

 

第２章 春季開園準備作業 

以下に代表的な作業を示しているが、それ以外の作業についても適切に行う。 

第４条 遊具等設置及び雪囲い（養生）撤去作業（代表事例） 

(1) フワフワエッグ(大)養生撤去 

・ 覆っているコンパネを撤去し、外周及び高さ調整に使用した土のうを撤去する。 

(2) フワフワエッグ(小)養生撤去 

・ 養生用シート及び土のうを撤去する。 

(3) フワフワエッグバタフライ弁養生撤去 

・ 子供の谷フワフワエッグ(大・小)のバタフライ弁グレーチング部(2 箇所)ベースコンク

リート部周囲(100×100)に設置の断熱材及び上部土のうの撤去を行う。パネル固定資材

(土のう)を撤去した後、同寸大のスタイロホームを取り除く。 

・ なお、グレーチング内の堆積雪を撤去した上で作業を実施する。 

(4) マウントコニーデ搬入・設置 

・ マウントコニーデ(64 本)をありの巣トンネル内から搬入する。 

・ 養生用シート及び土のうを撤去し、マウントコニーデを搬入した後、設置する。 

(5) 光の遊具養生撤去 

・ 光の遊具(3 基)の養生用シートを撤去する。 

(6) 標識取付 

・ 渓流ゾーンからアプローチ園路沿いにある、サイクリング看板(11 箇所／14 基)を収納先

から搬入し、設置する。なお、規制標織(2 箇所／5 基…基礎ごと外せて、「押して歩い

てください」という標記のもの)については看板本体ごと設置、それ以外のもの(9 箇所

／9 基…基礎が外せないタイプで園路沿いに設置されているもの)については板面のみ

を取り付ける。 

(7) りすの散歩路養生撤去(トンネル) 
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・ 養生用シートを撤去する。 

(8) りすの散歩路養生撤去(ジャングルジム) 

・ 養生用シートを撤去し、単管のフレームを解体する。 

(9) 木登りネット養生撤去 

・ 養生用シートを撤去する。 

(10) こかげネット B 養生撤去 

・ 養生用シート及びコンパネを撤去し、単管のフレームを解体する。 

(11) 森の吊橋設置・養生撤去 

・ 養生用シートを撤去し、吊橋のネットを設置する。 

(12) トロッコ遊具・こもれびネット養生撤去 

・ トロッコ遊具については、養生用シートを撤去する。 

・ こもれびネット(１基)については、ありの巣トンネルより搬入し、設置する。 

(13) ありの巣トンネル雪囲い撤去 

・ トンネル出入り口の固定ビスを抜き取り、コンパネを撤去する。コンパネ撤去後、枠を

取外し、単管を解体する。 

(14) 秘密の抜け道雪囲い撤去 

・ トンネル入口 2 箇所の松材の控柱を外し、内部へ進入可能な扉を備えた脱着式コンパネ

を取外す。 

(15) ねずみのみちロープ柵緊張 

・ 冬期間、弛めてあったロープ柵のロープを緊張させる。 

 

第５条 建物雪囲い（養生）撤去作業 

(1) 森の教室雪囲い設置 

・ 冬期間設置してあった森の教室窓用防雪板を撤去し、森の教室倉庫に収納する。 

(2) トロッコ橋展望台横便所雪囲い撤去 

・ 垂木の控柱を外し、コンパネを取外す。(正面 1 基、左右窓 2 基) 

(3) 天文台雪囲い撤去 

・ 設置している杭丸太、鉄ピン、ブルーシート、コンパネ、スタイロホーム、ヌキ、垂木、

発泡材袋を全て撤去する。 

(4) 森見の塔雪囲い撤去 

・ 入口正面の外側階段のパネルを撤去し、単管骨組み及びジャッキベース等を解体する。 

(5) ワックスルーム移設(2 棟) 

・ 冬期間使用していたパークブリッジ下及び、東口駐車場付近に設置のワックスルーム

(7200×5400)の四隅にワイヤーを掛け、トラッククレーンにて吊上げ車両に積み込み、

滝野の森口多目的広場（調査職員等の指示場所）に運搬した後、ブロック(6 個)を置き、

その上に仮置する。 

 

第６条 スノーワールド撤去作業（代表事例） 

(1) 中央口クロスポイント鉄板撤去 

・ 中央口北園路とアプローチ園路のクロスポイントの鉄板 9 枚を撤去する。なお、作業方

法は鉄板にワイヤーを掛け、トラッククレーンにて吊上げ車両に 1 枚ずつ積込み、倉庫
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に搬入保管する。 

(2) 歩くスキースタート・ゴール看板撤去 

・ 芝生の損傷を防止するため、積雪の残るうちにバックホウを使用して作業する。 

・ 看板本体を養生した後、ベルトを掛け、バックホウにより、吊り下げ固定した状態で基

部を人力掘削し撤去する。その後、看板部と脚部に分け運搬車両に積み込み、指定場所

に運搬し整頓する。 

・ 撤去掘削の際には地下埋設物(パークブリッジ下電線、つどいの森水道管)に損傷を与え

ないよう十分留意すること。 

・ 芝生部分に重機が侵入する際にはパネル等により養生を行う。 

(3) ロープトゥ防護柵撤去 

・ 各ロープトゥの固定ビスを抜き取り、カラーコンパネを取外す。 

・ カラーコンパネ撤去後、垂木を取外し、単管を解体する。 

(4) 鯉のぼりポール設置・撤去(8 箇所) 

・ ポールの先端に矢車と滑車を取付け、基礎柱の間に建て込み、2 箇所をボルトで固定し

鯉のぼりを取り付ける。 

・ 期間終了後、鯉のぼりを取外し、ボルトを抜き、ポールを横にし、矢車と滑車を取外し、

運搬車両に積込み指定場所に運搬し整頓する。 

 

第７条 積雪柵撤去 

撤去箇所は次のとおり。 

１）展望台から天文台間脱色アスファルト園路(地点Ａ) 

   延長 115.6m、高さ 1.8m 

２）展望台裏幹線園路(地点Ｂ)  

   延長 73.1m、高さ 0.9m 

３）やまびこトンネル上幹線園路(地点Ｄ) 

   延長 15.3m、高さ 0.9m 

４）やまびこトンネル上幹線園路(地点Ｅ) 

   延長 15.3m、高さ 0.9m ※総延長 219.3m(合計) 

 

第８条 資材の搬出・搬入撤去 

資材は指定場所へ搬出・整理、また、使用資材は看板倉庫等より搬入するものとする。 

 

第３章 冬季開園準備作業 

以下に代表的な作業を示しているが、それ以外の作業についても適切に行う。 

第９条 遊具等撤去及び雪囲い（養生）設置作業 

(1) フワフワエッグ(大)養生 

・ 該当する外周部に沿って土のう(150 袋程度)を設置し、内側にはコンパネの高さを保持

するための土のう(250 袋程度)を設置する。 

・ 土のうで高さが均等となるようにコンパネ(300 枚程度)を平坦に設置していく。 

(2) フワフワエッグ(小)養生 

・ 内部の空気を抜き、養生用シートで覆ったうえ、土のうを全面に配置し、固定する。 
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(3) フワフワエッグバタフライ弁養生 

・ こどもの谷フワフワエッグ(大・小)のバタフライ弁グレーチング部(2 箇所)にべースコ

ンクリート部周囲(100×100)にシリコンコーキングを行い、その上にスタイロホームを

設置し、同寸のパネルを乗せた上で土のうを設置する。 

・ なお、グレーチング内の堆積土砂を撤去した上で作業を実施する。 

(4) マウントコニーデ撤収・養生 

・ マウントコニーデ(64 本)を取り外したうえでありの巣トンネル内に撤収する。 

・ 突起物（ウレタン）を足元のボルトから外し、室内に保管する。突起物を外した状態で

ゴムチップ舗装部にブルーシートを敷く。 

・ マウントコニーデを撤収した後、養生用シートで覆ったうえ、土のうを全面に配置し、

固定する。 

(5) 光の遊具養生 

・ 光の遊具(3 基)を養生用シートにて覆い、ナイロンロープにて結び固定する。 

(6) 標識取外 

・ 渓流ゾーンからアプローチ園路沿いにある、サイクリング看板(11 箇所／14 基)について

これを撤去し、別図に指定した倉庫に収納する。なお、規制標織(2 箇所／5 基…基礎ご

と外せて、「押して歩いてください」という標記のもの)については看板本体ごと引き抜

き、それ以外のもの(9 箇所／9 基…基礎が外せないタイプで園路沿いに設置されている

もの)については板面のみを取り外す。 

(7) りすの散歩路養生(トンネル) 

・ 養生用シートにて覆い、ナイロンロープにて結びつける。 

(8) りすの散歩路養生(ジャングルジム) 

・ 単管にて外側にフレームを作り、その上を養生用シートにて覆いナイロンロープで結び

つける。 

(9) 木登りネット養生 

・ 養生用シートにて覆い、ナイロンロープで結びつける。 

(10) こかげネット B 養生 

・ 単管にて外側にフレームを作り、 その上をコンパネと養生用シートにて覆いナイロンロ

ープで結びつける。 

(11) 森の吊橋撤去・養生 

・ 吊橋部のネットを外した後、養生シートにて覆い、ナイロンテープで結びつける。 

(12) トロッコ遊具・こもれびネット養生 

・ トロッコ遊具については養生用シートで覆ったうえナイロンロープで結びつける。 

・ こもれびネット(１基)については外したうえでありの巣トンネル内に収納する。 

(13) ありの巣トンネル冬囲い設置 

・ トンネル出入り口をコンパネと単管にて固定し養生する。 

(14) 秘密の抜け道雪囲い設置 

・ トンネル入口 2 箇所を垂木で入口内側に支柱を格子状に設置し、内部へ進入可能な扉を

備えた脱着式コンパネを木ネジで固定する。 

(15) ねずみのみちロープ柵養生 

・ ロープ柵のロープの緊張を弛める。 
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第１０条 建物雪囲い（養生）設置作業 

(1) 森の教室雪囲い設置 

・ 森の教室倉庫収納してある教室窓用防雪板を設置する。 

(2) トロッコ橋展望台横便所雪囲い設置 

・ 便所(正面 1 基、左右窓 2 基)を垂木で内側に支柱を設置し、その支柱にパネルを木ネジ

で固定する。 

(3) 天文台雪囲い設置 

・ 天文台立ち上げ窓ガラス部 8 枚（7 箇所）に雪囲いを設置する。 

・ 窓全面にスタイロホームを張り、その後、ビニールシートでスタイロホームを覆い、ヌ

キと垂木で格子を作り、押さえとする。 

・ ヌキ上部に控え用の杭丸太を斜に設置し、杭丸太基部は鉄ピンにて固定する。 

・ 杭丸太上部にコンパネを敷き、ブルーシートで覆い、ヌキを使いコンパネとブルーシー

トを固定する。 

・ 縦ヌキと杭丸太基部に張り止めのヌキを設置する。 

・ テント状となった内部に発泡材粒子の詰まった袋を詰め込む。 

(4) 森見の塔雪囲い設置 

・ 外部階段入口に積雪時にも進入を防止できる構造・範囲で雪囲いを設置する。 

・ 入口正面の外側階段にパネルをＬ字型に設置し、単管を骨組みしてジャッキベース、番

線等使用し、パネルを固定する。 

・ 2 階及び 3 階出入り口全面にスタイロホームを張り、その後ビニールシートでスタイロ

ホームを覆い、その上から土のう・テープ等で止水処理を行う。なお、各グレーチング

部分に凍結防止ヒーターを設置する。 

(5) ワックスルーム移設(2 棟) 

・ 冬期間、滝野の森口多目的広場に仮置していたワックスルーム(7200×5400)をパークブ

リッジ下及び、東口駐車場付近へ積み込み・運搬後、ブロック(6 個)を置き、その上に

設置する。 

第１１条 スノーワールド準備作業（代表事例） 

(1) 中央口クロスポイント敷鉄板設置 

・ 中央口北棟裏園路とアプローチ園路のクロスポイント(除雪路と歩くスキーコースの交

差部)に敷鉄板を 9 枚設置する。 

(2) 歩くスキースタート・ゴール看板設置 

・ パークブリッジ下園路を跨ぐような形で歩くスキースタート・ゴール看板を設置する。 

・ つどいの森に歩くスキースタート・ゴール看板を設置する。 

・ 上記の 2 箇所については看板倉庫より部材を運搬し、現地にて組み立てる。その際、部

材に腐食等により使用に耐えうることができないと思われる場合は調査職員等に報告し、

指示を仰ぐ。 

・ 建て込みの際には十分な据削深を保ち、埋め込み部は寝枷丸太を用いて十分な強度を達

成すること。なお、振削の際には地下埋設物(とりわけパークブリッジ下電線、つどいの

森水道管)に留意する。 

・ 芝生部分に重機が進入する際には事前にパネルを敷設するなど養生を行う。 
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・ 設置箇所については調査職員等と現場にて協議のうえ決定するものとする。 

(3) ロープトゥ防護柵設置 

ロープトゥ山麓原動滑車巻き込み防止防護柵の設置、ロープトゥは原動滑車の前にコンパ

ネ 1 枚分をロープと直角に設置する。 

第１２条 積雪柵設置作業 

設置箇所は、撤去箇所による。 

※資材の搬入及び撤去 

作業に必要な資材は看板倉庫から搬出するものとし、撤去・解体した資材(部材)は看板倉

庫に整理整頓すること。 

また、不足資材等については、調査職員等と協議すること。 
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【参考資料】冬季開閉園準備作業 

 

 

1. 降雪前に行う作業その 1 

①移動式木製ベンチ移動・設置・撤収・収納・冬囲い作業 

《作業内容》 
・ 木製ベンチを冬季利用実態に合わせて、建物内や建物周辺に移動する。 
・ 渓流ゾーンのベンチは、サイクルセンターへ収納する。 
・ 子供の谷内で必要のないベンチは、ありの巣トンネル内への収納と子供の谷皿期地

区内のベンチは、森のせせらぎに集め雪が入らないよう、ブルーシートをかぶせて
ひもで縛る。 

・ 子供の谷皿期地区内に重量があるイス 6 基については、ユニックで吊って 1 箇所に
まとめ整理し、ブルーシートをかぶせてひもで縛る。 

・ カントリーガーデン内のベンチについては、峠の庭や花人の隠れ家・東ロ休憩所裏
のあずまやなどへ集めてブルーシートをかぶせてひもで縛る。 

②野外卓・イス移動・設置・撤収・収納作業 

《作業内容》 
・ カントリーガーデンからカントリーハウス 2 階と東口休憩所へ移動し、設置する。 
・ 冬季必要のない野外卓については、中央口 B 棟倉庫へ収納する。 

③半割丸太イス移動・設置・撤収・収納作業 

《作業内容》 
・ カントリーハウス軒先からワックスルーム内へ移動し、設置する。 

④ブロック整理・冬囲い作業 

《作業内容》 
・ 来年使用可能な物と廃棄する物とに分別する。ブロックを各炊事場何箇所かに集め

て丸太椅子と一緒に整理し、雪が入らないようブルーシートをかぶせてひもで縛る。 

⑤残り火入れ撤収・収納作業 

《作業内容》 
・ 各炊事場の残り火入れを汚水処理場に収納する。 

⑥ゴミ箱移動・設置作業 

《作業内容》 
・ 冬季利用に合わせて建物内や建物周辺に移動し、設置する。必要のないゴミ箱は汚

水処理場へ収納する。 

⑦バリケード(スチール製・木製)撤収・冬囲い作業 

《作業内容》 
・ 看板倉庫へ撤収してから 1 箇所に集め、ブルーシートをかぶせてひもで縛る。 
・ 森のすみか内のバリケードについては、森の工房に集め、ブルーシートをかぶせて

ひもで縛る。 

⑧バリカー撤収・収納作業 

《作業内容》 
・ 東口駐車場周囲とロッジ下駐輪場に設置されたバリカーを撤去し、汚水処理場へ収

納する。 

⑨スキー立て移動・設置作業 

《作業内容》 
・ 中央ロ B 棟倉庫、東ロ休憩所倉庫に収納されているスキー立てを、各現場前へ移動

し設置する。 
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⑩ゲート移動式ブース(東ロゲート 2 基、中央ロゲート 2 基)移動・収納作業 

《作業内容》 
・ 各ゲートから中央ロ B 棟倉庫へ収納する。 

⑪仮橋設置作業 

《作業内容》 
・ 地面を平らにしてから角材を敷いて、その上にコンパネを重ねて置いて釘を打ち込

む。 

⑫リヤカー、車イス撤収・収納作業 

《作業内容》 
・ 渓流ロ倉庫から移動し、サイクリングセンターへ収納する。 

⑬温度計、積雪計設置作業 

《作業内容》 
・ 温度計、積雪計を中央口 B 棟、東口休憩所倉庫、車庫から移動して設置する.温度計

は、ワックスルーム 2 箇所については、1 基ずつ木ネジで設置すること。 
・ 他の 4 箇所は置くだけとする。積雪計は、3 箇所の場所に鉄杭を打ち込み固定させる。 

⑭鱒見サイクルセンター・売店テント撤収・収納作業 

《作業内容》 
・ トラックの荷台に上がりテントを外し、サイクルセンターへ収納する。 

⑮看板撤収・収納・設置作業 

《冬看板設置の作業内容》 
・ 歩くスキーコース内が雪で車両等が使えなくなる前に、設置場所に鉄ピンを打ち込

むかまたは、木に固定させて看板を設置する。 

《夏看板撤収・収納作業》 
・ 冬季開園に支障のある看板を撤収し、看板倉庫へ収納する。 

⑯ビックリボール収納テント撤収・収納作業 

《作業内容》 
・ 虹の巣ドーム前に 2 張り設置されたテントを、解体してパーツごとに縛り、虹の巣

ドーム内倉庫へ収納する。 

⑰天文台オブジェ撤収・収納作業 

《作業内容》 
・ 天文台玄関上に設置した 3 体のオブジェは脚立を使い、オブジェを固定していたネ

ジをはずして天文台倉庫へ収納する。天文台裏に設置した 1 体のオブジェは、地面
についているネジをはずし、天文台倉庫へ収納する。 

⑱マット設置作業 

《作業内容》 
・ 中央口 B 棟から薄いマット厚いマットを出し、ファミリーゲレンデ内山麓周辺(中央

口 A 棟の石柱や木)やリフト鉄柱へ設置する。また、歩くスキーコース内障害物(橋
の柱や放送設備の鉄柱等)などに 

⑲ロープトウ準備作業 

《作業内容》 
・ 車庫横から土嚢を車両にて運びそりゲレンデロープトウの山頂降り場周辺に設置す

る。 

 

2. 降雪前に行う作業その 2 

雪により場所が分からなくなる前に行う作業とする。作業項目は以下のとおりとする。 

①植栽地周囲ロープ杭抜き取り作業 

《作業内容》 
・ カントリーハウス、平成の森周辺の植栽ロープ杭を抜いて、圧雪車の邪魔にならな
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いよう周辺に寝かせておく。 

②コンパネ切断・設置作業 

《作業内容》 
・ 雪が積もりマンホールや側溝がどこにあるのか分からなくなる前に、設置する場所

の形に合わせコンパネを切断し、設置していく。 

③スノーポール設置作業 

《作業内容》 
・ 園内の大部分は、スノーポール用の単管が設置されていることから、地面が見えて

いる内に単管を探し設置する。また、単管のない場所には、スノーポール用の台を
置くか、鉄ピン(スノーポールをピンに差し込む)を地面に打ち込んでスノーポール
を設置する。 

④カラーコーン撤収・収納・移動作業 

《作業内容》 
・ 駐車場等に設置されたコーンを撤去し、渓流ロトイレ裏倉庫に収納する。一部冬季

使用するコーン(イベントや東ロ駐車場等)は、車庫へ移動する. 

 

3. 降雪前に行う作業その 3 

雪などの影響により、腐食などを防ぐために降雪前に行う作業とする。作業項目は以下の

とおりとする。 

①固定式ベンチ・灰皿冬囲い作業 

《作業内容》 
・ 雪が入らないよう、ブルーシートやビニール袋をかぶせてひもで縛る。 

②丸太イス清掃・冬囲い作業 

《作業内容》 
・ 来年使用可能な物と廃棄する物(木が腐っている物、地面に置いた時に不安定な物)

とに分類する。使用可能な椅子は各炊事場にて洗浄後、各炊事場数箇所に集めてブ
ロックと一緒に整理し、ブルーシートをかぶせてひもで縛る。 

 

4. 荒天時等屋内作業 

室内で行うことより荒天時等の作業とする。 

①カントリーハウス風除室マット交換作業 

《作業内容》 
・ カントリーハウス地下室倉庫から冬用マットを出し交換する。 

②ゴムスレー準備作業 

《作業内容》 
・ 東ロ休憩所倉庫から虹の巣ドームへ搬送し、ゴムスレーを組み立て(リング、チュー

ブ、カバーの 3 点)空気を入れる。設置予定のあづまや 2 棟には、3 箇所オレンジネ
ットで覆い、その中に整理してゴムスレーを入れる。 

③スキースクール受付関係物品設置作業 

《作業内容》 
・ 東口休憩所倉庫よりフルーシート(1 枚)、パーテーション(13 枚)、ワックス台(1 台)

及び工具箱(1 箱)をスキーヤーズサロン内スクール休憩場所へ移動する。 
・ スキーヤーズサロン内のロッカーの一部をスクール休憩場所へ移動する。 
・ 冷蔵庫 1 台を東口発券場からスキーヤーズサロン内スクール休憩場所へ移動する。 
・ スキーヤーズサロン受付前に、東ロ休憩所よりイスを 18 脚移動する。 
・ 四角椅子・机をビジターセンターより移動して受付との境界に柱を挟んで横一列に

設置する。 
・ 横断幕をカントリーハウス 2 階ベランダへ設置する。 
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5. 積雪後の作業 

ネットフェンス設置作業については、強風でネットフェンスが飛ばされる事態が多くみら

れることより積雪後にネットフェンスを取り付けてから雪でネットフェンスを固定する。 

①ネットフェンス設置作業 

《作業内容》 
・ 強風でネットフェンスが飛ばされないよう積雪後、オレンジポールにネットフェン

スを設置する。 
・ ※ただし、橋に設置するネットフェンスについては、橋に結束するため、任意の時

期に行う作業とする。 

②ロープトウ準備作業その 2 

《作業内容》 
・ ロープトウ乗り場、降り場を作るのに、必要な雪が積もってから乗り場、降り場を

作る。 
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こどもの谷 Ⅱ期地区 点検日報（1）      定時点検時間目安 10:30 12:00 14:00 

平成  年  月  日（  ）曜日 天候       記入者氏名               ㊞ 

施設名 実施時間 点検名 点検結果 異常ありの場合の内容 

 
 
 
 

・
森
の
池 

ビ
ー
バ
ー
ダ
ム 

： 始業点検 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

特記事項 
 

 

 
 
 
 
 

ト
イ
レ

さ
ま
よ
い
の
洞
窟 

： 始業点検 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

特記事項 
 

 

さ
ま
よ
い
の
洞
窟 

： 始業点検 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

特記事項 
 

 

 
 
 

（
オ
レ
ン
ジ
） 

フ
ワ
フ
ワ
エ
ッ
グ 

： 始業点検 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

特記事項 
 

 

マ
ウ
ン
ト
コ
ニ
ー
デ

： 始業点検 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

特記事項 
 

 

溶
岩
す
べ
り
台
（
小
）

： 始業点検 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

特記事項 
 

 

溶
岩
す
べ
り
台
（
大
）

： 始業点検 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

： 定時・混雑・終業 異常あり・なし  

特記事項 
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ロープトウ安全点検 

 

 

 

装 置 名 点 検 箇 所 点検方法

線
路 

索条及び 

ハンガー 

①ロープの断線、損傷の状況 目視・計測

②ロープの張りの状態 目視 

原 
 

動 
 

装 
 

置 

ギャード 

モーター 

①運転中の異音、異常発熱、異常振動の状態 聴感・触感

②歯車の噛み合いの状況 聴感 

③油量、油質の状況 目視 

④組付け状態 目視 

原動滑車 

①滑車の回転状態 目視 

②滑車、軸等の変形、損傷、亀裂、溶接箇所のはく離の状態 目視 

③組み付けボルトのゆるみの状態 打検 

④滑車軸ボルトの状態 打検 

ﾌﾚｰﾑ・ 

ガイド類 

①部材の変形、損傷の状態 目視 

②溶接箇所のはく離、亀裂の状態 目視 

③組み付け、据え付けの状態 目視 

緊 

張 

装 

置 

緊張滑車 

①滑車の回転状態 目視 

②滑車、軸等の変形、損傷、亀裂、溶接箇所のはく離の状態 目視 

③組み付けボルトのゆるみの状態 打検 

ﾌﾚｰﾑ・ 

ガイド類 

①部材の変形、損傷の状態 目視 

②溶接箇所のはく離、亀裂の状態 目視 

③組み付け、据え付けの状態 目視 

④緊張装置(レバーブロック)の作動状態 動作確認
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ロープトウ設置撤去実施要領 

 

第１条 設置撤去の時期 

 撤去作業は、毎年、４月１日～４月19日の間に行うこと。 

 設置作業は、毎年、11月11日～12月22日の間に行うこと。 

 

第２条 作業内容 

１．第１ロープトウ設置作業 

・虹の巣ドーム内倉庫（状況により山麓小屋）にある山頂支柱（１基）、中間支柱（２基）、山

頂滑車（１基）、ロープ（１巻）、山頂支柱固定用チェーンブロック（１基）、アンカーロー

プ（１本）をローンスタジアムまで運搬すること。 

・山頂支柱及び、山頂滑車を設置すること。 

・既存アンカーと山頂支柱をアンカーロープ及びチェーンブロックにて固定すること。 

・夏季の間、養生してあった山麓支柱及び原動機を適正な位置にすえつけること。 

・中間支柱を設置すること。 

２．第２ロープトウ設置作業 

・資材置場にある山頂・山麓支柱（２基）、山頂・山麓滑車(２基)、ロープ(１巻)、アンカー

ロープ(２本)、山麓支柱固定用チェーンブロック(チンホール１基)、山頂支柱固定用ターン

バックル(１基)、原動機(9.2KW／1基)、制御盤(１基)、非常停止釦スタンド(１基)、乗越検

出装置(１基)、ハンガー(ノーマル11個・ジョイント用ハンガー１個)、ハンガーガイド(１

基)をローンスタジアムに運搬すること。 

・山頂、山頂支柱および山頂、山麓滑車を設置すること。 

・既存アンカーと山麓支柱をアンカーロープ及びチェーンブロック(チンホール)にて固定する

こと。 

・既存アンカーと山頂支柱をターンバックルで固定すること。 

・原動機を設置すること。 

・ロープを山麓滑車及び山頂滑車にかけ、ジョイントハンガーにてスプライス(結合)させるこ

と。 

・制御盤を設置すること。 

・運転操作盤を設置すること。 

・ハンガーガイドを設置すること。設置する際、ロープとの当たりに留意すること。 

・ハンガーを設置すること。設置数、設置間隔は下記のとおりとする。 

a) ハンガー設置数…12基(片側6基、ジョイントハンガー含む) 

b) 設置間隔…………26m毎 

・乗越検出装置を設置すること。 

・非常停止押しボタンボックスを山麓山頂に設置すること。 

※第１、２ロープトウ山頂山麓滑車のゴムライナーの交換を行うこと。 

３．試運転―安全点検 

・上記作業が終了した後、各ロープトウにおいて試運転一安全点検を実施すること。 
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第３条 撤去作業 

１．第1ロープトウ撤去作業 

・第1ロープトウの下記の部材について、取り外したうえで虹の巣ドーム内倉庫(状況により

山麓小屋)に運搬し、山麓支柱にブルーシートにてカバーをかけ養生すること。 

   a) ワイヤー b) 中間支柱…２本 c) 山頂滑車及びカバー d) 山頂支柱 

e) 山頂支柱固定ワイヤー及びチェーンブロック 

f) 巻き込み防止装置及び付属ケーブル g) 非常停止ボタン 

h) 非常停止電源用ケーブル i) Ｔバーフック回収スタンド 

j) 運転換作盤及び付属ケーブル 

２．第２ロープトウ撤去作業 

第２ロープトウのワイヤー、滑車(山頂・山麓)、支柱(山頂・山麓)、原動機、ハンガーを資

材置場に搬出するものとする。 

 

第４条 作業にあたっての注意事項 

１．作業の前に、床、壁、機器などを損傷や支障を与えないように養生を行うこと。 

２．作業終了後は、養生材や工具の撤去、床、壁、機器などを清掃すること。 

３．事業者は、管理する施設、設備及び備品等について異常が発生したとき又は異常を発見したと

きは直ちに調査職員等に報告すること。 

４．重機等を使用して作業する場合は、積雪状況にあわせて、コンパネ等を敷設し、芝生の養生に

努めること。 

 

第５条 点検作業  

ロープトウ設置後は月１回点検すること。 

 

ロープトウ保管位置図 

資材置場 

滝野の森入口 

渓流口 

虹の巣ドーム
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国営滝野すずらん丘陵公園                            

 

ロープトウ取扱説明書                            
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滝野スノーワールド「そりゲレンデ」運営マニュアル 
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滝野すずらん丘陵公園 

収益施設運営対象区域図および備品一覧 
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【凡例】 ※１　当該施設は、『必須施設』です。

　 ：収益施設対象範囲 縮 尺 － 図 番 /

滝 野 す ず ら ん 丘 陵 公 園

北海道開発局　札幌開発建設部

図面名

収益施設運営
駐車場施設（南１）
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【凡例】 ※１　当該施設は、『必須施設』です。

　 ：収益施設対象範囲 縮 尺 － 図 番 /

滝 野 す ず ら ん 丘 陵 公 園

北海道開発局　札幌開発建設部

図面名

収益施設運営
駐車場施設（南２）
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【凡例】 ※１　当該施設は、『必須施設』です。

：運営維持管理業務対象範囲

　 ：収益施設対象範囲 縮 尺 － 図 番 /

滝 野 す ず ら ん 丘 陵 公 園

北海道開発局　札幌開発建設部

図面名

収益施設運営
駐車場施設（滝野の森口）
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■施設資産一覧（1/15） 

施設名 区分 詳細 数量等 公簿記載 

レストラン 

 レストラン（カントリーハウス） 

  躯体・設備 
カントリーハウス建物（躯体・電気・機械設

備等） 
一式 国 

  設備 厨房機器 一式 テナント 

  備品 二段棚 1 台 テナント-01 

   ジュース冷蔵庫 1 台 テナント-02 

   二段棚 1 台 テナント-03 

   ラック 7 台 テナント-04 

   食品棚 1 台 テナント-05 

   冷蔵ストッカー 1 台 テナント-06 

   洗浄機器セット 1 式 テナント-07 

   計量器 1 台 テナント-08 

   シンク付調理台 1 台 テナント-09 

   調理台 1 箇所 テナント-10 

   ビールディスペンサー 1 台 テナント-11 

   ジュース冷蔵庫 1 台 テナント-12 

   調理台 1 台 テナント-13 

   調理台 1 台 テナント-14 

   調理台 1 台 テナント-15 

   ワゴン 8 台 テナント-16 

   冷凍庫 1 台 テナント-17 

   冷蔵庫 1 台 テナント-18 

   調理台 2 台 テナント-19 

   茹で麺器 1 台 テナント-20 

   ローレンジ 2 台 テナント-21 

   保温器 3 台 テナント-22 

   シンク 1 箇所 テナント-24 

   オーブン付ガス台 2 台 テナント-25 

   ガス台 1 台 テナント-26 

   冷凍庫 2 台 テナント-27 

   フライヤー 1 台 テナント-28 

   調理台 1 台 テナント-29 

   シンク 1 箇所 テナント-30 

   調理台 1 台 テナント-31 

   ガス釜 3 台 テナント-32 

   ジュース冷蔵庫 1 台 テナント-33 
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■施設資産一覧（2/15） 

施設名 区分 詳細 数量等 公簿記載 

レストラン 

 レストラン（カントリーハウス） 

  備品 アイス冷凍庫 1 台 テナント-34 

   調理台 1 台 テナント-35 

   二槽シンク 1 台 テナント-36 

   洗濯機 1 台 テナント-37 

   消毒器 1 台 テナント-38 

   調理台 1 台 テナント-39 

   順番待ち案内板 1 台 テナント-40 

   レジ 1 台 テナント-41 

   ジュースディスペンサー 1 台 テナント-42 

   コーヒーサーバー 1 台 テナント-43 

   調理台 1 台 テナント-44 

   製氷機 1 台 テナント-45 

   吊戸棚 1 台 テナント-46 

   二槽シンク 1 台 テナント-47 

   カップウォーマー 1 台 テナント-48 

   ソフトクリームフリーザー 1 台 テナント-49 

   コールドテーブル 1 台 テナント-50 

   ティッシュボックス 5 箱 テナント-51 

   サンプルケース 3 台 テナント 

   ジュース冷蔵庫 2 台 テナント-52 

   レンジフード 1 式 国-01 

   吊戸棚 1 式 国-02 

   吊戸棚 1 式 国-03 

   冷凍室 1 式 国-04 

   外部用テーブル、イス類 1 式 国-05 

   カウンターテーブル 1 式 国-06 

   売店陳列棚 1 式 国-07 

 レストラン（カントリーハウス事務室） 

  備品 ロッカー 3 台 テナント-01 

   空気清浄機 1 台 テナント-02 

   扇風機 1 台 テナント-03 

   事務所扉 1 台 テナント-04 

   暖房機 1 台 テナント-05 

   予定表 1 台 テナント-06 

   事務所吊棚 1 式 国 
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■施設資産一覧（3/15） 

施設名 区分 詳細 数量等 公簿記載 

レストラン 

 レストラン（渓流園） 

  躯体・設備 レストラン建物（躯体・電気・機械設備等）  国 

  設備 厨房機器・テーブル・イス  テナント 

   プロパン庫  国 

   BBQ コーナー  国 

  備品 屋内テーブル、イスセット 17 セット テナント 

   ガスコンロ 17 台 テナント 

   照明類 1 式 テナント 

   食器棚 1 式 テナント 

   ガス配管 1 式 国 

   ゴミ箱（屋外、大） 2 個 国 

   厨房機器 1 式 テナント 

   屋外テーブル、イスセット 1 式 国 

 魚釣場 

  躯体 魚釣場躯体  国 

  設備 給排水路  国 

   養魚場  国 

   魚釣場園路・四阿・テーブル・イス・灰皿  国 

   釣具貸出棟  テナント 

   
釣具貸出棟内装・釣具一式・休憩所棟ベンチ・

看板 
 テナント 

   休憩所棟  テナント 

  備品 棚 1 台 国-01 

   シンク 1 箇所 国-03 

   ブラインド 4 枚 国-05 

   シンク 3 箇所 国-01～03

   テーブルセット 6 セット 国 

   ゴミ箱 1 台 国 

   棚 2 台 国 

   灰皿 4 台 国 

   ジュース冷蔵庫 1 台 テナント 

   調理台 1 台 テナント 
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■施設資産一覧（4/15） 

施設名 区分 詳細 数量等 公簿記載 

レストラン 

 魚釣場 

  備品 ガス湯沸し器 1 台 テナント 

   洗濯機 1 台 テナント 

   冷蔵庫 1 台 テナント 

   冷凍庫 1 台 テナント 

   傘立て 1 台 テナント 

   扇風機 1 台 テナント 

   テーブル 1 台 テナント 

   テーブル・イス二脚 1 式 テナント 

   電子レンジ 1 台 テナント 

   レジ 1 台 テナント 

   カウンターテーブル 1 台 テナント 

   竿立て 1 式 テナント 

   バケツ置き 1 台 テナント 

   案内看板 1 枚 テナント 

   イス 3 脚 テナント 

   机 1 台 テナント 

   台車 1 台 テナント 

   時計 1 台 テナント 

売店 

 鱒見口売店 

  躯体・設備・内装 売店建物（躯体・電気・機械設備・内装）  国 

  設備 厨房機器  テナント 

  備品 アイス用冷凍ショーケース 1 台 テナント-01 

   業務用ラック×2、吊戸棚 1 式 テナント-02 

   テーブル、イス 1 セット テナント-03 

   殺虫器 1 台 テナント-04 

   ガス湯沸かし器 1 台 テナント-05 

   レンジフード 2 箇所 国 

   調理台 1 台 テナント-06 

   ガス台 2 口 1 台 テナント-07 

   ガス台 1 口 1 台 テナント-08 

   ガスコンロ台 1 台 テナント-09 

   コールドテーブル 1 台 テナント-10 

   レジ 1 台 テナント-11 

   製氷機 1 台 テナント-12 
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■施設資産一覧（5/15） 

施設名 区分 詳細 数量等 公簿記載 

売店 

 鱒見口売店 

  備品 冷凍ストッカー 大 1 台 テナント 

   冷凍ストッカー 小 1 台 テナント 

   殺菌灯 1 台 テナント 

   電話 1 台 国 

   スポット照明 2 個 国 

   吊戸棚 1 枚 テナント-15 

   棚 1 台 テナント-16 

   棚 1 台 テナント-17 

   メニューボード 1 台 テナント-18 

   ショーケース 1 台 テナント-19 

   タバコケース 1 台 テナント-20 

   二槽シンク 1 箇所 テナント-21 

   ソフトアイスメーカー 1 台 テナント-22 

   カウンター 1 台 国 

   二槽シンク 1 箇所 テナント-23 

   調理台 1 台 テナント-24 

   調理台 1 台 テナント-25 

   電子レンジ 1 台 テナント-26 

   調理台 1 台 テナント-27 

   ホットウォーマー 1 台 テナント-28 

   ゴミ箱  国 

   足置台  不明 

   日除け  国 

   スピーカー  国 

   利用案内  テナント 

 渓流口売店（ロッジ雪笹） 

  躯体・設備・内装 
売店建物（躯体・電気・機械設備・内装・

厨房機器） 
 国 

  設備 厨房機器  テナント 

   休憩所  国 

  備品 ゴミ箱 1 台 テナント 

   テーブル×3、イス×6 1 式 テナント 

   灰皿 1 台 テナント 

   日除け 3 枚 テナント 

 

-別添252-



■施設資産一覧（6/15） 

施設名 区分 詳細 数量等 公簿記載 

売店 

 渓流口売店（ロッジ雪笹） 

  備品 冷凍庫 2 台 テナント-05、06

   ストーブ 1 台 テナント-07 

   金庫 1 台 テナント-08 

   扇風機 1 台 テナント-09 

   ラック 3 台 テナント-10～12

   ロッカー棚 1 台 テナント-13 

   移動カート 1 台 テナント-14 

   折りたたみテーブル 1 台 テナント-15 

   ロッカー 1 台 テナント-16 

   陳列棚 1 台 テナント-17 

   メニュー板 1 台 テナント-18 

   ストーブ囲い 1 台 国-01 

   スキー立て 1 個 国-02 

   コインロッカー 1 枚 国 

   衝立 1 台 国-03 

   トレーディスペンサー 1 台 テナント-01 

   グラストレー 1 台 テナント-02 

   ウォーターディスペンサー 1 台 テナント-03 

   ビールディスペンサー 1 台 テナント-04 

   メニューボード 1 箇所 テナント 

   調理台 1 台 テナント-05 

   陳列棚 6 台 テナント-06 

   暖炉 1 箇所 国 

   冷凍庫 1 台 テナント-07 

   冷凍庫 1 台 テナント-08 

   冷蔵庫 1 台 テナント-09 

   台車 1 台 テナント-10 

   看板 1 台 テナント-11 

   レジカウンター 1 台 テナント-12 

   茹で麺器 1 台 国 

   ホットウォーマー 1 台 国 

   ガス台 1 台 国 

   冷凍庫 1 台 国 
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■施設資産一覧（7/15） 

施設名 区分 詳細 数量等 公簿記載 

売店 

 渓流口売店（ロッジ雪笹） 

  備品 吊戸棚 1 台 国 

   レンジフード 1 箇所 国 

   レジ 1 台 テナント-13 

   シンク 1 箇所 テナント-14 

   製氷機 1 台 テナント-15 

   ソフトクリームフリーザー 1 台 テナント-16 

   調理台 1 台 テナント-17 

   フライヤー 1 台 テナント-18 

   ガス台 1 台 テナント-19 

   冷蔵庫 1 台 テナント-20 

   電子レンジ 1 台 テナント-21 

   シンク 1 箇所 テナント-22 

   ガス湯沸かし器 1 台 テナント-23 

   冷凍冷蔵庫 1 台 テナント-24 

   シンク 1 台 テナント-25 

   調理台 1 台 テナント-26 

   ガス炊飯器 1 台 テナント-27 

   殺虫灯 1 台 テナント-28 

 中央口売店 

  躯体・設備 
売店建物（躯体・電気・機械設備・テーブ

ル・イス等） 
 国 

  設備 厨房機器  テナント 

  備品 ラック 3 台 テナント-01 

   冷凍庫 2 台 テナント-02 

   調理台 1 台 テナント-03 

   調理台 1 台 テナント-04 

   冷凍冷蔵庫 1 台 テナント-05 

   シンク 1 箇所 テナント-06 

   アイス冷凍庫 2 台 テナント-07 

   電子レンジ 1 台 テナント-08 

   レジ 1 台 テナント-09 

   蒸し器 1 台 テナント-10 

   ソフトクリームマシン 1 台 テナント-11 

   コーヒーマシン 1 台 テナント-12 

   調理台 1 台 テナント-13 
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■施設資産一覧（8/15） 

施設名 区分 詳細 数量等 公簿記載 

売店 

 中央口売店 

  備品 棚 3 台 テナント-14 

   ワゴン 1 台 テナント-15 

 東口情報センター売店 

  躯体・設備 
売店建物（躯体・電気・機械設備・テーブル・

イス等） 
一式 国 

  設備 厨房機器  テナント 

  備品 冷凍冷蔵庫 1 台 テナント-01 

   スープウォーマー 1 台 テナント-02 

   ホットウォーマー 1 台 テナント-03 

   調理台 1 台 テナント-04 

   茹で麺器 1 台 テナント-05 

   調理台 1 台 テナント-06 

   オーブン付ガス台 1 式 テナント-07 

   調理台 1 台 テナント-08 

   フライヤー 1 台 テナント-09 

   二槽シンク 1 箇所 テナント-10 

   調理台 1 台 テナント-11 

   移動式調理台 3 台 テナント-12 

   電子レンジ 2 台 テナント-13 

   湯沸かし器 1 台 テナント-14 

   冷凍冷蔵庫 1 台 テナント-15 

   回転式炒め器 1 台 テナント-16 

   調理台 1 台 テナント-17 

   ガス炊飯器 1 台 テナント-18 

   ワゴン 1 台 テナント-19 

   冷凍庫 2 台 テナント-20 

   ラック 2 台 テナント-21 

   冷蔵庫 1 台 テナント-22 

   調理台（小） 1 台 テナント-23 

   調理台 1 台 テナント-24 

   調理台 1 台 テナント-25 

   製氷機 1 台 テナント-26 

   レジ 1 台 テナント-27 

   カキ氷器 1 台 テナント-28 

   シンク 1 箇所 テナント-29 

-別添255-



■施設資産一覧（9/15） 

施設名 区分 詳細 数量等 公簿記載 

売店 

 東口情報センター売店 

  備品 ウォーターディスペンサー 1 台 テナント-30 

   ホットウォーマー 1 台 テナント-31 

   コーヒーサーバー 1 台 テナント-32 

   タバコケース 1 個 テナント-33 

   売店棚 2 面 テナント 

   ジュース冷蔵庫 1 台 テナント-34 

   ゴミ箱 1 個 テナント-35 

   券売機 1 台 テナント-36 

   メニューボード 1 枚 テナント-37 

   サンプルケース 1 台 テナント-38 

   イーゼル 1 台 テナント-39 

   フード、戸棚 1 式 国 

 子供の谷休憩所売店 

  躯体・設備 
売店建物（躯体・電気・機械設備・テーブル・

イス等） 
1 式 国 

  設備 厨房機器 1 台 国 

   厨房機器 1 台 テナント 

  備品 シェルフ 1070×610×1900 1 台 国 

   シェルフ 1220×610×1900 1 台 国 

   冷凍冷蔵庫 SRR-F1283C2 
 1210×800×2000 

1 台 国 

   電気炊飯器 ERC-9R 530×470×395 1 台 国 

   置台   900×700×500 1 台 国 

   卓上電気グリドル TCG-9060E 
 900×600×300 

1 台 国 

   電子保温ジャー THS-C80 
 461×390×392 

1 台 国 

   ジャー置台 450×450×800 1 台 国 

   電子レンジ NE-1401GTA 
 422×508×337 

1 台 国 

   二槽シンク 1100×700×800 1 箇所 国 

   吊戸棚   1280×350×600 1 台 国 

   電磁フライヤー N-T1FL-87W 
 870×100・600×800 

1 台 国 

   脇台  330×700×800 1 台 国 

   台   920×600×800 1 台 国 

   電気テーブル TET-S-90 
 900×600×800 

1 台 国 

   炊飯台 600×600×800 1 台 国 
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■施設資産一覧（10/15） 

施設名 区分 詳細 数量等 公簿記載 

売店 

 子供の谷休憩所売店 

  備品 
電気ゆで麺器 TEU-6 
 550×600×800 

1 台 国 

   台   900×600×800 1 台 国 

   
卓上電気ウォーマー TCW-3860E-2 
 380×600×300 

2 台 国 

   吊戸棚 1500×350×600 1 台 国 

   
冷凍冷蔵コールドテーブル 
SUR-F1561C 1500×600×800 

1 台 国 

   移動台 900×600×800 2 台 国 

   一槽シンク 450×600×800 １箇所 国 

  
 冷凍冷蔵コールドテーブル 

SUR-F1561C 1500×600×800 
1 台 国 

  
 ホットショーケース NH-202 

 450×300×460 
2 台 国 

   盛付台 1500×750×600・800 1 台 国 

   製氷機 SIM-S87U 1004×600×800 1 台 国 

  
 アイススライサー HC-80 

 293×427×501 
2 台 テナント-10 

  
 コーヒーサーバー FO 

 380×485×750 
1 台 テナント-12 

   ソフトドリンクディスペンサー 1 台 テナント-11 

   置台 1300×600×800 1 台 国 

   ソフトクリームフリーザー 2 台 テナント-09 

  
 ウォータークーラー SD-P102 

 345×449×555 
1 台 不明 

   置台 900×600×800 1 台 国 

   冷凍庫 SRF-F1283S 1210×800×2000 1 台 国 

   ビールディスペンサー 1 台 テナント-13 

   ラック 2 台 テナント-01 

   券売機 2 台 テナント-02 

   サンプルケース 1 台 テナント-03 

   看板 1 枚 テナント-04 

   電子レンジ 1 台 テナント-05 

   冷蔵庫 2 台 テナント-06 

   炊飯ジャー 1 台 テナント-07 

   エアコン 1 台 国-01 

   ロッカー棚 1 台 テナント-08 
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■施設資産一覧（11/15） 

施設名 区分 詳細 数量等 公簿記載 

売店 

 子供の谷休憩所売店 

  備品 ホットウォーマー 2 台 テナント-14 

   ジュース冷蔵庫 1 台 テナント-15 

   レジ 1 台 テナント-16 

   アイスストッカー 1 台 テナント-17 

   カウンター台 1 台 国-01 

   ジュース冷凍庫 1 台 テナント-18 

   ゴミ箱 2 個 テナント-19 

   ラティス 1 台 テナント-20 

園内交通施設 

 園内移動用施設（リフト） 

  躯体 リフト本体・周辺施設一式  国 

  備品 リフト用工作物（搬器等） 1 式 国 

オートキャンプ場 

  躯体・設備 
センターハウス・キャビン建物（躯体一式）・駐車

場・放送器材等 
 国 

  設備 事務用品・備品等一部  テナント 

 事務所１F 1 式 テナント 

  備品 両袖机 2 テナント 

   事務用椅子 4 テナント 

   平机 2 テナント 

   平机用ワゴン 2 テナント 

   センターコア 1 テナント 

   クリアーキャビネット 1 テナント 

   下段両開・上段オープン書庫 2 テナント 

   下段両開・上段両開書庫 1 テナント 

   スライドボード白（後） 1 テナント 

   スライドボード月予定表（前） 1 テナント 

   スライドボードレールセット 3 テナント 

   MD/CD ラジカセ 1 テナント 

   テプラ PRO 1 テナント 

   ハンドラベラー 1 テナント 

   テレビデオ 1 テナント 

   掃除機 1 テナント 

   冷蔵庫 1 テナント 

   手提げ金庫 1 テナント 
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■施設資産一覧（12/15） 

施設名 区分 詳細 数量等 公簿記載 

オートキャンプ場 

 事務所１F 

  備品 ペーパーカッター 1 テナント 

   電子レンジ 1 テナント 

   案内板 2 テナント 

   電話機 4 テナント 

   コードレス電話機 1 テナント 

   タイムカード 1 テナント 

 売店 1 式 テナント 

  備品 業務用掃除機 1 テナント 

   ミニコンポ 1 テナント 

 宿直室 1 式 テナント 

  備品 テレビ 1 テナント 

   ビデオ 1 テナント 

   テレビ台 1 テナント 

   寝具セット 3 テナント 

 外 1 式 テナント 

  備品 洗濯機 1 テナント 

 貸出物品 1 式 テナント 

  備品 テント 10 テナント 

   タープ 5 テナント 

   テーブル 6 テナント 

   マウンテンバイク 10 テナント 

   マウンテンバイク 10 テナント 

   マウンテンバイク 10 テナント 

   マウンテンバイク 10 テナント 

 無線機 1 式 テナント 

  備品 携帯用無線機 5 テナント 

   バッテリー 5 テナント 

   急速充電器 5 テナント 

   マイクスピーカー 5 テナント 

 センターハウス他 1 式 テナント 

  備品 直冷式フリーザー 1 テナント 

   テント 6 テナント 

   卓球台 2 テナント 

   デジタルカメラ 1 テナント 

   ロッカー 1 テナント 
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■施設資産一覧（13/15） 

施設名 区分 詳細 数量等 公簿記載 

オートキャンプ場 

 センターハウス他 

  備品 石釜キット 1 テナント 

   石釜用備え付け台 1 テナント 

   石釜キット 1 テナント 

   テレビ 6 テナント 

   テント 5 テナント 

   焼印 1 テナント 

   スクリーンターフ 1 テナント 

   ルームエアコン 1 テナント 

   耐火金庫 1 テナント 

   キーボックス（60 本） 1 テナント 

   商品陳列棚一式 1 テナント 

   傘たて（24 本用） 2 テナント 

   ホワイドボード 2 テナント 

   新聞掛け 1 テナント 

   コインランドリー（洗濯機、乾燥機、ラック付） 4 テナント 

   ごみ箱 2 テナント 

   掛け時計 3 テナント 

   ガーデンテーブル 5 テナント 

   ガーデン椅子 20 テナント 

   ベンチ椅子 3 テナント 

   コインロッカー（10 人用） 2 テナント 

   小型冷蔵庫 2 テナント 

   食卓テーブル（座卓） 2 テナント 

   トースター＆電子レンジ 1 テナント 

   IH クッキングヒーター 1 テナント 

   掃除機 1 テナント 

   食器棚（ヨドコウ 2 分割式） 1 テナント 

   更衣ロッカー 1 テナント 

   座卓 19 テナント 

   マットレス 109 テナント 

   留守番電話 1 テナント 

   サッカーゴール 1 テナント 

   集会用テント 1 テナント 

   リアカー 4 テナント 
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■施設資産一覧（14/15） 

施設名 区分 詳細 数量等 公簿記載 

オートキャンプ場 

 センターハウス 

  備品 レンタル品陳列棚（メタル） 2 テナント 

   水切り大型スクレーパー 3 テナント 

   保管整理棚（スチール製） 9 テナント 

   営業用かき氷機 1 テナント 

   パソコンラック 1 テナント 

   縦型冷蔵ストッカー（東芝） 1 テナント 

   冷蔵品ストッカー（サンヨウ） 1 テナント 

   お天気ボード 1 テナント 

   台車 1 テナント 

   冷食用ストッカー2 段式 1 テナント 

   アイス用ストッカー 1 テナント 

   ロッテアイスストッカー 1 テナント 

駐車場 

 駐車場 

  駐車場料金ブース 

  設備 渓流口・鱒見口ブース 一式 国 

   滝野の森口ブース 一式 国 

  駐車場表層 

  設備 中央口表層造成  国 

   東口・渓流口・鱒見口・滝野の森口・南口表層造成  国 

  駐車場ライン、看板 

  設備 東口ライン・看板 一式 国 

   中央口･渓流口･鱒見口･滝野の森口･南口ライン･看板 一式 国 

   備品等一部（レジ等）  テナント 

 鱒見口駐車場 

  備品 レジ 1 台 テナント 

   無線機 1 式 国 

   エアコン 三菱 MSZ-GXV22F 1 台 国 

   ブース 1 基 国 

   白線、看板等 1 式 国 

 渓流口駐車場 

  備品 レジ 1 台 テナント 

   無線機 1 式 国 

   FF ストーブ コロナ FF-326GY 1 台 国 
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■施設資産一覧（15/15） 

施設名 区分 詳細 数量等 公簿記載 

駐車場 

 渓流口駐車場 

  備品 FF ストーブ サンデン FF-441WK 1 台 国 

   エアコン 東芝 RAS-225JD 1 台 国 

   エアコン 東芝 RAS-2256D 1 台 国 

   ブース 1 基 国 

   白線、看板等 1 式 国 

 中央口駐車場 

  備品 表層 1 式 国 

   白線、看板等 1 式 国 

 東口駐車場 

  備品 白線、看板等 1 式 国 

サイクリング施設 

  躯体・設備・内装 
サイクルセンター建物（躯体・電気・

機械設備・内装） 
 国 

  設備 自転車・利用案内看板等  テナント 

  備品 レジ 1 台 テナント 

   無線機 1 式 国 

   電気ストーブ 1 台 国 

   棚 1 台 国 

   机 1 台 テナント 

   エアーコンプレッサー 1 台 国 

   放送機器 1 式 国 

   時計 1 個 不明 

   利用案内 2 枚 テナント 

   監視カメラ 1 基 国 

   電気ポット 1 台 テナント 
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臨時売店指定設置場所および指定設置期間 

 
 

1.臨時売店指定設置場所 

臨時売店を設置できる場所は、公園利用重点調整区域および青少年の家を除く公園区

域内とする。 

 

2.臨時売店設置期間 

  下記の開園期間を、臨時売店設置可能な期間とする。 

 

  ・夏季期間      4 月 20 日 ～ 11 月 10 日 

  ・冬季期間     12 月 23 日 ～ 3 月 31 日 
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 1

公園利用重点調整区域 

 

【東口】 

 

 

【中央口】 

 

ビジターセンター 

公園事務所 
東口駐車場

東口休憩所 

公園利用重点調整区域 
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カントリーハウス 

中央口駐車場 中央口駐車場

管理事務所 

公園利用重点調整区域 

中央口ゲート
中央口広場 

東口ゲート
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施設の定期点検項目 

 

■施設の定期点検項目（１） 

中項目 小項目 法定点検 

外部 屋根 △ 

外壁 △ 

ひさし（車寄せ）・とい △ 

軒天井・ひさし下端 △ 

外部床 △ 

屋外階段 △ 

バルコニー △ 

外部建具 △ 

外部用自動ドア △ 

エキスパンションジョイント金物 △ 

内部 内壁・柱・はり △ 

内部天井 △ 

内部床 △ 

内部階段 △ 

内部建具 △ 

内部用自動ドア △ 

構造部 構造体・基礎 △ 

電灯・動力設備  照明器具（蛍光灯） △ 

分電盤・開閉器箱 ● 

制御盤 ● 

幹線 ● 

受変電設備 配電盤等（内部機器を除く。） ● 

変圧器 ● 

交流遮断機 ● 

断路器 ● 

計器用変成器 ● 

避雷器 ● 

高圧負荷開閉器 ● 

高圧カットアウト ● 

高圧電磁接触器 ● 

力率改善装置 ● 

指示計器・保護継電器 ● 

低圧開閉器類 ● 

特別高圧ガス絶縁スイッチギヤ（GIS、C‐GIS） ● 

その他の特別高圧関連機器 ● 

■施設の定期点検項目（２） 

中項目 小項目 法定点検 

自家発電設備 自家発電設備 ● 

直流電源設備 共通事項 ● 

整流装置 ● 

蓄電池 ● 

通信・情報設備 

 

 

 

 

 

構内情報通信網設備 ● 

構内交換設備 △ 

拡声設備 ● 

誘導支援設備 △ 

情報表示設備 ● 

テレビ共同受信設備 ● 
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●印：国の法定点検項目 
○印：事業者の点検項目 
△印：事業者の点検項目（目視等）
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中項目 小項目 法定点検 

通信・情報設備 監視カメラ設備 ● 

駐車場管制設備 ● 

外灯 外灯 ● 

雷保護設備 雷保護設備 ● 

構内配電線路・構内通信線路 構内配電線路・構内通信線路 ● 

温熱源機器 無圧式温水発生機・真空式温水発生機 ● 

温風暖房機 △ 

冷熱源機器 空気熱源ヒートポンプユニット △ 

パッケージ形空気調和機 △ 

空気調和等関連機器 オイルタンク※ ● 

熱交換器・ヘッダー・密閉型隔膜式膨張タンク ● 

還水タンク・開放型膨張タンク ● 

※「森の交流館」のオイルタンクは、事業者の点検項目とする。 

■施設の定期点検項目（３） 

中項目 小項目 法定点検 

空気調和等関連機器 ポンプ ● 

送風機 ● 

天井扇・有圧換気扇 △ 

全熱交換器 ● 

給排水衛生機器 受水タンク ● 

貯湯タンク ● 

汚水槽・雑排水槽 ○ 

汚水槽・雑排水槽の清掃 ○ 

給水ポンプ ● 

排水ポンプ ○ 

ガス湯沸器 △ 

電気温水器 △ 

衛生器具 △ 

ダクト及び配管 ダクト △ 

配管 △ 

水質管理 飲料水（給水設備） ● 

井戸 井戸 ● 

中央監視制御装置 中央監視制御装置 ● 

消防用設備等   ● 

建築基準法関係防災設備 

 

非常用照明装置 ● 

防火戸・防火シャッター ● 

防火ダンパー ● 

排煙設備 ● 

■施設の定期点検項目（４） 

中項目 小項目 法定点検 

エレベーター 点検共通事項 ● 

油圧式エレベーター ● 

機械室なしエレベーター ● 

外構 敷地 ○ 

へい ○ 

門 ○ 

排水枡・マンホール・側溝・街きょ ○ 

執務環境測定 空気環境測定 △ 

ねずみ・昆虫等の防除   △ 
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■関係法令 

法令名 参照条項 条件の有無 条件に関わる参照条項 

建築基準法 第十二条 ○ 
第六条、別表第一 

【令】 
第十四条の二、第十六条 

官公庁施設の建設
等に関する法律 

第十一条、第十二条 ○ 

官公庁施設の建設等に関する法律第 12 条
第１項の規定によりその敷地及び構造に係る
劣化の状況の点検を要する建築物を定める
政令 

消防法 

第十四条の三の二 ○ 
【危険物の規制に関する政令】 
第七条の三、第八条の五 

第十七条、第十七条の三の
二、第十七条の三の三 

× 
（公共建築） 

【令】 
第六条、第七条、第三十五条、第三十六
条、別表第一 

人事院規則 10-4 
第十五条、第三十二条、第
三十四条  

× 別表第七、別表第八 

事務所衛生基準 
規則 

第七条、第九条、第十条 
第十五条 

×   

建築物における 
衛生的環境の確保 

に関する法律 
第四条 ○ 

第二条 

【令】 
第一条 

水道法 第三十四条 ○ 
第三条 

【令】 
第二条 

電気事業法 第三十九条、第四十二条  ○ 
第三十八条 

【令】 
第五十条 

ガス事業法 第四十条の二 × 
第二条 

【則】 
第百七条 

ボイラー及び 
圧力容器安全規則 

第三十二条、第六十七条 ○ 
第一条 

【労働安全衛生法施行令】 
第一条 

※ [条件の有無] ○：義務付けする施設、設備等について、規模等の条件が付されているもの 
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収益施設に係る自主点検一覧（１） 

■施設の自主点検項目 

 建
築
物 

照
明
負
荷 

駐
車
場
管
制
装
置
（
管
制
盤
・

検
知
器
・
カ
ー
ゲ
ー
ト
） 

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
空
気
調
和
機 

Ｆ
Ｆ
式
温
風
暖
房
機 

鋼
板
製
オ
イ
ル
タ
ン
ク 

４
９
０
Ｌ 

鋼
板
製
オ
イ
ル
タ
ン
ク 

９
０
Ｌ 

自
動
灯
油
供
給
装
置 

送
風
機 

有
圧
扇
・
換
気
扇
・ 

天
井
換
気
扇 

熱
交
換
換
気
扇 

制
気
口
類 

【 渓流ゾーン 】             

ロッジゆきざさ 1 24   1 1  1 2 1  3 

渓流口料金所（１）・（２） 2 4  2 2        

レストランアシリベツ Ｗ 1 75           

釣具舎 Ｗ 3 6           

サイクルセンター Ｗ 1 17           

鱒見口料金所 Ｗ 1 1           

渓流口駐車場ブース 1 1           

【 中心ゾーン 】             

中央口休憩所 1 7           

中央口管理所 1 7           

カントリーハウス 1 238           

レストハウス棟 1 20           

こどもの谷休憩所 1 56    1       

【 宿泊ゾーン 】             

サニタリーハウス Ｗ 1 35           

便所１・２（オートキャンプ場） 2 24           

炊事棟 Ｗ 7 28           

汚水ポンプ場 Ｗ 1 2           

センターハウス Ｗ 1 320 1 2 13 5  1     

バッテリーカー車庫 Ｗ 1 3           

ログキャビン１・２ Ｗ 19 80   19  19      

オートリゾートコテージ Ｗ 6 78   6  6    12 24 

【 滝野の森ゾーン 】             

料金所（Ａ）・（Ｂ） 2 4  2       2  

※ １．建築物の点検内容は個別仕様書【施設・設備維持管理業務】第２編第１章第１２条及び１３条による。 

 ２．照明負荷の点検内容は建築保全業務共通仕様書及び同解説による。なおＷ標記の施設は、開園期間のみ点検を行

う。 

 ３．駐車場管制装置の点検内容は建築保全業務共通仕様書及び同解説による。 

 ４．他の点検内容については個別仕様書【施設・設備維持管理業務】第２編第３章第２２条による。 
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収益施設に係る自主点検一覧（２） 

■水道設備保守点検（水抜き対象施設） 

  

水抜き 

装置 

感
知
FV
式
小
便
器 

FV
式
和
風
大
便
器 

FV
式
洋
風
便
器 

ロ
ー
タ
ン
ク
式
洋
風
便
器 

洗
面
器 

洗
面
器
自
動
水
栓 

手
洗
器 

汚
物
流
し 

掃
除
流
し 

【 宿泊ゾーン 】           

センターハウス D バルブ 4 8 1 7 9 2 6 1 2 

便所１ D バルブ 2   5  5    

便所２ D バルブ 2   5  5    

サニタリーハウス D バルブ 4  1 10 1 8    

オートリゾートコテージ 
(６棟) 

D バルブ   6   6 6   

 

※ １．水道設備点検内容は個別仕様書【施設・設備維持管理業務】第４編第２章第４３条及び４５条による。 
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収益施設に係る自主点検一覧（３） 

■電気温水器、灯油給湯器及びガス給湯器の保守点検 

 売
店
内 

厨
房 

カ
ウ
ン
タ
ー 

流
し
台 

機
械
室 

パークステーション売店 

（旧サイクルセンター） 

１     

ロッジゆきざさ  １    

焼肉ガーデン  １ １   

東口軽食コーナー      

オートリゾート滝野センターハウス      

オートリゾート滝野キャビンＳ６棟    １  

こどもの谷休憩所     １ 

 

※ 点検内容は、建築保全業務共通仕様書及び同解説による。 
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0 50 100 200 300 400 500

単独で設置されている自動販売機

自動販売機(単独設置)位置図

渓流口駐車場便所横

案内所(渓流ゾーン)

こどもの谷深岩すべり台下小屋横

こどもの谷さまよいの洞窟トイレ横

東口レストハウス(便所)

東口休憩所(ボランティア棟)

東口休憩所(研修棟)

公園事務所

こどもの谷虹の巣ドーム横

森のすみか森の工房横

森のすみか多目的トイレ横

展望台(すずらんの丘)

森の情報館

森の交流館
森の教室
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東口ゲート 
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自主事業における飲食･物販施設等の設置運営可能範囲と指定する既存施設の改修運営の対象 

はるにれ広場はるにれ広場

青少年山の家青少年山の家

オートリゾート滝野オートリゾート滝野すずらんの丘展望台すずらんの丘展望台

みずなら広場みずなら広場

滝野の森口滝野の森口

渓流口渓流口 鱒見口鱒見口

中央口中央口

東口東口

公園の駅
「パークステーション」
（レンタサイクル）

公園の駅
「パークステーション」
（レンタサイクル）

炊事遠足広場炊事遠足広場
ロッジゆきざさロッジゆきざさ

案内所案内所

渓流園炊事コーナー渓流園炊事コーナー

釣堀釣堀焼肉ガーデンアシリベツ焼肉ガーデンアシリベツ

東口レストハウス東口レストハウス

つどいの森つどいの森

ビジターセンタービジターセンター

森の交流館森の交流館 ローラー滑り台ローラー滑り台

滝野の森口
多目的広場
滝野の森口
多目的広場

ねずみのみちねずみのみち

森見の塔森見の塔

森の教室森の教室

田んぼの広場田んぼの広場

滝野の森口
駐車場

滝野の森口
駐車場

渓流口駐車場渓流口駐車場

鱒見の滝鱒見の滝

鱒見口駐車場鱒見口駐車場
厚別川厚別川

不老の滝不老の滝

白帆の滝白帆の滝

東口駐車場東口駐車場

アシリベツの滝アシリベツの滝

南駐車場南駐車場

滝野の森ゾーン西エリア滝野の森ゾーン西エリア

青少年山の家周辺青少年山の家周辺
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設置範囲・改修施設の考え方                         

設置不可範囲は、新たな建築物の設置を想定していないエリア※1並びに河川、滝、

森林等の自然環境を保全するエリア※2である。 

指定する既存施設の改修運営の対象は､別添－５４「指定する既存施設の改修運

営の対象一覧表」に示す施設とする。 

 ※１ カントリーガーデン（花畑）、水の広場（水景施設）、各駐車場、青少年山の家周辺 

 ※２ 園内河川、滝、急峻な斜面、滝野の森ゾーン西エリア 

青文字
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指定する既存施設の改修運営の対象一覧表 

公園施設の名称 運営施設名称、面積 施設規模（参考） 

 レストラン 

（カントリーハウス） 

 飲食店・売店    363.17m2 

 プロパン庫           5.46m2 

（鉄筋コンクリート造） 

 延床面積： 1,562.21m2 

 用具貸出所 

（カントリーハウス） 

用具貸出室         87.69m2 
用具貸出品倉庫     133.85m2 

 中央管理所売店  売店                18.18m2 

  

 管理所 

（鉄筋コンクリート造） 

 延床面積： 506.43m2 

 子供の谷休憩所売店  厨房、売店、食品庫、休憩室 

              192.20m2 

（鉄筋コンクリート造） 

 延床面積： 369.51m2 

 レストラン（渓流園）  レストラン（売店を含む） 

              304.13m2 

（鉄筋コンクリート造） 

 建築面積： 304.13m2 

 プロパン庫 

                5.61m2 

（鉄筋コンクリート造） 

 建築面積： 5.61m2 

 バーベキュー園 

1,552.26m2 

管理面積： 1,552.26m2 

 釣堀 

（ﾌｨｯｼﾝｸﾞ･ﾀｷﾉ） 

 釣堀    2,271.08m2 

四阿     10.89m2 

 管理面積： 2,281.97m2 

 鱒見口売店 

 

 売店                60.00m2 （鉄骨造） 

 建築面積： 247.00m2 

 渓流口売店 

（ロッジゆきざさ） 

 スキー貸出室、物置  42.24m2 （木造一部鉄筋コンクリート造）

 延床面積： 315.36m2 

 倉庫、スナック、休憩室の一部 

               86.58m2 

 東口情報センター 

 レストハウス棟売店 

 売店                81.33m2 （鉄筋コンクリート造） 

 延床面積： 185.47m2 

 園内移動用施設 

 

 リフト             256.45m 

  機器保管倉庫         77.4m2 

  搬器      48 台 

 サイクリング施設 

 

 レンタル受付、駐輪場 

             187.00m2 

 （鉄骨造） 

 建築面積： 247.00m2 

ロープトウ 

 

ロープトウ 延長 200m 2 基 

管理面積：  600.00m2×2基 

オートキャンプ場 

（オートリゾート滝野） 

キャンプ場   61,330.00m2 詳細は別紙９ 第１条 対象と

なる収益施設－オートキャンプ場

詳細を参照 
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総括調査職員主任調査職員 調査職員 総括責任者 検査担当者

印 印 印 印 印 印 印

利用満足度
の確保

地域特性を
生かした植
物管理

開催回数
（回）
参加人数
（人）

情報受発信

年間及び運営シーズンごと
の公園の運営に関する「非
常に満足」及び「まあまあ満
足」の回答比率（％）

利用プログラム
の開催回数、延
べ参加人数

多様なプロ
グラムの提
供

その他特記事項

マスコミによる報道件数（件）
（内テレビ件数）

自主事業の実施状況

行催事の実施状況

春と秋の花風景に関する「非
常に満足」及び「まあまあ満
足」の回答比率（％）

札幌都市圏外の地域からの
利用者の割合（％）

当月 累積

公園利用者
数の確保

平成●年度　国営滝野すずらん丘陵公園　管理運営月報（●月分）

備考
開園日数（日）

有料区域の利用者数（人）

年間及び運営シーズンごと
の公園利用者数（人）
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主 要 事 項
上段：達成すべき質項目
下段：国仕様書

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
グリーン

計
ホワイト

計
累積

公園利用者数の確保 ・本公園の年間及び運営シーズンごとの公園利用者数 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人

【平成26年度～平成29年度実績平均値：年間約●人、第1期
○人、第2期○人】

・有料区域の利用者数 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人

【平成26年度～平成29年度実績平均値：第1期約●人】

・本公園の札幌都市圏外からの公園利用者の割合　※ ○％

【平成26年度～平成29年度実績平均値：約●％】

利用満足度の確保
・ 年間及び運営シーズンごとの公園の運営に関する「非常に
満足」及び「まあまあ満足」の回答比率

○％ ○％

【次の値以上；年間約●％、第1期約○％、第2期約○％】

地域特性を生かした植物
管理

・春の花風景に関する「非常に満足」及び「まあまあ満足」の
回答比率

○％ ○％

【次の値以上：年間約●％】 ○％

・秋の花風景に関する「非常に満足」及び「まあまあ満足」の
回答比率

○％ ○％

【次の値以上：年間約●％】 ○％

多様なプログラムの提供 ・利用プログラムの開催回数、延べ参加人数 ○回 ○回 ○回 ○回 ○回 ○回 ○回 ○回 ○回 ○回 ○回 ○回 ○回

【平成26年度～平成29年度実績平均値：年間約●人、第1期
○人、第2期○人】

情報受発信 ・マスコミによる報道件数（内テレビ件数） ○件 ○件 ○件 ○件 ○件 ○件 ○件 ○件 ○件 ○件 ○件 ○件 ○件

【平成26年度～平成29年度実績平均値：●件／年、そのうち
テレビ○件／年】

計　画

実　施

実　施

実　施

計　画

※札幌都市圏外の地域からの利用者の割合は、調査実施当月の利用者数を勘案した結果の加重平均のため算出を留意する

平成31～35年度　国営滝野すずらん丘陵公園　管理運営月報総括表(案)

計　画

計　画

実　施

実　施

○％

○％○％

計　画

実　施

計　画

計　画

実　施

計　画

実　施
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工事区分・工程 種別・細別 単位 数量 予定額 工事区分・工程 種別・細別 単位 数量 履行額

植物管理 式 1 ○○ 植物管理 式 1 ○○

芝生管理 式 1 ○○ 芝生管理 式 1 ○○

芝生管理 式 1 ○○ 芝生管理 式 1 ○○

○○工事 ○○工事 ○○

○○工事（第１回変更） ○○工事（第１回変更） ○○

中低木管理 式 1 ○○ 中低木管理 式 1 ○○

中低木管理 式 1 ○○ 中低木管理 式 1 ○○

○○工事 ○○工事 ○○

高木管理 式 1 ○○ 高木管理 式 1 ○○

高木管理 式 1 ○○ 高木管理 式 1 ○○

○○工事 ○○工事 ○○

林地管理 式 1 ○○ 林地管理 式 1 ○○

林地管理 式 1 ○○ 林地管理 式 1 ○○

草花管理 式 1 ○○ 草花管理 式 1 ○○

草花管理 式 1 ○○ 草花管理 式 1 ○○

建物管理 式 1 ○○ 建物管理 式 1 ○○

維持管理 式 1 ○○ 維持管理 式 1 ○○

維持管理 式 1 ○○ 維持管理 式 1 ○○

○○

設備維持管理 式 1 ○○ 設備維持管理 式 1 ○○

設備維持管理 式 1 ○○ 設備維持管理 式 1 ○○

○○

建物清掃 式 1 ○○ 建物清掃 式 1 ○○

建物清掃 式 1 ○○ 建物清掃 式 1 ○○

工作物 式 1 ○○ 工作物 式 1 ○○

維持修繕 式 1 ○○ 維持修繕 式 1 ○○

維持修繕 式 1 ○○ 維持修繕 式 1 ○○ ○○

その他の維持修繕 式 1 ○○ その他の維持修繕 式 1 ○○

その他の維持修繕 式 1 ○○ その他の維持修繕 式 1 ○○ ○○

清掃 式 1 ○○ 清掃 式 1 ○○

植栽地清掃 式 1 ○○ 植栽地清掃 式 1 ○○

植栽地清掃 式 1 ○○ 植栽地清掃 式 1 ○○ ○○

1 ○○

工作物清掃 式 1 ○○ 工作物清掃 式 1 ○○

工作物清掃 式 1 ○○ 工作物清掃 式 1 ○○ ○○

ゴミ回収処分 式 1 ○○ ゴミ回収処分 式 1 ○○

ゴミ回収処分 式 1 ○○ ゴミ回収処分 式 1 ○○ ○○

清掃諸材購入 式 1 ○○ 清掃諸材購入 式 1 ○○

清掃諸材購入 式 1 ○○ 清掃諸材購入 式 1 ○○ ○○

除雪工 式 1 ○○ 除雪工 式 1 ○○

除雪工 式 1 ○○ 除雪工 式 1 ○○ ○○

賃金等 式 1 ○○ 賃金等 式 1 ○○ ○○

諸材料購入 式 1 ○○ 諸材料購入 式 1 ○○ ○○

実施予定

国営滝野すずらん丘陵公園運営維持管理業務　管理四半期報[平成○年度　　第○四半期]

当期までの履行状況
摘　　　　要

記載例
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工事区分・工程 種別・細別 単位 数量 予定額 工事区分・工程 種別・細別 単位 数量 履行額

実施予定 当期までの履行状況
摘　　　　要

諸掛 諸掛

利用者指導 式 1 ○○ 利用者指導 式 1 ○○

利用者指導 式 1 ○○ 利用者指導 式 1 ○○ ○○

自動車維持 式 1 ○○ 自動車維持 式 1 ○○

自動車維持 式 1 ○○ 自動車維持 式 1 ○○ ○○

広報宣伝 式 1 ○○ 広報宣伝 式 1 ○○

広報宣伝 式 1 ○○ 広報宣伝 式 1 ○○ ○○

運営管理 運営管理

人件費 人件費

人件費 式 1 ○○ 人件費 式 1 ○○

職員俸給・諸手当・保険料 式 1 ○○ 職員俸給・諸手当・保険料 式 1 ○○ ○○

旅費 旅費

旅費 式 1 ○○ 旅費 式 1 ○○ ○○

庁費 式 1 ○○ 庁費 式 1 ○○

庁費 式 1 ○○ 庁費 式 1 ○○

○○費・○○費 式 1 ○○ ○○費・○○費 式 1 ○○ ○○

小計 式 1 ○○ 式 1 ○○

一般管理費 式 1 ○○ 式 1 ○○

消費税 式 1 ○○ 式 1 ○○

合計 式 1 ○○ 式 1 ○○
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